
５条- 1 
 

PD-2-7 改 2-1 

平成 29 年 6 月 6 日 

日本原子力発電(株) 

東海第二発電所 新規制基準適合への対応状況(津波による損傷の防止(第５条)) 

 

第５条（津波による損傷の防止）の要求に対して，以下に対応状況を示す。 

 

（津波による損傷の防止） 

第五条 設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれが 

ないものでなければならない。 

 

   

第５条 津波による損傷の防止 

1. 基本事項 .............................................................................................................................................................. ５条-  2 

(1) 津波防護対象の選定 .................................................................................................................................................. ５条-  2 

(2) 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等 ........................................................................................................................ ５条-  9 

(3) 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域 ................................................................................................................................ ５条- 14 

(4) 入力津波の設定 ...................................................................................................................................................... ５条- 22 

(5) 津波防護方針の審査に当たっての考慮事項（水位変動、地殻変動） ........................................................................................................ ５条- 36 

(6) 設計又は評価に用いる入力津波 ........................................................................................................................................ ５条- 41 

2. 津波防護方針 .......................................................................................................................................................... ５条- 42 

(1) 敷地の特性に応じた津波防護方針 ...................................................................................................................................... ５条- 42 

(2) 敷地への浸水防止（外郭防護１） ...................................................................................................................................... ５条- 46 

(3) 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２） .................................................................................................................. ５条- 68 

(4) 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） ........................................................................................................................ ５条- 74 

(5) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 ............................................................................................................ ５条- 86 

(6) 津波監視 ............................................................................................................................................................ ５条-106 

3. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件 ................................................................................................................................... ５条-108 

(1) 津波防護施設の設計 .................................................................................................................................................. ５条-108 

(2) 浸水防止設備の設計 .................................................................................................................................................. ５条-112 

(3) 津波監視設備の設計 .................................................................................................................................................. ５条-135 

(4) 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 .............................................................................................................................. ５条-147 

 



５条- 2 
 

1. 基本事項 

(1) 津波防護対象の選定 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

3. 基本事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.1 耐津波設計の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設計基準対象施設は，その供用中に当該施設に大

きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津

波」という。）に対してその安全機能が損なわれる

おそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 津波防護対象の選定 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，

構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許

可基準規則」という。）第５条（津波による損傷

の防止）」の「設計基準対象施設は，基準津波に

対して安全機能が損なわれるおそれがないもの

でなければならない」との要求は，設計基準対象

施設のうち，安全機能を有する設備を津波から防

護することを要求していることから，津波から防

護を検討する対象となる設備は，設計基準対象施

設のうち安全機能を有する設備（クラス１，クラ

ス２及びクラス３設備）である。 

Ⅱ．耐津波設計方針 

1. 基本事項 

1.1 設計基準対象施設の津波防護対象の選定 

【規制基準における要求事項等】 

第５条 設計基準対象施設は，その供用中に当該設

計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれが

ある津波（以下「基準津波」という。）に対して

安全機能が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならない。 

 

【検討方針】 

 設置許可基準規則第５条においては，基準津波に

対して設計基準対象施設が安全機能を損なわれる

おそれがないことを要求していることから，津波か

ら防護を検討する対象となる設備は，設計基準対象

施設のうち安全機能を有する設備である。また，別

記３においては，津波から防護する設備として，津

波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を含む

耐震Ｓクラスに属する設備が要求されている。 

 このため，上記の要求事項に従い，設計基準対象

施設のうち津波から防護すべき設備を選定する

（【検討結果】参照）。 

 

【検討結果】 

 安全機能を有する設備としては，「発電用軽水型

原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査

指針」に基づく安全機能の重要度分類のクラス１，

２，３に属する設備が該当する。このうち，クラス

３に属する設備については，原則，損傷した場合を

考慮して代替設備により必要な機能を確保する等

の対応を行う設計とする。しかし，クラス３設備で

ある緊急時対策所については，その機能を代替でき

る設備がないこと，また，重大事故等対処施設とし

ても位置付けられることから，津波から防護する設

備として選定する。 

このため，設計基準対象施設のうち津波から防護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５条- 3 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の 

配置等 

 

敷地及び敷地周辺の図面等に基づき、以下を把握

する。 

(1) 敷地及び敷地周辺の地形、標高、河川の存在 
(2) 敷地における施設（以下、例示）の位置、形状

等 

①耐震Ｓクラスの設備を内包する建屋 

②耐震Ｓクラスの屋外設備 

③津波防護施設（防潮堤、防潮壁等） 

④浸水防止設備（水密扉等）※ 

⑤津波監視設備 

（潮位計、取水ピット水位計等）※ 

※基本設計段階で位置が特定されているもの 

⑥敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・構築

 設置許可基準規則の解釈別記３では，津波から

防護する設備として，津波防護施設，浸水防止設

備及び津波監視設備を含む耐震Ｓクラスに属す

る設備が要求されている。 

 以上から，津波から防護を検討する対象となる

設備は，クラス１，クラス２及びクラス３設備並

びに津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設

備を含む耐震Ｓクラスに属する設備とする。この

うちクラス３設備は，損傷した場合を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保する等の対応

を行う設計とする。ただし，クラス３設備である

緊急時対策所については，その機能を代替できる

設備がないこと，又，重大事故等対処施設として

も位置付けられることから，津波から防護する設

備とする。 

 このため，津波から防護する設備は，クラス１，

クラス２設備及びクラス３に属する設備のうち

緊急時対策所並びに津波防護施設，浸水防止設備

及び津波監視設備を含む耐震Ｓクラスに属する

設備（以下「設計基準対象施設の津波防護対象設

備」という。）とする。 

 

(2) 敷地及び敷地周辺における地形，施設の配置等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべき設備は，津波防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備を含む耐震Ｓクラスに属する設備並び

に安全重要度分類のクラス１，２に属する設備及び

クラス３に属する設備のうち緊急時対策所とする。

また，設計基準対象施設のうち津波から防護する設

備を「設計基準対象施設の津波防護対象設備」とす

る。第1.1-1図に設計基準対象施設の津波防護対象

設備の選定フロー，第1.1-1表に主な設計基準対象

施設の津波防護対象設備リスト，添付資料２に設計

基準対象施設の津波防護設備の配置図等を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の 

配置等 

【規制基準における要求事項等】 

敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置

等については，敷地及び敷地周辺の図面等に基づ

き，以下を把握する。 

ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在

ｂ．敷地における施設（以下，例示）の位置，形

状等 

① 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内

包する建屋及び区画 

② 重要な安全機能を有する屋外設備 

③ 津波防護施設（防潮堤，防潮壁等） 

④ 浸水防止設備（水密扉等）※ 

⑤ 津波監視設備（潮位計，取水ピット水位計

等）※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５条- 4 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

物等（一般建物、鉄塔、タンク等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 津波に対する防護の検討に当たって基本事項

となる発電所の敷地及び敷地周辺における地形，

施設の配置等を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高並びに河川の

存在の把握 

 東海第二発電所を設置する敷地は，関東平野

の北東端に位置し，東京の北方約 130km，水戸

市の北東約 15km の地点で太平洋に面した平坦

な台地からなっている。 

 また，発電所周辺の河川としては，敷地から

北方約 2km の地点に久慈川（一級河川）がある。

 敷地は，主に T.P.＋3m，T.P.＋8m，T.P.＋11m，

T.P.＋23m，T.P.＋25m の高さに分かれている。

⑥ 敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・

構築物等（一般建物，鉄塔，タンク等） 

※基本設計段階で位置が特定されている 

 もの 

ｃ．敷地周辺の人工構造物（以下は例示である。）

の位置，形状等 

① 港湾施設（サイト内及びサイト外） 

② 河川堤防，海岸線の防波堤，防潮堤等 

③ 海上設置物（係留された船舶等） 

④ 遡上域の建物・構築物等（一般建物，鉄塔，

タンク等） 

⑤ 敷地前面海域における通過船舶 

 

【検討方針】 

 東海第二発電所の敷地及び敷地周辺における地

形及び施設の配置等について，敷地及び敷地周辺の

図面等に基づき，以下を把握する。 

ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在

（【検討結果】 (1) 敷地及び敷地周辺の地形，

標高，河川の存在参照） 

ｂ．敷地における施設の位置，形状等（【検討結

果】 (2) 敷地における施設の位置，形状等参

照） 

ｃ．敷地周辺の人工構造物の位置，形状等（【検

討結果】 (3) 敷地周辺の人工構造物の位置，

形状等参照） 

 

【検討結果】 

(1) 敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在 

東海第二発電所の敷地及び敷地周辺の状況と

して，第1.2-1図に東海第二発電所の位置及び敷

地周辺の地形，第1.2-2図に東海第二発電所の全

景写真を示す。東海第二発電所を設置する敷地

は，茨城県の海岸にそって弧状の砂丘海岸を形成

する鹿島灘の北端に位置し，東京の北方約130km，

水戸市の北東約15kmの地点に位置し，太平洋に面

した平坦な台地からなっており，敷地の北方に日

立市，北西に常陸太田市，西方に那珂市，南西に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５条- 5 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．敷地における施設の位置，形状等の把握 

 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建屋及び区画としては，T.P.＋8m の敷地に

原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式

貯蔵建屋を設置している。設計基準対象施設の

津波防護対象設備のうち屋外設備としては，

T.P.＋3m の敷地に海水ポンプ室，T.P.＋8m の敷

地に排気筒を設置しており，T.P.＋11m の敷地

に軽油貯蔵タンク（地下式），T.P.＋23m の敷

地に緊急時対策所を設置する。また，T.P.＋3m

の海水ポンプ室から T.P.＋8m の原子炉建屋に

かけて非常用海水系配管を設置している。非常

用取水設備として，取水路，取水ピット及び海

水ポンプ室から構成される取水構造物を設置す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 津波防護施設として，敷地全体を取り囲む形

で天端高さ T.P.＋20m～T.P.＋18m の防潮堤及

び防潮扉，T.P.＋3.5m の敷地（放水路上版高さ）

に設置する放水路ゲート，T.P.＋3m，T.P.＋

4.5m，T.P.＋6.5m 及び T.P.＋8m の敷地に設置

する構内排水路に対して逆流防止設備を設置す

水戸市，南方にひたちなか市が隣接している。 

また，敷地周辺の河川としては，敷地の北方約

2kmの地点に久慈川（一級河川）があり太平洋に

注いでいる。なお，敷地を含む西方には標高約25

ｍの台地があり，敷地北方の久慈川周辺の標高は

約5ｍであり，敷地内に流域する河川は存在しな

い。 

東海第二発電所の敷地及び敷地周辺の地形，標

高，河川を第1.2-1図に，また，全景を第1.2-1

図に示す。 

(2) 敷地における施設の位置，形状等 

 東海第二発電所は，東海発電所（廃止措置中）

の北側に位置しており，敷地の東側は太平洋に面

している。復水器冷却水及び非常用海水系の取水

口は敷地東側の北防波堤及び南防波堤の内側，放

水口は北防波堤の外側にある。また，敷地の西側

には高さ25m程度のなだらかな地山がある。 

 東海第二発電所の主要な施設を設置している

敷地高さは，主に海側よりT.P.＋3m，T.P.＋8m，

T.P.＋11m，T.P.＋23m及びT.P.＋25mに分かれて

いる。このうち，設計基準対象施設の津波防護対

象設備を内包する建屋及び区画としては，T.P.＋

8mの敷地に原子炉建屋，タービン建屋及び使用済

燃料乾式貯蔵建屋を設置している。設計基準対象

施設の津波防護対象設備のうち屋外設備として

は，T.P.＋3mの敷地に海水ポンプ室，T.P.＋8mの

敷地に排気筒を設置しており，T.P.＋11mの敷地

に軽油貯蔵タンク（地下式），T.P.＋23mの敷地

に緊急時対策所を設置する。また，T.P.＋3mの敷

地の海水ポンプ室からT.P.＋8mの敷地の原子炉

建屋にかけて非常用海水系配管を設置している。

非常用取水設備として，取水構造物を設置する。

 津波防護施設として，敷地全体を取り囲む形で

天端高さT.P.＋20m～T.P.＋18mの防潮堤及び防

潮扉，T.P.＋3.5mの敷地（放水路上版高さ）の放

水路に対して放水路ゲート，T.P.＋3m，T.P.＋

4.5m，T.P.＋6.5m及びT.P.＋8mの敷地の構内排水

路に対して逆流防止設備を設置する。また，非常

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５条- 6 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。また，残留熱除去系海水ポンプ，非常用デ

ィーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（以下

1.4 において「非常用海水ポンプ」という。）

の取水性を確保するため，取水口前面の海中に

貯留堰を設置する。 

 浸水防止設備として，T.P.＋0.8m の敷地に設

置する海水ポンプ室の海水ポンプグランドドレ

ン排出口に対して逆止弁，循環水ポンプ室の取

水ピット空気抜き配管に対して逆止弁，海水ポ

ンプ室ケーブル点検口に対して浸水防止蓋，

T.P.＋3m の敷地に設置する取水路の点検用開

口部，T.P.＋3.5m の敷地（放水路上版高さ）に

設置する放水路ゲートの点検用開口部，T.P.＋

8m の敷地に設置するＳＡ用海水ピット上部の

開口部及び緊急用海水ポンプピットの点検用開

口部に対して浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグ

ランドドレン排出口，緊急用海水ポンプ室床ド

レン排出口に対して逆止弁を設置する。さらに，

海水ポンプ室の貫通部，防潮堤又は防潮扉の地

下部の貫通部（以下 1.4 において「防潮堤及び

防潮扉下部貫通部」という。）並びにタービン建

屋又は非常用海水系配管カルバートと隣接する

原子炉建屋境界地下階の貫通部に対して止水処

置を実施する。 

 津波監視設備として，原子炉建屋屋上 T.P.＋

64m に津波監視カメラ，T.P.＋3m の敷地の取水

ピット上版に取水ピット水位計，取水路内の高

さ T.P.－5m の位置に潮位計を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用海水ポンプの取水性を確保するため，取水口前

面の海中に貯留堰を設置する。 

 

 

 

 浸水防止設備として，T.P.＋3mの敷地に設置し

ている取水路の点検用開口部，T.P.＋3.5mの位置

（放水路上版高さ）に設置する放水路ゲートの点

検用開口部，T.P.＋8mの敷地に設置するＳＡ用海

水ピット上部の開口部及び緊急用海水ポンプピ

ットの点検用開口部に対して浸水防止蓋，海水ポ

ンプグランドドレン排出口，緊急用海水ポンプグ

ランドドレン排出口，緊急用海水ポンプ室床ドレ

ン排出口及び取水ピット空気抜き配管に対して

逆止弁を設置する。さらに，海水ポンプ室の貫通

部，タービン建屋又は非常用海水系配管カルバー

トと隣接する原子炉建屋地下階及び防潮堤又は

防潮扉の地下部の貫通部に対して止水処置を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 津波監視設備として，原子炉建屋屋上T.P.＋

64mに津波監視カメラ，T.P.＋3mの敷地の取水ピ

ット上版に取水ピット水位計，取水路内の高さ

T.P.－5mの位置に潮位計を設置する。 

 敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・構築

物等としては，T.P.＋3mの敷地に海水電解装置建

屋，メンテナンスセンター，燃料輸送本部建屋等

がある。また，海岸側（東側）を除く防潮堤の外

側には防砂林等がある。 

 第1.2-1表に津波防護対策設備と設置位置，第

1.2-3図に東海第二発電所敷地図，第1.2-4図に設

計基準対象施設の津波防護対象設備の配置図を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５条- 7 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

(3) 敷地周辺の人口構造物（以下は例示である。）

の位置、形状等 

①港湾施設（サイト内及びサイト外） 

②河川堤防、海岸線の防波堤、防潮堤等 

③海上設置物（係留された船舶等） 

④遡上域の建物・構築物等（一般建物、鉄塔、タ

ンク等） 

⑤敷地前面海域における通過船舶 

ｃ．敷地周辺の人工構造物の位置，形状等の把握

 港湾施設として，発電所敷地内に物揚岸壁及

び防波堤が設置されており，燃料等輸送船が不

定期に停泊する。発電所の敷地周辺には，北方

約 3km に茨城港日立港区，南方約 4km に茨城港

常陸那珂港区があり，それぞれの施設の沿岸に

は防波堤が設置されている。また，敷地周辺の

漁港としては，北方約 4.5km に久慈漁港があり，

約 40 隻の漁船が係留されている。 

 敷地周辺の状況としては，民家，商業施設，

倉庫等がある他，敷地南方には原子力及び核燃

料サイクルの研究施設，茨城港日立港区には液

化天然ガス基地，工場，モータプール，倉庫等

の施設，茨城港常陸那珂港区には火力発電所，

工場，倉庫等の施設があり，設備，建物，構築

物等の施設がある。また，敷地近傍の海上では，

海上保安庁の巡視船がパトロールしており，久

慈漁港の漁船が周辺海上で操業している。敷地

前面海域における通過船舶としては，常陸那珂

－苫小牧，大洗－苫小牧を結ぶ定期航路がある。

また，茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂港区

では，不定期に貨物船及びタンカー船の入港が

ある。 

 

(3) 敷地周辺の人工構造物の位置，形状等 

 発電所敷地内の港湾施設として，原子炉建屋の

東側約380mに物揚岸壁があり，燃料等輸送船が不

定期に停泊する。発電所の敷地周辺にある大型の

港湾施設としては，発電所の敷地の北方約3kmに

茨城港日立港区，南方約4㎞に茨城港常陸那珂港

区がある。また，発電所の港湾施設として天端高

さT.P.＋4.3m～T.P.＋4.6mの防波堤，敷地北方の

茨城港日立港区の沿岸部には天端高さT.P.約＋

2.5m～T.P.約＋5.6mの防波堤，敷地南方の茨城港

常陸那珂港区の沿岸部には天端高さT.P.約＋

1.1m～T.P.約＋8.6mの防波堤が設置されている。

第1.2-5図に茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂

港区における防波堤整備状況を示す。発電所周辺

の漁港としては，発電所の敷地の北方約4.5kmに

久慈漁港があり，42隻（平成29年3月）の漁船が

係留されている。第1.2-2表に発電所周辺漁港（久

慈漁港）の船舶の種類・数量，第1.2-6図に敷地

付近図（港湾施設及び漁港の位置図）を示す。 

 発電所近傍の海上では，海上保安庁の巡視船が

パトロールしている。また，久慈漁港の漁船が，

周辺海上で操業しているが，浮き筏，定置網等の

海上設置物は認められない。 

 敷地前面海域における通過船舶としては，常陸

那珂－苫小牧，大洗－苫小牧を結ぶ定期航路があ

る。第1.2-7図に敷地前面海域を通過する定期船

の航行ルートを示す。また，茨城港日立港区及び

茨城港常陸那珂港区では，不定期に貨物船及びタ

ンカー船の入港がある。 

 発電所周辺地域の主要道路としては，発電所敷

地の西側に国道245号線がある。 

 発電所敷地周辺の人工構造物としては，民家，

商業施設，倉庫等がある他，敷地の南側には原子

力及び核燃料サイクルの研究施設（国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構），茨城港日立港区

には日立ＬＮＧ基地，モータープール，工場等が

あり，港湾には東防波堤，南防波堤，沖防波堤が

ある。茨城港常陸那珂港区には常陸那珂火力発電

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５条- 8 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

所があり，衛生センター，防護柵（木製），防砂

林，墓石等があり，港湾には北防波堤，東防波堤

がある。第1.2-5図に発電所敷地周辺の施設を示

す。 

なお，原子力及び核燃料サイクルの研究施設に

はプラント（研究）設備，建物，倉庫等の施設，

日立ＬＮＧ基地にはプラント設備，建物，倉庫等

の施設，常陸那珂火力発電所にはプラント設備，

建物等の施設，工場には建物等の施設が含まれて

いる。 



５条- 9 
 

(2) 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

3.1 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の 

配置等 

 

敷地及び敷地周辺の図面等に基づき、以下を把握

する。 

(2) 敷地及び敷地周辺の地形、標高、河川の存在 
(2) 敷地における施設（以下、例示）の位置、形状

等 

①耐震Ｓクラスの設備を内包する建屋 

②耐震Ｓクラスの屋外設備 

③津波防護施設（防潮堤、防潮壁等） 

④浸水防止設備（水密扉等）※ 

⑤津波監視設備（潮位計、取水ピット水位計等）

※ 

※基本設計段階で位置が特定されているもの 

⑥敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・構築

物等（一般建物、鉄塔、タンク等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 敷地及び敷地周辺における地形，施設の配置等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 津波に対する防護の検討に当たって基本事項

となる発電所の敷地及び敷地周辺における地形，

施設の配置等を把握する。 

 

 

 

 

1.2 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の 

配置等 

【規制基準における要求事項等】 

敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置

等については，敷地及び敷地周辺の図面等に基づ

き，以下を把握する。 

ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在

ｂ．敷地における施設（以下，例示）の位置，形

状等 

① 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内

包する建屋及び区画 

② 重要な安全機能を有する屋外設備 

③ 津波防護施設（防潮堤，防潮壁等） 

④ 浸水防止設備（水密扉等）※ 

⑤ 津波監視設備（潮位計，取水ピット 

水位計等）※ 

⑥ 敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・

構築物等（一般建物，鉄塔，タンク等） 

※基本設計段階で位置が 

特定されているもの 

ｃ．敷地周辺の人工構造物（以下は例示である。）

の位置，形状等 

① 港湾施設（サイト内及びサイト外） 

② 河川堤防，海岸線の防波堤，防潮堤等 

③ 海上設置物（係留された船舶等） 

④ 遡上域の建物・構築物等（一般建物，鉄塔，

タンク等） 

⑤ 敷地前面海域における通過船舶 

 

【検討方針】 

 東海第二発電所の敷地及び敷地周辺における地

形及び施設の配置等について，敷地及び敷地周辺の

図面等に基づき，以下を把握する。 

ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在

（【検討結果】 (1) 敷地及び敷地周辺の地形，

標高，河川の存在参照） 

ｂ．敷地における施設の位置，形状等（【検討結

 



５条- 10 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高並びに河川の

存在の把握 

 東海第二発電所を設置する敷地は，関東平野

の北東端に位置し，東京の北方約 130km，水戸

市の北東約 15km の地点で太平洋に面した平坦

な台地からなっている。 

 また，発電所周辺の河川としては，敷地から

北方約 2km の地点に久慈川（一級河川）がある。

 敷地は，主に T.P.＋3m，T.P.＋8m，T.P.＋11m，

T.P.＋23m，T.P.＋25m の高さに分かれている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．敷地における施設の位置，形状等の把握 

 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建屋及び区画としては，T.P.＋8m の敷地に

原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式

貯蔵建屋を設置している。設計基準対象施設の

津波防護対象設備のうち屋外設備としては，

T.P.＋3m の敷地に海水ポンプ室，T.P.＋8m の敷

地に排気筒を設置しており，T.P.＋11m の敷地

に軽油貯蔵タンク（地下式），T.P.＋23m の敷

地に緊急時対策所を設置する。また，T.P.＋3m

の海水ポンプ室から T.P.＋8m の原子炉建屋に

果】 (2) 敷地における施設の位置，形状等参

照） 

ｃ．敷地周辺の人工構造物の位置，形状等（【検

討結果】 (3) 敷地周辺の人工構造物の位置，

形状等参照） 

 

 

【検討結果】 

(1) 敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在 

東海第二発電所の敷地及び敷地周辺の状況と

して，第1.2-1図に東海第二発電所の位置及び敷

地周辺の地形，第1.2-2図に東海第二発電所の全

景写真を示す。東海第二発電所を設置する敷地

は，茨城県の海岸にそって弧状の砂丘海岸を形成

する鹿島灘の北端に位置し，東京の北方約130km，

水戸市の北東約15kmの地点に位置し，太平洋に面

した平坦な台地からなっており，敷地の北方に日

立市，北西に常陸太田市，西方に那珂市，南西に

水戸市，南方にひたちなか市が隣接している。 

また，敷地周辺の河川としては，敷地の北方約

2kmの地点に久慈川（一級河川）があり太平洋に

注いでいる。なお，敷地を含む西方には標高約25

ｍの台地があり，敷地北方の久慈川周辺の標高は

約5ｍである。 

東海第二発電所の敷地及び敷地周辺の地形，標

高，河川を第1.2-1図に，また，全景を第1.2-1

図に示す。 

(2) 敷地における施設の位置，形状等 

 東海第二発電所は，東海発電所（廃止措置中）

の北側に位置しており，敷地の東側は太平洋に面

している。復水器冷却水及び非常用海水系の取水

口は敷地東側の北防波堤及び南防波堤の内側，放

水口は北防波堤の外側にある。また，敷地の西側

には高さ25m程度のなだらかな地山がある。 

 東海第二発電所の主要な施設を設置している

敷地高さは，主に海側よりT.P.＋3m，T.P.＋8m，

T.P.＋11m，T.P.＋23m及びT.P.＋25mに分かれて

いる。このうち，設計基準対象施設の津波防護対



５条- 11 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かけて非常用海水系配管を設置している。非常

用取水設備として，取水路，取水ピット及び海

水ポンプ室から構成される取水構造物を設置す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 津波防護施設として，敷地全体を取り囲む形

で天端高さ T.P.＋20m～T.P.＋18m の防潮堤及

び防潮扉，T.P.＋3.5m の敷地（放水路上版高さ）

に設置する放水路ゲート，T.P.＋3m，T.P.＋

4.5m，T.P.＋6.5m 及び T.P.＋8m の敷地に設置

する構内排水路に対して逆流防止設備を設置す

る。また，残留熱除去系海水ポンプ，非常用デ

ィーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（以下

1.4 において「非常用海水ポンプ」という。）

の取水性を確保するため，取水口前面の海中に

貯留堰を設置する。 

 浸水防止設備として，T.P.＋0.8m の敷地に設

置する海水ポンプ室の海水ポンプグランドドレ

ン排出口に対して逆止弁，循環水ポンプ室の取

水ピット空気抜き配管に対して逆止弁，海水ポ

ンプ室ケーブル点検口に対して浸水防止蓋，

T.P.＋3m の敷地に設置する取水路の点検用開

口部，T.P.＋3.5m の敷地（放水路上版高さ）に

設置する放水路ゲートの点検用開口部，T.P.＋

8m の敷地に設置するＳＡ用海水ピット上部の

開口部及び緊急用海水ポンプピットの点検用開

口部に対して浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグ

ランドドレン排出口，緊急用海水ポンプ室床ド

レン排出口に対して逆止弁を設置する。さらに，

海水ポンプ室の貫通部，防潮堤又は防潮扉の地

下部の貫通部（以下 1.4 において「防潮堤及び

象設備を内包する建屋及び区画としては，T.P.＋

8mの敷地に原子炉建屋，タービン建屋及び使用済

燃料乾式貯蔵建屋を設置している。設計基準対象

施設の津波防護対象設備のうち屋外設備として

は，T.P.＋3mの敷地に海水ポンプ室，T.P.＋8mの

敷地に排気筒を設置しており，T.P.＋11mの敷地

に軽油貯蔵タンク（地下式），T.P.＋23mの敷地

に緊急時対策所を設置する。また，T.P.＋3mの敷

地の海水ポンプ室からT.P.＋8mの敷地の原子炉

建屋にかけて非常用海水系配管を設置している。

非常用取水設備として，取水構造物を設置する。

 津波防護施設として，敷地全体を取り囲む形で

天端高さT.P.＋20m～T.P.＋18mの防潮堤及び防

潮扉，T.P.＋3.5mの敷地（放水路上版高さ）の放

水路に対して放水路ゲート，T.P.＋3m，T.P.＋

4.5m，T.P.＋6.5m及びT.P.＋8mの敷地の構内排水

路に対して逆流防止設備を設置する。また，非常

用海水ポンプの取水性を確保するため，取水口前

面の海中に貯留堰を設置する。 

 

 

 

 

 浸水防止設備として，T.P.＋3mの敷地に設置し

ている取水路の点検用開口部，T.P.＋3.5mの位置

（放水路上版高さ）に設置する放水路ゲートの点

検用開口部，T.P.＋8mの敷地に設置するＳＡ用海

水ピット上部の開口部及び緊急用海水ポンプピ

ットの点検用開口部に対して浸水防止蓋，海水ポ

ンプグランドドレン排出口，緊急用海水ポンプグ

ランドドレン排出口，緊急用海水ポンプ室床ドレ

ン排出口及び取水ピット空気抜き配管に対して

逆止弁を設置する。さらに，海水ポンプ室の貫通

部，タービン建屋又は非常用海水系配管カルバー

トと隣接する原子炉建屋地下階及び防潮堤又は

防潮扉の地下部の貫通部に対して止水処置を実

施する。 
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 敷地周辺の人口構造物（以下は例示である。）

の位置、形状等 

①港湾施設（サイト内及びサイト外） 

②河川堤防、海岸線の防波堤、防潮堤等 

③海上設置物（係留された船舶等） 

④遡上域の建物・構築物等（一般建物、鉄塔、タ

ンク等） 

⑤敷地前面海域における通過船舶 

防潮扉下部貫通部」という。）並びにタービン建

屋又は非常用海水系配管カルバートと隣接する

原子炉建屋境界地下階の貫通部に対して止水処

置を実施する。 

 津波監視設備として，原子炉建屋屋上 T.P.＋

64m に津波監視カメラ，T.P.＋3m の敷地の取水

ピット上版に取水ピット水位計，取水路内の高

さ T.P.－5m の位置に潮位計を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．敷地周辺の人工構造物の位置，形状等の把握

 港湾施設として，発電所敷地内に物揚岸壁及

び防波堤が設置されており，燃料等輸送船が不

定期に停泊する。発電所の敷地周辺には，北方

約 3km に茨城港日立港区，南方約 4km に茨城港

常陸那珂港区があり，それぞれの施設の沿岸に

は防波堤が設置されている。また，敷地周辺の

漁港としては，北方約 4.5km に久慈漁港があり，

約 40 隻の漁船が係留されている。 

敷地周辺の状況としては，民家，商業施設，

倉庫等がある他，敷地南方には原子力及び核燃

料サイクルの研究施設，茨城港日立港区には液

化天然ガス基地，工場，モータプール，倉庫等

の施設，茨城港常陸那珂港区には火力発電所，

工場，倉庫等の施設があり，設備，建物，構築

物等の施設がある。また，敷地近傍の海上では，

海上保安庁の巡視船がパトロールしており，久

慈漁港の漁船が周辺海上で操業している。敷地

前面海域における通過船舶としては，常陸那珂

－苫小牧，大洗－苫小牧を結ぶ定期航路がある。

また，茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂港区

 

 

 

 

 津波監視設備として，原子炉建屋屋上T.P.＋

64mに津波監視カメラ，T.P.＋3mの敷地の取水ピ

ット上版に取水ピット水位計，取水路内の高さ

T.P.－5mの位置に潮位計を設置する。 

 敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・構築

物等としては，T.P.＋3mの敷地に海水電解装置建

屋，メンテナンスセンター，燃料輸送本部建屋等

がある。また，海岸側（東側）を除く防潮堤の外

側には防砂林等がある。 

 第1.2-1表に津波防護対策設備と設置位置，第

1.2-3図に東海第二発電所敷地図，第1.2-4図に設

計基準対象施設の津波防護対象設備の配置図を

示す。 

(3) 敷地周辺の人工構造物の位置，形状等 

 発電所敷地内の港湾施設として，原子炉建屋の

東側約380mに物揚岸壁があり，燃料等輸送船が不

定期に停泊する。発電所の敷地周辺にある大型の

港湾施設としては，発電所の敷地の北方約3kmに

茨城港日立港区，南方約4㎞に茨城港常陸那珂港

区がある。また，発電所の港湾施設として天端高

さT.P.＋4.3m～T.P.＋4.6mの防波堤，敷地北方の

茨城港日立港区の沿岸部には天端高さT.P.約＋

2.5m～T.P.約＋5.6mの防波堤，敷地南方の茨城港

常陸那珂港区の沿岸部には天端高さT.P.約＋

1.1m～T.P.約＋8.6mの防波堤が設置されている。

第1.2-5図に茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂

港区における防波堤整備状況を示す。発電所周辺

の漁港としては，発電所の敷地の北方約4.5kmに

久慈漁港があり，42隻（平成29年3月）の漁船が

係留されている。第1.2-2表に発電所周辺漁港（久

慈漁港）の船舶の種類・数量，第1.2-6図に敷地

付近図（港湾施設及び漁港の位置図）を示す。 

 発電所近傍の海上では，海上保安庁の巡視船が

パトロールしている。また，久慈漁港の漁船が，
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

では，不定期に貨物船及びタンカー船の入港が

ある。 

周辺海上で操業しているが，浮き筏，定置網等の

海上設置物は認められない。 

 敷地前面海域における通過船舶としては，常陸

那珂－苫小牧，大洗－苫小牧を結ぶ定期航路があ

る。第1.2-7図に敷地前面海域を通過する定期船

の航行ルートを示す。また，茨城港日立港区及び

茨城港常陸那珂港区では，不定期に貨物船及びタ

ンカー船の入港がある。 

 発電所周辺地域の主要道路としては，発電所敷

地の西側に国道245号線がある。 

 発電所敷地周辺の人工構造物としては，民家，

商業施設，倉庫等がある他，敷地の南側には原子

力及び核燃料サイクルの研究施設（国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構），茨城港日立港区

には日立ＬＮＧ基地，モータープール，工場等が

あり，港湾には東防波堤，南防波堤，沖防波堤が

ある。茨城港常陸那珂港区には常陸那珂火力発電

所があり，衛生センター，防護柵（木製），防砂

林，墓石等があり，港湾には北防波堤，東防波堤

がある。第1.2-5図に発電所敷地周辺の施設を示

す。 

なお，原子力及び核燃料サイクルの研究施設に

はプラント（研究）設備，建物，倉庫等の施設，

日立ＬＮＧ基地にはプラント設備，建物，倉庫等

の施設，常陸那珂火力発電所にはプラント設備，

建物等の施設，工場には建物等の施設が含まれて

いる。 
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(3) 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

3.2 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域 

3.2.1 敷地周辺の遡上・浸水域の評価 

【規制基準における要求事項等】 

遡上・浸水域の評価に当たっては、次に示す事項を

考慮した遡上解析を実施して、遡上波の回り込みを

含め敷地への遡上の可能性を検討すること。 

・敷地及び敷地周辺の地形とその標高 

・敷地沿岸域の海底地形 

・津波の敷地への侵入角度 

・敷地及び敷地周辺の河川、水路の存在 

・陸上の遡上・伝播の効果 

・伝播経路上の人工構造物 

 

【確認内容】 

(1)上記の考慮事項に関して、遡上解析（砂移動の評

価を含む）の手法、データ及び条件を確認する。

確認のポイントは以下のとおり。 

①敷地及び敷地周辺の地形とその標高について、遡

上解析上、影響を及ぼすものが考慮されている

か。遡上域のメッシュサイズを踏まえ適切な形状

にモデル化されているか。 

②敷地沿岸域の海底地形の根拠が明示され、その根

拠が信頼性を有するものか。 

③敷地及び敷地周辺に河川、水路が存在する場合に

は、当該河川、水路による遡上を考慮する上で、

遡上域のメッシュサイズが十分か、また、適切な

形状にモデル化されているか。 

④陸上の遡上・伝播の効果について、遡上、伝播経

路の状態に応じた解析モデル、解析条件が適切に

設定されているか。 

⑤伝播経路上の人工構造物について、遡上解析上、

影響を及ぼすものが考慮されているか。遡上域の

メッシュサイズを踏まえ適切な形状にモデル化

されているか。 

(2)敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっての考

慮事項に対する確認のポイントは以下のとお

り。 

1.4.1.1 耐津波設計の基本方針 

(3) 入力津波の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域 

(1) 敷地周辺の遡上・浸水域の評価 

【規制基準における要求事項等】 

 遡上・浸水域の評価に当たっては，次に示す事項

を考慮した遡上解析を実施して，遡上波の回り込み

を含め敷地への遡上の可能性を検討すること。 

・ 敷地及び敷地周辺の地形とその標高 

・ 敷地沿岸域の海底地形 

・ 津波の敷地への侵入角度 

・ 敷地及び敷地周辺の河川，水路の存在 

・ 陸上の遡上・伝播の効果 

・ 伝播経路上の人工構造物 

 

【検討方針】 

 基準津波による次に示す事項を考慮した遡上解

析を実施して，遡上波の回り込みを含め敷地への遡

上の可能性を検討する（【検討結果】参照）。また，

基準地震動による被害が津波の遡上に及ぼす影響

について検討する（【検討結果】参照）。 

・ 敷地及び敷地周辺の地形とその標高 

・ 敷地沿岸域の海底地形 

・ 津波の敷地への侵入角度 

・ 敷地及び敷地周辺の河川（久慈川）の存在 

・ 陸上の遡上・伝播の効果 

・ 伝播経路上の人工構造物 
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①敷地前面・側面及び敷地周辺の津波の侵入角度及

び速度、並びにそれらの経時変化が把握されてい

るか。また、敷地周辺の浸水域の寄せ波・引き波

の津波の遡上・流下方向及びそれらの速度につい

て留意されているか。 

②敷地前面又は津波浸入方向に正対した面におけ

る敷地及び津波防護施設について、その標高の分

布と施設前面の津波の遡上高さの分布を比較し、

遡上波が敷地に地上部から到達・流入する可能性

が考えられるか。 

③敷地及び敷地周辺の地形、標高の局所的な変化、

並びに河川、水路等が津波の遡上・流下方向に影

響を与え、遡上波の敷地への回り込みの可能性が

考えられるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．敷地への遡上に伴う入力津波 

 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評

価（以下「遡上解析」という。）に当たっては，

遡上解析上影響を及ぼす斜面や道路，取水口，

放水口等の地形とその標高及び伝播経路上の人

工構造物の設置状況を考慮し遡上域のメッシュ

サイズ（最小 5m）に合わせた形状にモデル化す

る。 

 敷地沿岸域及び海底地形は，茨城県による津

波解析用地形データ，敷地の観測データ，財団

法人日本水路協会海岸情報研究センター発行の

海底地形デジタルデータ等を編集して使用す

る。また，発電所近傍海域の水深データは，最

新のマルチビーム測深で得られた高精度・高密

度のデータを使用する。取水口，放水口等の諸

元，敷地標高等については，発電所の竣工図等

を使用する。 

 伝播経路上の人工構造物について，図面を基

に遡上解析上影響を及ぼす構造物，津波防護施

設を考慮し，遡上・伝播経路の状態に応じた解

析モデル，解析条件が適切に設定された遡上域

のモデルを作成する。なお，入力津波高さの設

定に当たっては，非常用海水ポンプの取水性を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討結果】 

上記の検討方針に基づき，遡上解析の手法，デー

タ及び条件については，以下のとおり確認してい

る。 

・ 遡上・伝播経路の状態に応じた解析モデル及

び解析条件が適切に設定された遡上域のモデ

ルを作成している。 

・ 基準津波による敷地及び敷地周辺の遡上解析

に当たっては，現場調査等にて確認した遡上解

析上影響を及ぼす斜面や道路等の地形とその

標高及び伝播経路上の人工構造物の設置状況

を考慮し，敷地の遡上域のメッシュサイズ（5m

～10m）及び敷地周辺における遡上域のメッシ

ュサイズ（5m～40m）に合わせた形状にモデル

化している。第1.3-1図に敷地及び敷地周辺の

メッシュ構成図を示す。また，添付資料３に耐

津波設計における現場確認プロセス，添付資料

４に津波シミュレーションに用いる数値計算

モデルについて示す。 

・ 津波の遡上経路を適切に反映するため，護岸

などの恒設の人工構造物及び耐震性や耐津波

性を有する建物などの恒設の人工構造物につ

いてモデル化を行った。モデルの作成に際して

は，これら伝播経路上の人工構造物について，
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確保するための貯留堰を設置した状態を考慮し

て評価する。 

 敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては，

敷地前面・側面及び敷地周辺の津波の侵入角度

及び速度並びにそれらの経時変化を把握する。

また，敷地周辺の浸水域の寄せ波・引き波の津

波の遡上・流下方向及びそれらの速度について

留意し，敷地の地形，標高の局所的な変化等に

よる遡上波の敷地への回り込みを考慮する。 

 遡上解析に当たっては，遡上及び流下経路上

の地盤並びにその周辺の地盤について，地震に

よる液状化，流動化又はすべり，標高変化を考

慮した遡上解析を実施し遡上波の敷地への到達

（回り込みによるものを含む。）の可能性につい

て確認する。敷地の北方約 2km の位置に一級河

川の久慈川が存在するが，標高が低く，敷地か

らの距離が十分に離れているため，河川流路が

変化したとしても遡上経路に及ぼす影響はない

と考えられる。 

 なお，敷地の周辺斜面が，遡上波の敷地への

到達に対して障壁となっている箇所はない。 

 遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に

当たっては，基準地震動に伴う地形変化，標高

変化が生じる可能性は僅かであるが，津波遡上

解析への影響を確認するため，解析条件として

沈下なしの条件に加えて、地盤面を大きく沈下

させた条件についても考慮する。また，敷地内

外の人工構造物として，発電所の港湾施設であ

る防波堤，茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂

港区の防波堤については，基準地震動による形

状変化が津波の遡上に影響を及ぼす可能性があ

ることから，その有無を遡上解析の条件として

考慮する。さらに，敷地の沈下の有無及び防波

堤の有無について、これらの組合せを考慮し，

遡上域や津波水位を保守的に設定する。また，

初期潮位は朔望平均満潮位T.P.＋0.61mに 2011

年東北地方太平洋沖地震による沈降量 0.2m を

考慮して，T.P.＋0.81m とする。 

図面をもとに適切に反映している。 

・ 陸上地形は，茨城県による津波解析用地形デ

ータ（平成19年3月）及び敷地の観測データを

もとにして編集したものである。敷地沿岸域の

海底地形は，(財)日本水路協会 海岸情報研究

センター発行の海底地形デジタルデータ等を

もとにして編集したものである。また，発電所

近傍海域の水深データは，最新のマルチビーム

測深で得られた高精度・高密度のデータを使用

している。 

・ 敷地及び敷地周辺における遡上域のメッシュ

サイズは，Ｃ．Ｆ．Ｌ．条件（波動数値計算に

おける安定条件）が満足でき，かつ，防潮堤，

港湾施設，敷地周辺の河川（久慈川）などを適

切にモデル化できるようなメッシュサイズに

設定している。 

敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては，敷

地前面東側，敷地側面北側及び南側並びに敷地周辺

の津波の侵入角度，速度及びそれらの経時変化を把

握している。また，敷地周辺の浸水域の寄せ波・引

き波の津波の遡上・流下方向及びそれらの速度につ

いて留意し，敷地の地形，標高の局所的な変化等に

よる遡上波の敷地への回り込みを考慮している。 

上記を踏まえ，津波侵入方向に正対した面におけ

る敷地の標高の分布と敷地前面の津波の遡上高さ

の分布を比較する。津波防護施設がない場合は，第

1.3-2図に示すように遡上波は敷地に地上部から到

達・流入し，敷地の大部分が遡上域となる。このた

め，遡上波の敷地への流入防止対策として，防潮堤，

防潮扉（防潮堤道路横断部に設置）等の津波防護施

設を設置するとともに，取水路，放水路等の経路か

らの津波の流入を防止するために浸水防止設備を

設置する設計とする。 
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

 基準津波の最高水位分布を第 1.4-2 図に示

す。防潮堤等の津波防護施設がない場合は，敷

地の大部分が遡上域となる。このため，津波防

護施設である防潮堤を設置し，設計基準対象施

設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防

止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除

く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地

に地上部からの到達，流入がない設計とする。

防潮堤周辺における遡上高さは，敷地前面東側

及び敷地側面北側においては，「防波堤なし，基

準地震動による地盤沈下なし」の組合せで最高

水位となり，敷地前面東側で T.P.＋17.7m，敷

地側面北側で T.P.＋15.2m，となる。敷地側面

南側においては，「防波堤なし，基準地震動によ

る地盤沈下あり」の組合せで最高水位となり，

敷地側面南側で T.P.＋16.6m となる。 

 なお，津波による港湾内の局所的な海面の固

有振動の励起については，遡上解析により，東

海第二発電所の港湾内外の最大水位上昇量・傾

向，時刻歴波形について確認すると，有意な差

異がないことから，局所的な海面の励起は生じ

ていない。 

 敷地前面又は津波侵入方向に正対した面にお

ける敷地及び津波防護施設について，その標高

の分布と施設前面の津波の遡上高さの分布を比

較すると，遡上波が敷地に地上部から到達，流

入する可能性がある。このため，津波防護施設

である防潮堤は，海岸線の方向において広がり

を有していることから，荷重因子である入力津

波の高さや速度が，設計上考慮している津波高

さ，速度を超過ない設計とする。 

3.2.2 地震・津波による地形等の変化に係る評価 

【規制基準における要求事項等】 

次に示す可能性が考えられる場合は、敷地への遡上

経路に及ぼす影響を検討すること。 

・地震に起因する変状による地形、河川流路の変化

・繰り返し襲来する津波による洗掘・堆積により地

形、河川流路の変化 

1.4.1.1 耐津波設計の基本方針 

 

 

 

 

 

 

(2) 地震・津波による地形等の変化に係る評価 

【規制基準における要求事項等】 

 次に示す可能性が考えられる場合は，敷地への遡

上経路に及ぼす影響を検討すること。 

・ 地震に起因する変状による地形，河川流路の

変化 

・ 繰り返し襲来する津波に伴う洗掘・堆積によ
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

 

 

【確認内容】 

(1)(3.2.1)の遡上解析結果を踏まえ、遡上及び流下

経路上の地盤並びにその周辺の地盤について、地

震による液状化、流動化又はすべり、もしくは津

波による地形変化、標高変化が考えられる場合

は、遡上波の敷地への到達（回り込みによるもの

を含む）の可能性について確認する。なお、敷地

の周辺斜面が、遡上波の敷地への到達に対して障

壁となっている場合は、当該斜面の地震時及び津

波時の健全性について、重要施設の周辺斜面と同

等の信頼性を有する評価を実施する等、特段の留

意が必要である。 

(2)敷地周辺の遡上経路上に河川、水路が存在し、地

震による河川、水路の堤防等の崩壊、周辺斜面の

崩落に起因して流路の変化が考えられる場合は、

遡上波の敷地への到達の可能性について確認す

る。 

(3)遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当

たっては、地形変化、標高変化、河川流路の変化

について、基準地震動Ｓｓによる被害想定を基に

遡上解析の初期条件として設定していることを

確認する。 

(4)地震による地盤変状、斜面崩落等の評価について

は、適用する手法、データ及び条件並びに評価結

果を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 入力津波の設定 

ｄ．敷地への遡上に伴う入力津波 

 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評

価（以下「遡上解析」という。）に当たっては，

遡上解析上影響を及ぼす斜面や道路，取水口，

放水口等の地形とその標高及び伝播経路上の人

工構造物の設置状況を考慮し遡上域のメッシュ

サイズ（最小 5m）に合わせた形状にモデル化す

る。 

 敷地沿岸域及び海底地形は，茨城県による津

る地形，河川流路の変化 

 

【検討方針】 

 次に示す可能性があるかについて検討し，可能性

がある場合は，敷地への遡上経路に及ぼす影響を検

討する（【検討結果】参照）。 

・ 基準地震動ＳＳに起因する変状による地形，河

川（久慈川）流路の変化 

・ 繰り返し襲来する津波に伴う洗掘・堆積によ

る地形，河川（久慈川）流路の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討結果】 

 基準地震動ＳＳに起因する変状による地形，河川

流路の変化として，斜面崩壊や地盤の沈下，河川流

路の変化の影響の検討を行った。 

 敷地の北方約2㎞の位置に河川（久慈川）が存在

するが，敷地からの距離が十分に離れていること，

敷地外側の西側の標高が低いことから基準津波に

よる遡上波の久慈川からの回り込みの影響はない，

第1.3-3図に発電所周辺における基準津波による遡

上波の最大水位上昇量分布を示す。 

 なお，敷地周辺には，遡上波の敷地への到達に対
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

波解析用地形データ，敷地の観測データ，財団

法人日本水路協会海岸情報研究センター発行の

海底地形デジタルデータ等を編集して使用す

る。また，発電所近傍海域の水深データは，最

新のマルチビーム測深で得られた高精度・高密

度のデータを使用する。取水口，放水口等の諸

元，敷地標高等については，発電所の竣工図等

を使用する。 

 伝播経路上の人工構造物について，図面を基

に遡上解析上影響を及ぼす構造物，津波防護施

設を考慮し，遡上・伝播経路の状態に応じた解

析モデル，解析条件が適切に設定された遡上域

のモデルを作成する。なお，入力津波高さの設

定に当たっては，非常用海水ポンプの取水性を

確保するための貯留堰を設置した状態を考慮し

て評価する。 

 敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては，

敷地前面・側面及び敷地周辺の津波の侵入角度

及び速度並びにそれらの経時変化を把握する。

また，敷地周辺の浸水域の寄せ波・引き波の津

波の遡上・流下方向及びそれらの速度について

留意し，敷地の地形，標高の局所的な変化等に

よる遡上波の敷地への回り込みを考慮する。 

 遡上解析に当たっては，遡上及び流下経路上

の地盤並びにその周辺の地盤について，地震に

よる液状化，流動化又はすべり，標高変化を考

慮した溯上解析を実施し遡上波の敷地への到達

（回り込みによるものを含む。）の可能性につい

て確認する。なお，敷地の北方約 2km の位置に

一級河川の久慈川が存在するが，標高が低く，

敷地からの距離が十分に離れているため，河川

流路が変化したとしても遡上経路に及ぼす影響

はないと考えられる。 

 なお，敷地の周辺斜面が，遡上波の敷地への

到達に対して障壁となっている箇所はない。 

 遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に

当たっては，基準地震動に伴う地形変化，標高

変化が生じる可能性について，地盤面を大きく

して障壁となるような斜面はない。 

 遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当

たっては，有効応力解析による液状化判定の結果，

基準地震動に伴う地形変化，標高変化が生じる可能

性は僅かである場合においても，津波遡上解析への

影響を確認するため，解析条件として沈下なしの条

件に加えて，地盤面を大きく沈下させた条件を設定

し，基準津波による遡上波の回り込みがないことを

確認している。添付資料５に敷地内の遡上経路の沈

下量算定条件，第1.3-4図に地盤変状（沈降）を考

慮した基準津波による遡上波の最大水位上昇量分

布を示す。 

 防潮堤は，波力による浸食及び洗掘に対する抵抗

性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し，

越流時の耐性や構造境界部の止水に配慮した上で，

入力津波に対する津波防護機能が十分に保持でき

る設計とする。 

発電所の防波堤並びに茨城港日立港区及び茨城

港常陸那珂港区の沿岸の防波堤については，基準地

震動ＳＳにより設置状態が変化したとしても，敷地

への遡上経路に影響を及ぼさないことを確認する。

そのため，防波堤がない状態や沈下した場合の地形

についても考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５条- 20 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

沈下させた場合における津波遡上への影響を明

確にするため，有効応力解析にて液状化しない

と判定された液状化検討対象層についても全て

排水沈下量を保守的に仮定して沈下量を設定

し，沈下後の敷地高さを遡上解析の条件として

考慮する。また，敷地内外の人工構造物として，

発電所の港湾施設である防波堤，茨城港日立港

区及び茨城港常陸那珂港区の防波堤について

は，基準地震動による形状変化が津波の遡上に

影響を及ぼす可能性があることから，その有無

を遡上解析の条件として考慮する。さらに，敷

地の沈下の有無及び防波堤の有無について、こ

れらの組合せを考慮し，遡上域や津波水位を保

守的に設定する。また，初期潮位は朔望平均満

潮位T.P.＋0.61mに2011年東北地方太平洋沖地

震による沈降量 0.2m を考慮して，T.P.＋0.81m

とする。 

 基準津波の最高水位分布を第 1.4-2 図に示

す。防潮堤等の津波防護施設がない場合は，敷

地の大部分が遡上域となる。このため，津波防

護施設である防潮堤を設置し，設計基準対象施

設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防

止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除

く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地

に地上部からの到達，流入がない設計とする。

防潮堤周辺における遡上高さは，敷地前面東側

及び敷地側面北側においては，「防波堤なし，基

準地震動による地盤沈下なし」の組合せで最高

水位となり，敷地前面東側で T.P.＋17.7m，敷

地側面北側で T.P.＋15.2m，となる。敷地側面

南側においては，「防波堤なし，基準地震動によ

る地盤沈下あり」の組合せで最高水位となり，

敷地側面南側で T.P.＋16.6m となる。 

 なお，津波による港湾内の局所的な海面の固

有振動の励起については，遡上解析により，東

海第二発電所の港湾内外の最大水位上昇量・傾

向，時刻歴波形について確認すると，有意な差

異がないことから，局所的な海面の励起は生じ
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ていないことを確認した。 

 また，津波防護施設である防潮堤は，海岸線

の方向において広がりを有していることから，

荷重因子である入力津波の高さや速度が，設計

上考慮している津波高さ，速度を超過していな

いことを，遡上解析結果から確認している。 
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(4) 入力津波の設定 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

3.3 入力津波の設定 

【規制基準における要求事項等】 

基準津波は、波源域から沿岸域までの海底地形等を

考慮した、津波伝播及び遡上解析により時刻歴波形

として設定していること。 

入力津波は、基準津波の波源から各施設・設備等の

設置位置において算定される時刻歴波形として設

定していること。 

基準津波及び入力津波の設定に当たっては、津波に

よる港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適

切に評価し考慮すること。 

 

【確認内容】 

(1)入力津波は、海水面の基準レベルからの水位変動

量を表示していること。なお、潮位変動等につい

ては、入力津波を設計又は評価に用いる場合に考

慮するものとする。 

(2)入力津波の設定に当たっては、入力津波が各施

設・設備の設計に用いるものであることを念頭

に、津波の高さ、津波の速度、衝撃力等、着目す

る荷重因子を選定した上で、各施設・設備の構

造・機能損傷モードに対応する効果（浸水高、波

力・波圧、洗掘力、浮力等）が安全側に評価され

ることを確認する。 

(3)施設が海岸線の方向において広がりを有してい

る場合（例えば敷地前面の防潮堤、防潮壁）は、

複数の位置において荷重因子の値の大小関係を

比較し、当該施設に最も大きな影響を与える波形

を入力津波として設定していることを確認する。

(4)基準津波及び入力津波の設定に当たっては、津波

による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起

について、以下の例のように評価し考慮している

ことを確認する。 

①港湾内の局所的な海面の固有振動に関しては、

港湾周辺及び港湾内の水位分布、速度ベクトル

分布の経時的変化を分析することにより、港湾

内の局所的な現象として生じているか、生じて

1.4.1.1 耐津波設計の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 入力津波の設定 

【規制基準における要求事項等】 

 基準津波は，波源域から沿岸域までの海底地形等

を考慮した，津波伝播及び遡上解析により時刻歴波

形として設定していること。 

 入力津波は，基準津波の波源から各施設・設備等

の設置位置において算定される時刻歴波形として

設定していること。 

 基準津波及び入力津波の設定に当たっては，津波

による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を

適切に評価し考慮すること。 

 

【検討方針】 

 基準津波については，「東海第二発電所 津波評

価について」（以下「津波評価」という。）にて説

明する。 

 入力津波は，基準津波の波源から各施設・設備等

の設置位置において算定される時刻歴波形として

設定する。 

 なお，具体的な入力津波の設定に当たっては，以

下のとおりとする。 

・ 入力津波は，海水面の基準レベルからの水位

変動量を表示することとし，潮位変動量等につ

いては，入力津波を設計又は評価に用いる場合

に考慮する（【検討結果】及び1.5 水位変動・

地殻変動の評価 【検討結果】参照）。 

・ 入力津波が各施設・設備の設計に用いるもの

であることを念頭に，津波の高さ，津波の速度，

衝撃力等，着目する荷重因子を選定した上で，

各施設・設備の構造・機能損傷モードに対応す

る効果を安全側に評価する（2.2 敷地への浸

水防止（外郭防止１）以降の【検討結果】参照）。

・ 施設が海岸線の方向において広がりを有して

いる場合は，複数の位置において荷重因子の値

の大小関係を比較し，最も大きな影響を与える

波形を入力津波とする（【検討結果】参照）。

 また，基準津波及び入力津波の設定に当たって
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いる場合、その固有振動による影響が顕著な範

囲及び固有振動の周期を把握する。 

②局所的な海面の固有振動により水位変動が大

きくなっている箇所がある場合、取水ピット、

津波監視設備（敷地の潮位計等）との位置関係

を把握する。（設計上クリティカルとなる程度

に応じて緩和策、設備設置位置の移動等の対応

を検討） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 入力津波の設定 

 入力津波を基準津波の波源から各施設・設備の

設置位置において算定される時刻歴波形として

設定する。基準津波による各施設・設備の設置位

置における入力津波の時刻歴波形を第 1.4-1 図に

示す。 

 入力津波の設定に当たっては，津波の高さ，速

度及び衝撃力に着目し，各施設・設備において算

定された数値を安全側に評価した値を入力津波

高さや速度として設定することで，各施設・設備

の構造・機能の損傷に影響する浸水高，波力・波

圧について安全側に評価する。 

ｃ．取水路・放水路等の経路から流入に伴う入力

津波 

 耐津波設計に用いる入力津波高さを第 1.4-1

表に示す。なお，入力津波高さの設定に当たっ

ては，非常用海水ポンプの取水性を確保するた

めの貯留堰を設置した状態を考慮して評価す

る。 

ｄ．敷地への遡上に伴う入力津波 

 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評

価（以下「遡上解析」という。）に当たっては，

遡上解析上影響を及ぼす斜面や道路，取水口，

放水口等の地形とその標高及び伝播経路上の人

工構造物の設置状況を考慮し遡上域のメッシュ

サイズ（最小 5m）に合わせた形状にモデル化す

る。 

 敷地沿岸域及び海底地形は，茨城県による津

波解析用地形データ，敷地の観測データ，財団

は，津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の

励起を適切に評価し考慮する（【検討結果】参照）。

 

 

 

 

 

 

【検討結果】 

（１） 入力津波の設計因子の設定について 

入力津波は各施設・設備の設計に用いるもので

あることから「基準津波及び耐津波設計方針に係

る審査ガイド」に基づき，各要求事項に対する設

計・評価の方針を定め，必要な因子について設定

した。防潮堤の設計・評価に用いる入力津波につ

いては，設計上考慮すべき設計因子として，水位，

水深，流向，流速，漂流物重量，遡上域（回り込

み範囲）を抽出した。 

また，津波防護施設，浸水防止設備の設計に関

連する影響因子についても整理した。 

設計因子については，第 1.4-1 表 防潮堤等の

入力津波の設計因子についまとめて記載する。な

お，1.4 項では水位に係る設計因子について示

す。 

 

(2) 防潮堤前面における入力津波の設定 

 基準津波による遡上波が地上部から敷地に流

入・到達することを防止するため，防潮堤位置に

着目し，上昇側の入力津波を設定する。具体的に

は，防潮堤位置に仮想的に鉛直無限壁を設定し津

波の遡上解析を行い，防潮堤の設計又は評価に用

いる入力津波を設定する。この際，敷地全体を取

り囲む形で防潮堤を設置することから，海岸線に

正対する敷地前面東側とそれ以外の敷地側面北

側及び敷地側面南側の３区分に分類した上で，そ

れぞれの区分毎に，防潮堤沿いの複数の位置にお

ける水位を比較し，最も水位が高くなる位置の水

位に基づき，区分毎に入力津波を設定した。第
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法人日本水路協会海岸情報研究センター発行の

海底地形デジタルデータ等を編集して使用す

る。また，発電所近傍海域の水深データは，最

新のマルチビーム測深で得られた高精度・高密

度のデータを使用する。取水口，放水口等の諸

元，敷地標高等については，発電所の竣工図等

を使用する。 

 伝播経路上の人工構造物について，図面を基

に遡上解析上影響を及ぼす構造物，津波防護施

設を考慮し，遡上・伝播経路の状態に応じた解

析モデル，解析条件が適切に設定された遡上域

のモデルを作成する。なお，入力津波高さの設

定に当たっては，非常用海水ポンプの取水性を

確保するための貯留堰を設置した状態を考慮し

て評価する。 

 敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては，

敷地前面・側面及び敷地周辺の津波の侵入角度

及び速度並びにそれらの経時変化を把握する。

また，敷地周辺の浸水域の寄せ波・引き波の津

波の遡上・流下方向及びそれらの速度について

留意し，敷地の地形，標高の局所的な変化等に

よる遡上波の敷地への回り込みを考慮する。 

 遡上解析に当たっては，遡上及び流下経路上

の地盤並びにその周辺の地盤について，地震に

よる液状化，流動化又はすべり，標高変化を考

慮した遡上解析を実施し遡上波の敷地への到達

（回り込みによるものを含む。）の可能性につい

て確認する。敷地の北方約 2km の位置に一級河

川の久慈川が存在するが，標高が低く，敷地か

らの距離が十分に離れているため，河川流路が

変化したとしても遡上経路に及ぼす影響はない

と考えられる。 

 なお，敷地の周辺斜面が，遡上波の敷地への

到達に対して障壁となっている箇所はない。 

 遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に

当たっては，基準地震動に伴う地形変化，標高

変化が生じる可能性は僅かであるが，津波遡上

解析への影響を確認するため，解析条件として

1.4-1図に防潮堤設置計画と敷地区分図を示す。 

ａ．解析条件 

 津波の遡上解析において考慮する条件を以下

に示す。 

(a) 朔望平均潮位，地震による地殻変動（2011

年東北地方太平洋沖地震を含む。）を適切に

考慮する。 

(b) 防波堤がある場合とない場合について評価

を行い，防波堤の有無による水位変動への影

響を確認する。 

ｂ．評価結果 

 3区分毎に確認した防潮堤前面における上昇

側水位の評価結果を以下に示す。 

(a) 防波堤の有無による影響 

 防波堤がある場合については，敷地前面東

側防潮堤前面にてT.P.＋17.1m，敷地側面北側

防潮堤前面にてT.P.＋15.2m，敷地側面南側防

潮堤前面にてT.P.＋15.4mがそれぞれ最も高

い水位となった。また，防波堤がない場合は，

敷地前面東側防潮堤前面にてT.P.＋17.7m，敷

地側面北側防潮堤前面にてT.P.＋15.2m，敷地

側面南側防潮堤前面にてT.P.＋15.4mがそれ

ぞれ最も高い水位となった。 

 第1.4-2図に基準津波による防潮堤前面に

おける津波水位の評価結果（防波堤の有無に

よる影響）を示す。 

(b) 地盤の変状の影響 

 地盤の変状により想定される沈下について

は，添付資料５のとおり，有効応力解析によ

る液状化判定の結果，基準地震動に伴う地形

変化，標高変化が生じる可能性は僅かである

場合においても，津波遡上解析への影響を確

認するため，解析条件として沈下なしの条件

に加えて，地盤面を大きく沈下させた条件を

設定した。防波堤がある場合及びない場合に

ついて評価の結果，第1.4-2表及び第1.4-3図

に基準津波による防潮堤前における津波水位

の評価結果（地盤の変状の影響）を示す。 
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沈下なしの条件に加えて、地盤面を大きく沈下

させた条件についても考慮する。また，敷地内

外の人工構造物として，発電所の港湾施設であ

る防波堤，茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂

港区の防波堤については，基準地震動による形

状変化が津波の遡上に影響を及ぼす可能性があ

ることから，その有無を遡上解析の条件として

考慮する。さらに，敷地の沈下の有無及び防波

堤の有無について、これらの組合せを考慮し，

遡上域や津波水位を保守的に設定する。また，

初期潮位は朔望平均満潮位T.P.＋0.61mに 2011

年東北地方太平洋沖地震による沈降量 0.2m を

考慮して，T.P.＋0.81m とする。 

 基準津波の最高水位分布を第 1.4-2 図に示

す。防潮堤等の津波防護施設がない場合は，敷

地の大部分が遡上域となる。このため，津波防

護施設である防潮堤を設置し，設計基準対象施

設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防

止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除

く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地

に地上部からの到達，流入がない設計とする。

防潮堤周辺における遡上高さは，敷地前面東側

及び敷地側面北側においては，「防波堤なし，基

準地震動による地盤沈下なし」の組合せで最高

水位となり，敷地前面東側で T.P.＋17.7m，敷

地側面北側で T.P.＋15.2m，となる。敷地側面

南側においては，「防波堤なし，基準地震動によ

る地盤沈下あり」の組合せで最高水位となり，

敷地側面南側で T.P.＋16.6m となる。 

 なお，津波による港湾内の局所的な海面の固

有振動の励起については，遡上解析により，東

海第二発電所の港湾内外の最大水位上昇量・傾

向，時刻歴波形について確認すると，有意な差

異がないことから，局所的な海面の励起は生じ

ていない。 

 敷地前面又は津波侵入方向に正対した面に

おける敷地及び津波防護施設について，その標

高の分布と施設前面の津波の遡上高さの分布を

(c) まとめ 

 防波堤がある場合及び防波堤がない場合の

地盤変状の評価結果を第1.4-3表にまとめる。

敷地前面東側については，防波堤なし，地

盤変状なしの場合において，T.P.＋17.7mとな

り最も水位が高くなることから，この組合せ

の評価結果をもとに入力津波高さを設定す

る。  

 敷地側面北側については，防波堤有無によ

る影響はなく，地盤変状なしの場合において

水位が高くなることから，防波堤なし，地盤

変状なしの条件におけるT.P.＋15.2mをもと

に入力津波高さを設定する。 

敷地側面南側については，防波堤なし，地

盤変状ありの場合において，水位が高くなる

ことが確認された。液状化検討対象層につい

ては有効応力解析にて液状化しないことを確

認しているが，ここでは保守的に防波堤なし，

地盤変状ありの場合におけるT.P.＋16.6mを

もとに入力津波高さを設定する。 

 

(3) 取水ピットにおける入力津波の設定 

取水路からの津波の敷地への流入防止及び非

常用海水ポンプの取水性を評価するため，取水ピ

ットに着目し，上昇側及び下降側の入力津波を設

定する。具体的には，基準津波が海洋から取水路

を経て取水ピットに至る系について，水理特性を

考慮した管路解析を行い，浸水防止設備等の設計

及び評価に用いる入力津波を設定する。第 1.4-4

図に取水路及び取水ピットの構造を示す。また，

添付資料６（追而）に管路解析のモデルの詳細に

ついて示す。 

 

ａ．評価条件 

 取水路から取水ピットに至る系の管路解析に

おいて考慮する条件を以下に示す。第1.4-4表に

取水路の管路解析条件，第1.4-5表に取水路の管

路解析において考慮した解析条件の整理を示
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比較すると，遡上波が敷地に地上部から到達，

流入する可能性がある。このため，津波防護施

設である防潮堤は，海岸線の方向において広が

りを有していることから，荷重因子である入力

津波の高さや速度が，設計上考慮している津波

高さ，速度を超過ない設計とする。 

す。 

(a) 朔望平均潮位，地震による地殻変動（2011

年東北地方太平洋沖地震を含む。）を適切に

考慮する。 

(b) 防波堤がある場合とない場合について評価

を行い，防波堤の有無による水位変動への影

響を確認する。 

(c) スクリーンによる損失の有無による水位変

動への影響について確認する。 

(d) 管路には貝付着の抑制効果のある次亜塩素

酸を注入していることから，常時貝付着がな

い状態であるが，貝付着の有無が入力津波高

さに与える影響を確認するため，貝付着なし

の場合も評価する。 

(e) 取水ピット上部の海水ポンプ室床版に評価

点（開口）を設け，当該部に作用する水頭を

評価する。 

(f) 残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼ

ル発電機用海水ポンプ，高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機用海水ポンプ，以下「非常

用海水ポンプ」という。）の取水性を確保す

ることを目的として取水口前面の海中に貯留

堰を設置することから，貯留堰を設置したモ

デルとして評価する。 

(g) 非常用海水ポンプの取水性を確保するた

め，取水口前面の海中に貯留堰を設置し，大

津波警報発表時には，循環水ポンプを含む常

用海水ポンプ停止（プラント停止）を行う運

用を定めることから，常用海水ポンプを停止

した場合について評価する。 

(h) 非常用海水ポンプの運転状態（取水量）と

して，取水がない（ポンプ停止）場合と取水

がある（ポンプ運転）場合について評価を行

い，水位変動への影響を確認する。 

(i) 基準地震動ＳＳによる地盤の変状の考慮に

ついては，「(2) 防潮堤前面における入力津

波の設定」に示した遡上解析の結果により，

取水口前面（敷地前面東側）は地盤の変状が
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ない場合において，最も水位が高くなること

から，取水路の管路解析においては地盤変状

のない場合について評価する。 

 

ｂ．評価結果（上昇側） 

 以下に，取水ピットにおける上昇側水位の評

価結果を以下に示す。  第1.4-6表に取水路の

管路解析結果（上昇側最高水位）一覧を示す。

また，添付資料７に管路解析のパラメータスタ

ディについて示す。 

(a) 防波堤の有無による影響 

 防波堤の有無による影響としては，スクリ

ーンの損失の有無，貝付着の有無及び非常用

海水ポンプの運転状態の条件の違いに関わら

ず，防波堤がない場合において水位が高くな

った。 

また，最高水位は防波堤なし，スクリーン損

失なし，貝付着あり，海水ポンプの取水なし

の条件にてT.P.+19.19mとなった。 

(b) スクリーンの損失の有無による影響 

 スクリーンの損失の有無による影響として

は，防波堤の有無，貝付着の有無及び非常用

海水ポンプの運転状態の条件の違いに関わら

ず，スクリーンの損失がない場合において最

高水位が高くなった。 

(c) 貝付着の有無による影響 

貝付着の有無による影響としては，防波堤

の有無，スクリーンの損失の有無及び非常用

海水ポンプの運転状態の条件の違いに関わら

ず，貝付着がある場合とない場合において，

その差は非常に小さくほとんどのケースにお

いて有意な差はなかった。 

(d) 非常用海水ポンプの運転状態による影響 

 非常用海水ポンプの運転状態による影響に

ついては，防波堤の有無，スクリーンの損失

の有無及び貝付着の有無の条件の違いに関わ

らず，その差は非常に小さく，有意な差とは

ならなかった。 
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(e) まとめ 

 以上の評価結果より，防波堤なし，スクリ

ーンの損失なしの場合において，水位が低く

なる傾向にあることが確認された。また，貝

付着の有無及び非常用海水ポンプの運転状態

による影響としては，有意な影響は確認され

なかった。このため，防波堤なし，スクリー

ンの損失なしの場合において，最も水位の高

くなった解析ケース⑪（最高水位T.P.19.19m）

をもとに入力津波高さを設定する。 

 

ｃ．評価結果（下降側） 

 取水ピットにおける下降側水位の評価結果を

以下に示す。第1.4-7表に取水路の管路解析結果

（下降側最低水位）一覧を示す。また，添付資

料７に管路解析のパラメータスタディについて

を示す。 

(a) 防波堤の有無による影響 

 防波堤の有無による影響としては，スクリ

ーンの損失の有無，貝付着の有無及び非常用

海水ポンプの運転状態の条件の違いに関わら

ず，防波堤がない場合において水位が低くな

る傾向にあるが，その差は非常に小さく，有

意な差とはならなかった。 

(b) スクリーンの損失の有無による影響 

 スクリーンの損失の有無による影響として

は，防波堤の有無，貝付着の有無及び非常用

海水ポンプの運転状態の条件の違いに関わら

ず，スクリーンの損失がない場合において水

位が低くなる傾向にあるが，その差は非常に

小さく，有意な差とはならなかった。 

(c) 貝付着の有無による影響 

   貝付着の有無による影響としては，防波堤

の有無，スクリーンの損失の有無及び非常用

海水ポンプの運転状態の条件に関わらず，貝

付着がある場合とない場合において，その差

は非常に小さく有意な差とはならなかった。

 (d) 非常用海水ポンプの運転状態による影響 
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 非常用海水ポンプの運転状態による影響

については，防波堤の有無，貝付着の有無及

びスクリーンの損失の有無の条件の違いに関

わらず，非常用海水ポンプの取水がある（ポ

ンプ運転）場合とない（ポンプ停止）場合に

おいて，その差は非常に小さく有意な差とは

ならなかった。 

(e) まとめ 

 以上の評価結果より，防波堤なし，スクリ

ーンの損失なしの場合において，水位が低く

なる傾向にあることが確認された。また，貝

付着の有無及び非常用海水ポンプの運転状態

による影響としては，有意な影響は確認され

なかった。このため，防波堤なし，スクリー

ンの損失なしの場合において，最も水位の低

くなった解析ケース⑫，⑮，⑯（最低水位T.P.

－5.03m）をもとに入力津波高さを設定する。

第1.4-6図に基準津波による取水ピットにお

ける下降側水位の評価結果を示す。 

 

(3) 放水路ゲート設置箇所における入力津波の設

定 

 放水路からの津波の敷地への流入を防止する

ため，放水路ゲート設置箇所に着目し，上昇側の

入力津波を設定する。具体的には，基準津波が海

洋から放水路を経て放水路ゲートに至る系につ

いて，水理特性を考慮した管路解析を行い，津波

防護施設，浸水防止設備等の設計及び評価に用い

る入力津波を設定する。第1.4-7図に放水路ゲー

トの設置位置を示す。また，添付資料６（追而）

に管路解析のモデルの詳細について示す。 

ａ．評価条件 

 放水路から放水路ゲートに至る系の管路解析

において考慮する条件を以下に示す。第1.4-8

表に放水路の管路解析条件，第1.4-9表に放水路

の管路解析において考慮した解析条件の整理を

示す。 

(a) 朔望平均潮位，地震による地殻変動（2011
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年東北地方太平洋沖地震を含む。）を適切に

考慮する。 

(b) 防波堤がある場合とない場合について評価

を行い，防波堤の有無による水位変動への影

響を確認する。 

(c) 定期的に除貝清掃を実施していないため，

貝付着がある場合について評価する。 

(d) 放水路ゲート設置箇所の放水路上版に評価

点（開口）を設け，当該部に作用する水頭を

評価する。 

(e) 放水路ゲートを閉止する前に循環水ポン

プ，補機冷却海水系ポンプ（以下「常用海水

ポンプ」）を停止する運用とすることから，

常用海水ポンプを停止した場合について評価

する。 

(f) 放水路ゲートを閉止した状態においても非

常用海水ポンプの運転が可能となるように扉

体に小扉を設けて非常用海水ポンプの運転に

伴う放水ができる設計とすることから，非常

用海水ポンプの取水がある場合（ポンプ運転）

と取水がない場合（ポンプ停止）について評

価する。 

(g) 基準地震動ＳＳによる地盤の変状の考慮に

ついては，「(2) 防潮堤前面における入力津

波の設定」に示した遡上解析の結果により，

取水口前面（敷地前面東側）は地盤の変状が

ない場合において，最も水位が高くなること

から，取水路の管路解析においては地盤変状

のない場合について評価する。 

 

ｂ．評価結果 

 放水路ゲート設置箇所における上昇側水位の

評価結果を以下に示す。第1.4-10表に放水路の

管路解析結果（上昇側最高水位）一覧を示す。

また，添付資料７に管路解析のパラメータスタ

ディについて示す。 

(a) 防波堤の有無による影響 

防波堤の有無による影響としては，Ａ水
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路（北側）では防波堤がない場合において

水位が高くなり，Ｂ水路（中央）及びＣ水

路（南側）では防波堤がある場合において

水位が高くなった。特に，防波堤がある場

合におけるＢ水路（中央）での水位が高く

なる傾向にあることが確認された。 

(b) 非常用海水ポンプの運転状態による影響 

非常用海水ポンプの運転状態による影響

として，非常用海水ポンプの運転がある場

合とない場合，運転状態（ポンプの運転台

数）及び放水する水路（Ｂ又はＣ水路）の

違いによる影響を確認した。 

防波堤がある場合は，非常用海水ポンプ

の運転の有無及び放水する水路の違いによ

る優位な差はなかった。 

防波堤がない場合は，Ｂ水路へ放水する

場合については非常用海水ポンプの運転に

よる海水流量が多いほどＢ水路の水位が高

くなる傾向にあり，Ｃ水路へ放水する場合

については非常用海水ポンプの運転による

海水流量が少ないほどＣ水路の水位が高く

なる傾向にあることが確認されたが，非常

用海水ポンプの運転状態による影響は防波

堤の有無による影響に比べ，程度が小さい

ことを確認した。 

 (c) まとめ 

以上の評価結果より，防波堤ありの場合

にＢ水路の水位が高くなる傾向にあること

が確認された。非常用海水ポンプの運転状

態による影響は防波堤の有無による影響に

比べ，程度が小さいことが確認された。こ

のため，防波堤ありの場合において，最も

水位の高くなった解析ケース①，⑤，⑨，

⑪，⑬（最高水位T.P.＋19.01m）をもとに

入力津波高さを設定する。第1.4-8図に基準

津波による放水路ゲート設置箇所の上昇側

最高水位の評価結果を示す。 
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(4) ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピッ

トにおける入力津波の設定 

ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピッ

トからの津波の敷地への流入を防止するため，Ｓ

Ａ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットに

着目し，上昇側の入力津波を設定する。具体的に

は，基準津波が海洋からＳＡ用海水ピット取水塔

から緊急用海水ポンプピットに至る系について，

水理特性を考慮した管路解析を行い，浸水防止設

備等の設計及び評価に用いる入力津波を設定す

る。第 1.4-9 図にＳＡ用海水ピット及び緊急用海

水ポンプピットの構造を示す。 

 

ａ．解析条件 

 ＳＡ用海水ピット取水塔から緊急用海水ポン

プピットに至る系の管路解析において考慮する

条件を以下に示す。第1.4-11表にＳＡ用海水ピ

ット及び緊急用海水ポンプピットの管路解析条

件，第1.4-12表にＳＡ用海水ピット及び緊急用

海水ポンプピット管路解析において考慮した解

析条件の整理を示す。 

(a) 朔望平均潮位，地震による地殻変動（2011

年東北地方太平洋沖地震を含む。）を適切に

考慮する。 

(b) 防波堤がある場合とない場合について評価

を行い，防波堤の有無による水位変動への影

響を確認する。 

(c) 管路は定期清掃の実施前後を考慮して，貝

付着がある場合及び貝付着がないの場合につ

いて評価する。 

(d) ＳＡ用海水ピットの上版及び緊急用海水ポ

ンプ室床版に評価点（開口）を設け，当該部

に作用する水頭を評価する。 

(e) ＳＡ用海水ピットから取水する可搬型代替

注水大型ポンプ及び緊急用海水ポンプピット

から取水する緊急用海水ポンプは，重大事故

等対処施設であり，津波の襲来時には使用せ

ず，津波が収まった後に使用することから，
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これらのポンプは停止した状態を条件とす

る。 

(f)  基準地震動ＳＳによる地盤の変状の考慮

については，「(2) 防潮堤前面における入力

津波の設定」に示した遡上解析の結果により，

取水口前面（敷地前面東側）は地盤の変状が

ない場合において，最も水位が高くなること

から，取水路の管路解析においては地盤変状

のない場合について評価する。 

 

ｂ．評価結果 

 ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピッ

トにおける上昇側水位の評価結果を以下に示

す。第1.4-13表にＳＡ用海水ピット及び緊急用

海水ポンプピットの管路解析（上昇側最高水位）

一覧を示す。また，添付資料７に管路解析のパ

ラメータスタディについて示す。 

(a) 防波堤の有無による影響 

防波堤の有無による影響としては，貝付着

の有無に関わらず，防波堤がない場合におい

て水位が高くなった。 

(b) 貝付着の有無による影響 

貝付着の有無による影響としては，防波堤

の有無に関わらず，貝付着がない場合におい

て水位が高くなった。 

(c) まとめ 

以上の評価結果より，防波堤なし，貝付着が

ない場合（解析ケース④）において各評価点で

の水位はＳＡ用海水ピットではT.P.＋8.89m，

緊急用海水ポンプピットではT.P.＋9.29mとな

り最も高くなったことから，本解析ケースの評

価結果をもとに入力津波高さを設定する。第

1.4-10図に基準津波によるＳＡ用海水ピット

及び緊急用海水ポンプピットの上昇側最高水

位の評価結果を示す。 
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(5) 構内排水路逆流防止設備の入力津波の設定 

 海域と連接する構内排水路からの津波の敷地

への流入を防止するため，敷地前面東側の放水口

北側から東海発電所放水口北側の範囲の海岸沿

いの９箇所に逆流防止設備を設置する。また，敷

地側面北側の防潮堤の基礎部を横断する構内排

水路からの津波の敷地への流入を防止するため，

２箇所に逆流防止設備を設置する。各々の逆流防

止設備は，防潮堤の地下又は基礎の近傍に設置さ

れていることから，敷地前面東側及び敷地側面北

側の防潮堤前面の入力津波高さを使用する。第

1.4-11図に構内排水路逆流防止設備の配置を示

す。 

 

(6) 入力津波の評価結果まとめ 

入力津波の評価結果を踏まえ，各施設・設備位

置における津波高さを耐津波設計に用いる入力津

波として設定した。第1.4-14表に入力津波の時刻

歴波形の最高水位及び最低水位を示す。 

上述した入力津波の設定に当たっては，津波の

高さ，速度，衝撃力に着目し，各施設・設備にお

ける設定に際しては，より保守的な条件となるよ

うに配慮するとともに，算定された数値を安全側

に切り上げた値を入力津波高さや速度として設定

することで，各施設・設備の構造・機能の損傷に

影響する浸水高，波力・波圧について安全側にな

るよう評価している。また，津波防護施設等の新

規の施設・設備の設計においては，入力津波高さ

以上の高さの津波を設計荷重とし，より安全側の

評価を行うこととしている。 

 また，津波防護施設である防潮堤及び防潮扉（防

潮堤道路横断部に設置）は，施設が海岸線の方向に

おいて広がりを有していることから，荷重因子であ

る入力津波の高さや速度が，設計上考慮している津

波高さ，速度を超過していないことを，遡上解析結

果から確認している。 

津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励

起については，東海第二発電所の港湾内外の最大水
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位上昇量・傾向，時刻歴波形について確認すると，

有意な差異がないことから，津波による港湾内の局

所的な海面の固有振動の励起は見られないことを

確認した。詳細は添付資料８に示す。 
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(5) 津波防護方針の審査にあたっての考慮事項（水位変動、地殻変動） 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

3.4 津波防護方針の審査にあたっての考慮事項（水

位変動、地殻変動） 

【規制基準における要求事項等】 

入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位

（注）を考慮して安全側の評価を実施すること。 

注）：朔（新月）および望（満月）の日から5日以

内に観測された、各月の最高満潮面および最

低干潮面を1 年以上にわたって平均した高

さの水位をそれぞれ、朔望平均満潮位および

朔望平均干潮位という 

潮汐以外の要因による潮位変動についても適切に

評価し考慮すること。 

地震により陸域の隆起または沈降が想定される場

合、地殻変動による敷地の隆起または沈降及び、強

震動に伴う敷地地盤の沈下を考慮して安全側の評

価を実施すること。 

 

【確認内容】 

(1)敷地周辺の港又は敷地における潮位観測記録に

基づき、観測期間、観測設備の仕様に留意の上、

朔望平均潮位を評価していることを確認する。 

(2)上昇側の水位変動に対して朔望平均満潮位を考

慮し、上昇側評価水位を設定していること、また、

下降側の水位変動に対して朔望平均干潮位を考

慮し、下降側評価水位を設定していることを確認

する。 

(3)潮汐以外の要因による潮位変動について、以下の

例のように評価し考慮していることを確認する。

①敷地周辺の港又は敷地における潮位観測記録に基

づき、観測期間等に留意の上、高潮発生状況（程

度、台風等の高潮要因）について把握する。 

②高潮要因の発生履歴及びその状況、並びに敷地に

おける汀線の方向等の影響因子を考慮して、高潮

の発生可能性とその程度（ハザード）について検

討する。 

③津波ハザード評価結果を踏まえた上で、独立事象

としての津波と高潮による重畳頻度を検討した上

1.4.1.1 耐津波設計の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 水位変動・地殻変動の評価 

【規制基準における要求事項等】 

 入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位

（注）を考慮して安全側の評価を実施すること。 

(注)：朔（新月）及び望（満月）の日から5日以

内に観測された，各月の最高満潮面及び最

低干潮面を1年以上にわたって平均した高

さの水位をそれぞれ，朔望平均満潮位及び

朔望平均干潮位という。 

 潮汐以外の要因による潮位変動についても適切

に評価し考慮すること。地震により陸域の隆起また

は沈降が想定される場合，地殻変動による敷地の隆

起または沈降及び，強震動に伴う敷地地盤の沈下を

考慮して安全側の評価を実施すること。 

 

 

 

【検討方針】 

 入力津波による水位変動に対して，朔望平均潮位

及び2011年東北地方太平洋沖地震に伴う地盤変動

を考慮して安全側の評価を実施する。潮汐以外の要

因による潮位変動として，高潮について適切に評価

を行う。また，地震により陸域の隆起又は沈降が想

定される場合は，地殻変動による敷地の隆起又は沈

降及び強震動に伴う敷地地盤の沈下を考慮して安

全側の評価を実施する。 

 なお，具体的には以下のとおり実施する。 

・ 朔望平均潮位については，敷地周辺の茨城港

日立港区における潮位観測記録に基づき，観測

設備の仕様に留意の上，評価を実施する（【検

討結果】 (1) 潮位，【検討結果】 (2) 潮位

観測記録の評価参照）。 

・ 上昇側の水位変動に対しては，朔望平均満潮

位を考慮し，上昇側評価水位を設定し，下降側

の水位変動に対しては，朔望平均干潮位を考慮

し，下降側評価水位を設定する（【検討結果】

(1) 潮位，【検討結果】 (2) 潮位観測記録
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で、考慮の可否、津波と高潮の重畳を考慮する場

合の高潮の再現期間を設定する。 

(4)地震により陸域の隆起または沈降が想定される

場合、以下の例のように地殻変動量を考慮して安

全側の評価を実施していることを確認する。 

①広域的な地殻変動を評価すべき波源は、地震の震

源と解釈し、津波波源となる地震の震源（波源）

モデルから算定される広域的な地殻変動を考慮す

ることとする。 

②プレート間地震の活動に関連して局所的な地殻変

動があった可能性が指摘されている場合（南 ト

ラフ沿岸部に見られる完新世段丘の地殻変動等）

は、局所的な地殻変動量による影響を検討する。 

③地殻変動量は、入力津波の波源モデルから適切に

算定し設定すること。 

④地殻変動が隆起又は沈降によって、以下の例のよ

うに考慮の考え方が異なることに留意が必要であ

る。 

a)地殻変動が隆起の場合、下降側の水位変動に対

して安全機能への影響を評価（以下｢安全評価｣

という。）する際には、対象物の高さに隆起量

を加算した後で、下降側評価水位と比較する。

また、上昇側の水位変動に対して安全評価する

際には、隆起しないものと仮定して、対象物の

高さと上昇側評価水位を直接比較する。 

b)地殻変動が沈降の場合、上昇側の水位変動に対

して安全評価する際には、対象物の高さから沈

降量を引算した後で、上昇側評価水位と比較す

る。また、下降側の水位変動に対して安全評価

する際には、沈降しないものと仮定して、対象

物の高さと下降側評価水位を直接比較する。 

⑤基準地震動評価における震源モデルから算定され

る広域的な地殻変動についても、津波に対する安

全性評価への影響を検討する。 

⑥広域的な余香変動が継続中である場合は、その

傾向を把握し、津波に対する安全性評価への影

響を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の評価参照）。 

・ 潮汐以外の要因による潮位変動について，潮

位観測記録に基づき，観測期間等に留意の上，

高潮発生状況（程度，台風等の高潮要因）につ

いて把握する。また，高潮の発生履歴を考慮し

て，高潮の可能性とその程度（ハザード）につ

いて検討し，津波ハザード評価結果を踏まえた

上で，独立事象としての津波と高潮による重畳

頻度を検討し，考慮の可否，津波と高潮の重畳

を考慮する場合の高潮の再現期間を設定する

（【検討結果】 (3) 高潮の評価，【検討結果】

(4) 潮位のばらつき及び高潮の考慮について

参照）。 

・ 地震により陸域の隆起または沈降が想定され

る場合の安全評価においては，次のとおり留意

する。地殻変動が隆起の場合に，下降側の水位

変動に対する安全評価の際には，下降側評価水

位から隆起量を差引いた水位と対象物の高さ

を比較する。また，上昇側の水位変動に対して

安全評価する際には，隆起を考慮しないものと

仮定して，対象物の高さと上昇側評価水位を直

接比較する。一方，地殻変動が沈降の場合に，

上昇側の水位変動に対する安全評価の際には，

上昇側水位に沈降量を加算して，対象物の高さ

と比較する。また，下降側の水位変動に対して

安全評価する際には，沈降しないものと仮定し

て，対象物の高さと下降側評価水位を直接比較

する（【検討結果】 (5) 地殻変動参照）。 

・ 2011年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動

については，ＧＰＳ測量結果により，敷地全体

が約0.2m沈降していることを考慮して評価を

実施する。 
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(3) 入力津波の設定 

ａ．水位変動 

 入力津波の設定に当たっては，潮位変動とし

て，上昇側の水位変動に対しては朔望平均満潮

位 T.P.＋0.61m 及び潮位のばらつき 0.18m を考

慮し，下降側の水位変動に対しては朔望平均干

潮位 T.P.－0.81m 及び潮位のばらつき 0.16m を

考慮する。また，朔望平均潮位及び潮位のばら

つきは敷地周辺の観測地点「茨城港日立港区」

における潮位観測記録に基づき評価する。 

 潮汐以外の要因による潮位変動については，

観測地点「茨城港日立港区」における至近約 40

年（1971 年～2010 年）の潮位観測記録に基づき，

高潮発生状況（発生確率，台風等の高潮要因）

を確認する。観測地点「茨城港日立港区」は，

東海第二発電所から北方約 4km 離れており，発

電所と同様に鹿島灘に面した海に設置されてい

る。高潮要因の発生履歴及びその状況を考慮し

て，高潮の発生可能性とその程度（ハザード）

について検討する。基準津波による水位の年超

過確率は 10－４程度であり，独立事象として津波

と高潮が重畳する可能性は極めて低いと考えら

れるものの，高潮ハザードについては，プラン

ト運転期間を超える再現期間 100 年に対する期

待値 T.P.＋1.44m と，入力津波で考慮した朔望

平均満潮位 T.P.＋0.61m 及び潮位のばらつき

0.18m の合計との差である 0.65m を外郭防護の

裕度評価において参照する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討結果】 

(1) 潮位 

津波による施設への影響を確認するため，上昇

側の水位変動に対しては，朔望平均満潮位を考慮

し上昇側水位を設定し，下降側の水位変動に対し

ては，朔望平均干潮位を考慮し下降側水位を設定

する。第 1.5-1 表に津波計算で使用した水位変動

を示す。 

なお，津波計算で使用した潮位は，（財）日本

気象協会が発行した「茨城港日立港区」の潮位表

（平成 16 年～平成 21 年）に基づいている。第

1.5-1 図に観測地点の位置を示す。また，第 1.5-2

図に「東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可

申請書（平成 26 年 5 月 20 日申請）」添付書類六

6.2.1.1 潮位の記載事項を示す。 

 

(2) 潮位観測記録の評価 

 「(1) 潮位」において津波計算に使用した朔

望平均潮位のもとになっている潮位観測記録（国

土交通省関東地方整備局鹿島港湾・空港整備局よ

り受領）を用いて，潮位のばらつきなどについて

評価した。 

 評価の結果，潮位観測期間（平成18年1月～平

成22年12月）における朔望平均潮位の標準偏差

は，満潮位において0.14m，干潮位において0.16m

であったため，「1.4 入力津波の設定」におい

て設定した入力津波に対して，潮位のばらつきと

して考慮した。第1.5-3図に各月の朔望平均潮位

の推移，第1.5-2表に潮位観測記録に基づく朔望

平均潮位に関するデータ分析結果を示す。 

 また，朔望平均潮位について，津波計算に使用

した潮位と潮位観測記録を比較したところ，津波

計算に使用した朔望平均潮位に比べ，潮位観測記

録の方が満潮位で0.04m高く，干潮位では差がな

いことが分かった。この潮位差自体は有意なもの

ではないが，1.4項において設定した入力津波に

対して，保守的な設定になるよう潮位の差分を津

波計算で使用した朔望平均満潮位及び朔望平均
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干潮位に考慮することとした。第1.5-3表に津波

計算と潮位観測記録の朔望平均潮位の比較を示

す。 

以上より，入力津波の設定に当たっては，朔望

平均潮位の標準偏差及び津波計算と潮位観測記

録との差分について考慮して，安全側に設定す

る。 

 

(3) 高潮の評価 

 第1.5-4表に「茨城港日立港区」における至近

約40年（1971年～2010年）の年最高潮位を示す。

第1.5-4図に第1.5-4表から算定した観測地点「茨

城港日立港区」における最高潮位の超過発生確率

を示す。再現期間と期待値は，2年：T.P.+0.82m，

5年：T.P.+0.92m，10年：T.P.+1.01m，20年：

T.P.+1.11m，50年：T.P.+1.28m，100年：T.P.+1.44m

となる。 

 

(4) 潮位のばらつき及び高潮の考慮について 

ａ．潮位のばらつきの考慮について 

 水位上昇側については，「(2) 潮位観測記録

の評価」に示したとおり，津波計算で使用した

朔望平均満潮位T.P.＋0.61mに対して，潮位観測

記録との差分＋0.04m及び満潮位の標準偏差

0.14mの合計である＋0.18mを水位変動の評価に

おける上昇側潮位のばらつきとして考慮する。

 水位下降側については，「(2) 潮位観測記録

の評価」に示したとおり，津波計算で使用した

朔望平均干潮位T.P.－0.81mに対して，観測記録

との差分はないため－0.16mを水位変動の評価

における下降側潮位のばらつきとして考慮す

る。 

 第1.5-5図に潮位のばらつきに対する考慮方

法を示す。 

 

ｂ．高潮の考慮について 

 基準津波による水位の年超過確率は10-４程度

であり，独立事象としての津波と高潮が重畳す
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ｂ．地殻変動 

 地震による地殻変動についても安全側の評

価を実施する。基準津波の波源である日本海溝

におけるプレート間地震に想定される地震にお

いて生じる地殻変動量と 2011 年東北地方太平

洋沖地震により生じた地殻変動量を考慮する。

入力津波の波源モデル（日本海溝におけるプレ

ート間地震）から算定される地殻変動量として

は，0.31m の陸域の沈降が想定される。また，

2011 年東北地方太平洋沖地震では，敷地全体が

約 0.2m 沈降していた。以上より，上昇側の水位

変動に対して安全評価を実施する際には，日本

海溝におけるプレート間地震による沈降量

0.31mと2011年東北地方太平洋沖地震による沈

降量0.2mを合わせた0.51mを変動量として考慮

し，下降側の水位変動に対して安全評価を実施

する際には，2011 年東北地方太平洋沖地震によ

る沈降量 0.2m のみ変動量として考慮する。ま

た，2011 年東北地方太平洋沖地震による広域的

な余効変動による鉛直変位はほとんどない。 

る可能性は極めて低いと考えられるものの，高

潮ハザードについては，プラント運転期間を超

える再現期間100年に対する期待値T.P.＋1.44m

と，入力津波で考慮する朔望平均満潮位T.P.＋

0.61m及び朔望平均のばらつきとして考慮した

＋0.18mの合計であるT.P.＋0.79mとの差である

＋0.65mを外郭防護の裕度評価において参照す

る（以下「参照する裕度」という）。第1.5-6

図に高潮に対する考慮方法を示す。 

 

(5) 地殻変動 

 地震による地殻変動については，入力津波の波

源モデル（日本海溝におけるプレート間地震）に

想定される地震において生じる地殻変動量と，

2011年東北地方太平洋沖地震により生じた地殻

変動量を考慮した。具体的には，第1.5-5表のと

おり日本海溝におけるプレート間地震では0.31m

の陸域の沈降が想定される。また，2011年東北地

方太平洋沖地震では，発電所敷地内にある基準点

を対象にＧＰＳ測量した結果，敷地全体が約0.2m

沈降していた。 

 以上のことから，上昇側の水位変動に対して

は，日本海溝におけるプレート間地震による沈降

量0.31mと2011年東北地方太平洋沖地震による沈

降量0.2mを加算した0.51mを変動量として考慮し

た。下降側の水位変動に対しては，2011年東北地

方太平洋沖地震による沈降量0.2mのみ変動量と

して考慮し，安全側の評価となるよう日本海溝に

おけるプレート間地震による沈降量0.31mは考慮

していない。 

また，国土地理院発表（平成28年12月8日時点）

の地殻変動を参照すると，2011年東北地方太平洋

沖地震による発電所周辺の広域的な余効変動に

よる鉛直変位はほとんどない。第1.5-7図に発電

所周辺の地殻変動を示す。 
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(6) 設計又は評価に用いる入力津波 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

該当なし 該当なし 1.6 設計又は評価に用いる入力津波 

 「1.2 敷地及び敷地周辺における地形及び施設

の配置等」から「1.5 水位変動・地殻変動の評価」

に記載した事項を考慮して，第1.6-1表に示すとお

り設計又は評価に用いる入力津波を設定した。ま

た，第1.6-1図に入力津波の設定位置，第1.6-2図に

入力津波の時刻歴波形を示す。 

遡上波を施設・設備の設計又は評価に使用する入

力津波として設定する場合は，最大浸水深分布図を

参考に，各施設・設備設置位置での最大浸水深を安

全側に評価した値を入力津波高さとする。 
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2. 津波防護方針 

(1) 敷地の特性に応じた津波防護方針 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

4. 津波防護方針 

4.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

【規制基準における要求事項等】 

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針が敷地及

び敷地周辺全体図、施設配置図等により明示されて

いること。 

津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備等とし

て設置されるものの概要が網羅かつ明示されてい

ること。 

 

【確認内容】 

(1)敷地の特性（敷地の地形、敷地周辺の津波の遡上、

浸水状況等）に応じた基本方針（前述２ ．のと

おり）を確認する。 

(2)敷地の特性に応じた津波防護の概要（外殻防護の

位置及び浸水想定範囲の設定、並びに内郭防護の

位置及び浸水防護重点化範囲の設定等）を確認す

る。 

1.4.1.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 津波防護の基本方針は，以下の(1)～(5)のとおり

である。 

 

 

(1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防

護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用

取水設備を除く。下記(3)において同じ。）を内包

する建屋及び区画の設置された敷地において，基

準津波による遡上波を地上部から到達又は流入

させない設計とする。また，取水路及び放水路等

の経路から流入させない設計とする。 

 

 

2. 設計基準対象施設の津波防護方針 

2.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

【規制基準における要求事項等】 

 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針が敷地

及び敷地周辺全体図，施設配置図等により明示され

ていること。 

 津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備等と

して設置されるものの概要が網羅かつ明示されて

いること。 

 

【検討方針】 

 敷地の特性（敷地の地形，敷地周辺の津波の遡上，

浸水状況等）に応じた津波防護の方針を敷地及び敷

地周辺全体図，施設配置図等により明示する。また，

敷地の特性に応じた津波防護（津波防護施設，浸水

防止設備，津波監視設備等）の概要（外郭防護の位

置及び浸水想定範囲の設定，並びに内郭防護の位置

及び浸水防護重点化範囲の設定等）について整理す

る（【検討結果】 (1) 敷地の特性に応じた津波防

護の基本方針及び【検討結果】(2) 敷地の特性に

応じた津波防護の概要参照）。 

 

【評価結果】 

(1) 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

 敷地の特性（敷地の地形，敷地周辺の津波の遡

上，浸水状況等）に応じた津波防護の基本方針は

以下のとおり。 

ａ．設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波

防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非

常用取水設備を除く。以下ｃ．において同じ。）

を内包する建屋及び区画の設置された敷地に

おいて，基準津波による遡上波を地上部から到

達又は流入させない設計とする。また，取水路，

放水路等の経路から流入させない設計とする

（2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１） 【検

討結果】参照）。 
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

(2) 取水・放水施設及び地下部等において，漏水す

る可能性を考慮の上，漏水による浸水範囲を限定

して，重要な安全機能への影響を防止できる設計

とする。 

 

(3) 上記２方針のほか，設計基準対象施設の津波防

護対象設備を内包する建屋及び区画については，

浸水防護をすることにより，津波による影響等か

ら隔離可能な設計とする。 

 

 

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全

機能への影響を防止できる設計とする。 

 

 

(5) 津波監視設備については，入力津波に対して津

波監視機能が保持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 遡上波を地上部から到達又は流入させない設計

とするため，外郭防護として防潮堤及び防潮扉を設

置する。 

 

 

 取水路，放水路等の経路から流入させない設計と

するため，外郭防護として取水路に取水路点検用開

口部浸水防止蓋，海水ポンプ室に海水ポンプグラン

ドドレン排出口逆止弁，循環水ポンプ室に取水ピッ

ト空気抜き配管逆止弁，放水路に放水路ゲート及び

ｂ．取水・放水施設，地下部等において，漏水す

る可能性を考慮の上，漏水による浸水範囲を限

定して，重要な安全機能への影響を防止できる

設計とする（2.3 漏水による重要な安全機能

への影響防止 【検討結果】参照）。 

ｃ．以上のａ．及びｂ．に示す方針のほか，設計

基準対象施設の津波防護対象設備を内包する

建屋及び区画については，浸水防護を行うこと

により，津波による影響等から隔離可能な設計

とする（2.4 重要な安全機能を有する施設の

隔離（内郭防護） 【検討結果】参照）。 

ｄ．水位変動に伴う取水性低下による重要な安全

機能への影響を防止できる設計とする（2.5

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全

機能への影響防止 【検討結果】参照）。 

ｅ．津波監視設備については，入力津波に対して

津波監視機能が保持できる設計とする（2.6

津波監視設備 【検討結果】参照）。 

 

(2) 敷地の特性に応じた津波防護の概要 

 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建屋及び区画としては，原子炉建屋，タービ

ン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋を設置して

おり，設計基準対象施設の津波防護対象設備のう

ち屋外設備としては，海水ポンプ室，排気筒，軽

油貯蔵タンク（地下式），緊急時対策所が該当す

ることから，津波防護として以下の施設・設備を

設置する。 

ａ．遡上波を地上部から到達又は流入させない設

計とするため，外郭防護として，敷地を取り囲

む形で高さ T.P.＋18m～T.P.＋20m の防潮堤及

び防潮扉（防潮堤道路横断部に設置）を設置す

る。 

ｂ．取水路，放水路等の経路から流入させない設

計とするため，外郭防護として，以下に示す施

設を設置する（2.2 敷地への浸水防止（外郭

防護１） 【検討結果】参照）。 

・ 取水路の経路から流入させない設計とす
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水

ピットにＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋並び

に緊急用海水ポンプ室に緊急用海水ポンプピット

点検用開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグラン

ドドレン排水口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床

ドレン排水口逆止弁を設置する。また，防潮堤及び

防潮扉下部貫通部に対して止水処置を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 引き波時の取水ピット水位の低下に対して，非常

用海水ポンプの取水可能水位を維持するため，取水

口前面の海中に貯留堰を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護

施設，浸水防止設備，津波監設備及び非常用取水設

備を除く。）を内包する建屋及び区画については，

津波による影響等から隔離可能な設計とするため，

内郭防護として，海水ポンプ室に海水ポンプ室ケー

るため，取水路点検用開口部に対して浸水

防止蓋，海水ポンプグランドドレン排出口

及び循環水ポンプ室の取水ピット空気抜き

配管に対して逆止弁を設置する。 

・ 放水路の経路から流入させない設計とす

るため，放水路に対して放水路ゲート，放

水路の点検用開口部（下流側）に対して浸

水防止蓋を設置する。 

・ 重大事故等対処施設として設置するＳＡ

用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路

から流入させない設計とするため，ＳＡ用

海水取水ピット開口部及び緊急用海水ポン

プピット点検用開口部に対して浸水防止

蓋，緊急用海水ポンプグランドドレン排出

口及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口

に対して逆止弁を設置する。 

・ その他構内排水路等の経路から流入させ

ない設計とするため，構内排水路に対して

逆流防止設備を設置する。 

 また，防潮堤及び防潮扉の地下部を貫通する

配管等の貫通部に対して止水処置を実施する

（2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１） 【検

討結果】参照）。 

 

 

 

ｃ．敷地への浸水防止（外郭防護１）の対策にお

いて取水路，放水路等からの津波の流入の可能

性のある経路に対して，漏水による重要な安全

機能への影響はないため，新たに外郭防護（外

郭防護２）としての対策は要しない（2.3 漏

水による重要な安全機能への影響防止 【検討

結果】参照）。 

ｄ．地震に起因する非常用海水系配管（戻り管）

の損傷等による溢水が，浸水防護重点化範囲へ

流入することを防止する設計とするため，内郭

防護として，海水ポンプ室のケーブル点検口に

対して浸水防止蓋，タービン建屋及び非常用海
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

ブル点検口浸水防止蓋，タービン建屋又は非常用海

水系配管カルバートと隣接する原子炉建屋境界地

下階の貫通部に対して止水処置を実施する。さら

に，屋外の循環水管の損傷箇所から非常用海水ポン

プが設置されている海水ポンプ室への津波の流入

を防止するため，海水ポンプ室壁の貫通部に対して

止水処置を実施する。 

 

 

 地震発生後，津波が発生した場合に，その影響を

俯瞰的に把握するため，津波監視設備として，取水

路に潮位計，取水ピットに取水ピット水位計，原子

炉建屋屋上に津波監視カメラを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 津波防護対策の設備分類と設置目的を第1.4-2表

に示す。また，敷地の特性に応じた津波防護の概要

を第 1.4-3 図に示す。 

 

水系配管カルバートと隣接する原子炉建屋地

下階の貫通部及び海水ポンプ室の貫通部に対

して止水処置を実施する（2.4 重要な安全機

能を有する施設の隔離（内郭防護） 【検討結

果】参照）。 

また，同様に地震に起因する屋外タンクから

の溢水が浸水防護重点化範囲へ流入することを

防止するため，内郭防護として，海水ポンプ室

ののケーブル点検口に浸水防止蓋を設置する。

ｅ．地震発生後，津波が発生した場合に，その影

響を俯瞰的に把握するため，津波監視設備とし

て，原子炉建屋屋上に津波監視カメラ，取水ピ

ットに取水ピット水位計，取水口に潮位計を設

置する（2.6 津波監視設備 【検討結果】参照）。

ｆ．以上のほか，引き波時の取水ピット水位の低

下に対して，非常用海水ポンプの取水性を確保

するため，津波防護施設として，取水口前面の

海中に貯留堰を設置する（2.5 水位変動に伴

う取水性低下による重要な安全機能への影響

防止 【検討結果】参照）。 

 第 2.1-1 表に各津波防護対策の設備分類と設置

目的，第 2.1-1 図に敷地の特性に応じた津波防護

の概要（外郭防護の位置，内郭防護の位置，浸水

防護重点化範囲の設定等）を示す。また，添付資

料１０に津波防護対策設備の位置付け，添付資料

２に設計基準対象施設の津波防護対象設備とそ

の配置を示す。 
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(2) 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

4.2 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

4.2.1 遡上波の地上部からの到達、流入の防止 

【規制基準における要求事項等】 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及

び重要な安全機能を有する屋外設備等は、基準津波

による遡上波が到達しない十分高い場所に設置す

ること。 

基準津波による遡上波が到達する高さにある場合

には、防潮堤等の津波防護施設、浸水防止設備を設

置すること。 

 

【確認内容】 

(1)敷地への浸水の可能性のある経路（遡上経路）の

特定 

(3.2.1)における敷地周辺の遡上の状況、浸水域の

分布等を踏まえ、以下を確認する。 

①重要な安全機能を有する設備又はそれを内包する

建屋の設置位置・高さに、基準津波による遡上波

が到達しないこと、または、到達しないよう津波

防護施設を設置していること。 

②津波防護施設を設置する以外に既存の地山斜面、

盛土斜面等の活用の有無。また、活用に際して補

強等の実施の有無。 

(2)津波防護施設の位置・仕様を確認する。 

①津波防護施設の種類（防潮堤、防潮壁等）及び箇

所 

②施設ごとの構造形式、形状 

(3)津波防護施設における浸水防止設備の設置の方

針に関して、以下を確認する。 

①要求事項に適合するよう、特定した遡上経路に浸

水防止設備を設置する方針であること。 

②止水対策を実施する予定の部位が列記されている

こと。以下、例示。 

a)電路及び電線管貫通部、並びに電気ボックス等

における電線管内処理 

b)躯体開口部（扉、排水口等） 

 

1.4.1.3 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

2.2.1 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

【規制基準における要求事項等】 

 重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋

及び重要な安全機能を有する屋外設備等は，基準津

波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置

すること。 

 基準津波による遡上波が到達する高さにある場

合には，防潮堤等の津波防護施設，浸水防止設備を

設置すること。 

 

【検討方針】 

 「1.3 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域」

に示したとおり，基準津波の遡上波が敷地に地上部

から到達・流入する可能性があるため，津波防護施

設，浸水防止設備の設置により遡上波が到達しない

ようにする。 

 具体的には，敷地高さ T.P.＋3m，T.P.＋8m，T.P.

＋11m，T.P.＋23m，T.P.＋25m に設置されている設

計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施

設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設

備を除く。）を内包する建屋及び区画に対して，基

準津波による遡上波が地上部から到達・流入しない

ことを確認する（【検討結果】 (1) 溯上波の地上

部からの到達，流入の防止及び【検討結果】 (2) 津

波防護施設である防潮堤及び防潮扉の位置，仕様参

照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５条- 47 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防

護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用

取水設備を除く。）を内包する原子炉建屋，ター

ビン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋並びに設

計基準対象施設の津波防護対象設備のうち屋外

設備である排気筒が設置されている敷地の高さ

は T.P.＋8m，軽油貯蔵タンク（地下式）が設置さ

れている敷地の高さは T.P.＋11m，海水ポンプ室

が設置されている敷地の高さは T.P.＋3m，非常用

海水系配管が設置されている敷地高さは T.P.＋

3m～T.P.＋8m であり，津波による遡上波が到達，

流入する可能性がある。このため，敷地前面東側

においては入力津波高さ T.P.＋17.9m に対して天

端高さ T.P.＋20m の防潮堤及び防潮扉，敷地側面

北側においては入力津波高さ T.P.＋15.4m に対し

て天端高さ T.P.＋18m の防潮堤，敷地側面南側に

おいては入力津波高さT.P.＋16.6mに対してT.P.

＋18m の防潮堤及び防潮扉を設置することによ

り，津波は到達，流入しない設計とする。防潮堤

は，波力による浸食及び洗掘に対する抵抗性並び

にすべり及び転倒に対する安定性を評価し，越流

時の耐性や構造境界部の止水に配慮した上で，入

力津波に対する津波防護機能が十分に保持でき

る設計とする。 

 なお，緊急時対策所は T.P.＋23m の敷地に設置

することから，津波による遡上波は地上から到

達，流入しない。 

 

【検討結果】 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

 敷地への浸水の可能性のある経路（遡上経路）

の特定における敷地周辺の遡上の状況，浸水の分

布等を踏まえ，以下を確認している。 

 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防

護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用

取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画とし

て，海水ポンプ室は T.P.＋3m の敷地，原子炉建

屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋及び

排気筒は T.P.＋8m の敷地，非常用海水系配管は

T.P.＋3m の敷地の海水ポンプ室から T.P.＋8m の

原子炉建屋にかけて敷設されている。また，軽油

貯蔵タンク（地下式）を T.P.＋11m，緊急時対策

所を T.P.＋23m の敷地に設置することとしてい

る。 

 これに対し，防潮堤位置における入力津波高さ

は，「1.6 設計又は評価に用いる入力津波」にお

いて示したとおり，潮位のばらつき及び入力津波

の数値計算上のばらつきを考慮した値として，敷

地区分毎に敷地側面北側で T.P.＋15.4m，敷地前

面東側で T.P.＋17.9m，敷地側面南側で T.P.＋

16.8m であるため，基準津波による遡上波が地上

部から到達，流入する。 

 このため，外郭防護として，敷地全体を取り囲

む形で津波防護施設である防潮堤を設置する。ま

た，防潮堤の道路横断部２箇所に防潮扉を設置す

る。設置する防潮堤の天端高さは，敷地前面東側

で T.P.＋20m，敷地側面北側及び敷地側面南側で

T.P.＋18m であり，参照する裕度＋0.65m を考慮

しても，基準津波による遡上波は地上部から到

達，流入しない。 

第 2.2-1 図に防潮堤位置における上昇側水位の

時刻歴波形，第 2.2-2 図に基準津波による最大浸

水深分布，第 2.2-1 表に地上部からの到達，流入

評価結果を示す。 

 

 



 

５条- 48 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

(2) 津波防護施設である防潮堤及び防潮扉の位置，

仕様（構造形式） 

津波防護施設である防潮堤及び防潮扉の位置，

仕様（構造形式）は以下のとおりである（詳細は

「3.1 津波防護施設の設計」参照）。 

ａ．防潮堤及び防潮扉の位置及び区分 

 防潮堤及び防潮扉の位置及び区分は以下のと

おりである。 

(a) 防潮堤は，設計基準対象施設の津波防護対

象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波

監視設備及び非常用取水設備を除く。）の設置

される敷地を含め，敷地全体を取り囲む形で

設置する。また，防潮堤の道路横断部には，

防潮扉を設置する。 

(b) 防潮堤の総延長は約 2.3 ㎞であり，敷地区

分としては，上述のとおり，敷地側面北側，

敷地前面東側，敷地側面南側に区分される。

また，エリア区分としては，「海水ポンプエリ

ア」，「敷地周辺エリア」に区分される。 

ｂ．防潮堤及び防潮扉の仕様（構造形式） 

 防潮堤及び防潮扉の仕様（構造形式）につい

て，エリア区分毎に整理すると以下のとおりで

ある。 

(a) 海水ポンプエリアの防潮堤は，鉄筋コンク

リート造の地中連続壁を基礎構造とした鋼製

防護壁及び鉄筋コンクリート壁（以下「ＲＣ

壁」という。）の上部構造に大別される。 

(b) 敷地周辺エリアの防潮堤は，鋼管杭を基礎

構造とし，上部工は鋼管杭鉄筋コンクリート

壁の構造である。 

(c) 防潮堤の道路横断部に設置する防潮扉は，

上下スライド式の鋼製扉である。また，防潮

扉は，通常時は閉止運用を行う。 

 第 2.2-2 表に敷地区分・エリア区分毎の防潮堤

構造形式，第 2.2-3 図に敷地区分・エリア区

分毎の防潮堤配置図を示す。 
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

4.2.2 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止

【規制基準における要求事項等】 

取水路、放水路等の経路から、津波が流入する可能

性について検討した上で、流入の可能性のある経路

（扉、開口部、貫通部等）を特定すること。 

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより

津波の流入を防止すること。 

 

【確認内容】 

(1)敷地への海水流入の可能性のある経路（流入経

路）の特定 

以下のような経路（例示）からの津波の流入の可

能性を検討し、流入経路を特定していることを確

認する。 

①海域に連接する水路から建屋、土木構造物地下部

へのバイパス経路（水路周辺のトレンチ開口部等）

②津波防護施設（防潮堤、防潮壁）及び敷地の外側

から内側（地上部、建屋、土木構造物地下部）へ

のバイパス経路（排水管、道路、アクセス通路等）

③敷地前面の沖合から埋設管路により取水する場合

の敷地内の取水路点検口及び外部に露出した取水

ピット等（沈砂池を含む） 

④海域への排水管等 

(2)特定した流入経路における津波防護施設の配

置・仕様を確認する。 

①津波防護施設の種類（防潮壁等）及び箇所 

②施設ごとの構造形式、形状 

(3)特定した流入経路における浸水防止設備の設置

の方針に関して、以下を確認する。 

①要求事項に適合するよう、特定した流入経路に浸

水防止設備を設置する方針であること。 

②浸水防止設備の設置予定の部位が列記されている

こと。以下、例示。 

a)配管貫通部 

b)電路及び電線管貫通部、並びに電気ボックス等

における電線管内処理 

c)空調ダクト貫通部 

d)躯体開口部（扉、排水口等） 

1.4.1.3 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防

止 

【規制基準における要求事項等】 

 取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可

能性について検討した上で，流入の可能性のある経

路（扉，開口部，貫通部等）を特定すること。 

 特定した経路に対して浸水対策を施すことによ

り津波の流入を防止すること。 

 

【検討方針】 

 取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可

能性について検討した上で，流入の可能性のある経

路（扉，開口部，貫通部等）を特定する。 

 特定した経路に対して，浸水対策を施すことによ

り津波の流入を防止する（【検討結果】 (1) 敷地

への津波の流入の可能性のある経路（流入経路）の

特定及び【検討結果】 (2) 各経路に対する確認結

果参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５条- 50 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

 

(2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止

 敷地への津波流入については，取水路，放水路，

ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路，

構内排水路並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部

からの流入の可能性があり，各々の流入経路特定

結果を第 1.4-3 表に示す。 

 特定した流入経路から津波が流入する可能性

について検討を行い，高潮ハザードの再現期間

100 年に対する期待値を踏まえた裕度と比較し

て，十分に余裕のある設計とする。 

特定した流入経路から，津波が流入することを防

止するため，津波防護施設として放水路に放水路

ゲート，構内排水路に構内排水路逆流防止設備を

設置する。また，浸水防止設備として，取水路に

取水路点検用開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室に

海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，循環水

ポンプ室に取水ピット空気抜き配管逆止弁，放水

路に放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，ＳＡ

用海水ピットにＳＡ用海水ピット開口部浸水防

止蓋並びに緊急用海水ポンプピットに緊急用海

水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊急用

海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊

急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁を設置

する。また，防潮堤及び防潮扉下部貫通部に対し

て止水処置を実施する。これらの浸水対策の概要

について，第 1.4-3 図に示す。また，浸水対策の

実施により，特定した流入経路からの津波の流入

防止が可能であることを確認した結果を第 1.4-4

表に示す。 

 

【検討結果】 

(1) 敷地への津波の流入の可能性のある経路（流入

経路）の特定 

 取水路・放水路等の構造に基づき，海域に連接

する水路から敷地への津波の流入する可能性の

ある経路として，取水路，海水引込み管，緊急用

海水取水管，放水路，構内排水路，防潮堤及び防

潮扉の地下部を貫通する配管等の貫通部）を特定

した。 

 第 2.2-3 表に津波の流入経路の特定結果，第 2.2-4

図に取水路構造図（取水口～海水ポンプ室），第

2.2-5 図に海水引込み管及び緊急用海水取水管

の構造図（ＳＡ用海水ピット取水塔～ＳＡ用海

水ピット～緊急用海水ポンプピット），第 2.2-6

図に放水路の構造図，第 2.2-7 図に放水路ゲー

トの構造図，第 2.2-8 図に構内排水路の位置図，

第 2.2-9 図に防潮堤及び防潮扉の地下部を貫通

する配管等の貫通部等の位置図，第 2.2-10 図に

各経路の浸水評価に用いる入力津波の設定位

置，第 2.2-11 図に各経路の浸水評価に用いる潮

位のばらつき（＋0.18m）及び入力津波の計算上

のばらつきを考慮した入力津波の時刻歴波形

（防潮堤位置における入力津波の時刻歴波形は

第 2.2-1 図参照）を示す。また，以降に特定し

た各経路に対する確認結果を示す。 

 

(2) 各経路に対する確認結果 

ａ．取水路からの流入経路について 

(a) 海水系 

ⅰ) 取水路点検用開口部 

 取水路点検用開口部は，取水口から取水

ピットに至る取水路の経路のうち，防潮堤

と海水ポンプ室の間に位置する点検用の角

落とし用開口部であり，取水路の 10 区画に

対してそれぞれ設置され，開口部の上端高

さは T.P.＋3.31m である。これに対し，取

水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋

19.4m であるため，取水路を経由した津波が



 

５条- 51 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

取水路点検用開口部から非常用海水系配管

設置エリアに流入する可能性がある。 

 このため，取水路点検用開口部に対して

浸水防止蓋を設置する。これにより，非常

用海水系配管設置エリアに津波が流入する

ことはない。 

 なお，取水路点検用開口部浸水防止蓋の

設置により津波の流入は防止可能である

が，仮に取水路点検用開口部浸水防止蓋か

ら津波が流入すると想定した場合において

も，隣接する海水ポンプ室と取水路点検用

開口部の間には，高さ T.P.＋6.61m の壁が

あるため，津波が海水ポンプ室に直接流入

することはない。 

第2.2-12図に取水路点検用開口部の配置

図，第 2.2-13 図に取水路点検用開口部浸水

防止蓋の構造図を示す。 

ⅱ) 海水ポンプグランドドレン排出口 

 海水ポンプ室には，非常用海水ポンプ及

び常用海水ポンプの運転に伴い発生するグ

ランドドレンの排水を目的として，海水ポ

ンプ室から取水ピットへと接続する開口部

を設ける。開口部の上端高さは T.P.+0.8m

である。これに対し，取水ピットの上昇側

の入力津波高さは T.P.+19.4m であるため，

取水路を経由した津波が海水ポンプ室に流

入する可能性がある。 

 このため，海水ポンプグランドドレン排

出口の開口部に対して逆止弁を設置し，海

水ポンプ室への津波の流入を防止する。設

置する逆止弁はドレン排出口がある床の上

面にある取付座に逆止弁のフランジ部を基

礎ボルトで取り付けて密着させる構造であ

るため，十分な水密性を有する。これによ

り，海水ポンプ室に津波が流入することは

ない。 

 なお，グランド減圧配管を経由した津波

がグランド部を経由し，海水ポンプ室に流
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入することが考えられる。しかし，グラン

ド部にはグランドパッキンが挿入されてお

り，グランド押さえで蓋をした上で，締付

ボルトにより圧縮力を与えてシールする構

造であるとともに，適宜，パトロールにお

いて状態を確認している。このため，グラ

ンド部からの津波の流入が抑制されること

から，海水ポンプ室に有意な津波の流入は

生じない。 

 第2.2-14図に海水ポンプグランドドレン

排出口逆止弁並びに残留熱除去系海水ポン

プ，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

及び補機冷却用海水ポンプの配置図，第

2.2-15 図に海水ポンプグランドドレン排出

口逆止弁の構造図，第 2.2-16 図に残留熱除

去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ及び補機冷却用海水ポンプの

グランド部の構造図を示す。 

ⅲ) 非常用海水ポンプグランド減圧配管基礎

フランジ貫通部 

 非常用海水ポンプのグランド減圧配管

は，非常用海水ポンプの基礎フランジを貫

通して取水ピットに接続されており，基礎

フランジ貫通部の高さは T.P.＋0.95m であ

る。これに対し，取水ピットの上昇側の入

力津波高さは T.P.＋19.4m であるため，取

水路を経由した津波が当該貫通部から海水

ポンプ室に流入する可能性がある。グラン

ド減圧配管の基礎フランジ貫通部は，ポン

プ基礎フランジとフランジ取り合いであ

り，取付ボルトで密着させる構造となって

いる。このため，十分な水密性を有するこ

とから，貫通部からの津波の流入はない。

第2.2-17図に非常用海水ポンプグランド減

圧配管の基礎フランジ貫通部構造図を示

す。（非常用海水ポンプの配置は第 2.2-14

図参照） 

ⅳ) 常用海水ポンプグランド減圧配管基礎フ



 

５条- 53 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

ランジ貫通部 

 常用海水ポンプである補機冷却用海水ポ

ンプのグランド減圧配管についても，ポン

プの基礎フランジを貫通して取水ピットに

接続されており，基礎フランジ貫通部の高

さは T.P.＋0.95m である。これに対し，取

水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋

19.4m であるため，取水路を経由した津波が

当該貫通部から海水ポンプ室に流入する可

能性がある。 

 しかし，非常用海水ポンプのグランド減圧配

管と同様に，基礎フランジ貫通部は，ポン

プ基礎フランジとフランジ取り合いであ

り，取付ボルトで密着させる構造となって

いる。このため，十分な水密性を有するこ

とから，貫通部からの津波の流入はない。

（常用海水ポンプの配置は第 2.2-14 図参

照） 

ⅴ) 非常用海水ポンプ，常用海水ポンプ据付

面（スクリーン洗浄水ポンプ及び海水電解

装置用海水ポンプ含む） 

 海水ポンプ室内の非常用海水ポンプ及び

常用海水ポンプである補機冷却用海水ポン

プの据付面高さは T.P.＋0.8m，スクリーン

洗浄水ポンプ及び海水電解装置用海水ポン

プの据付面高さは T.P.＋3.31m である。こ

れに対し，取水ピットの上昇側の入力津波

高さは T.P.＋19.4m であるため，取水路を

経由した津波がそれぞれ設置場所に流入す

る可能性がある。 

しかし，海水ポンプの基礎フランジ部は，

金属製のベースプレート上に設置され，基

礎ボルトで密着させる構造となっている。

このため，十分な水密性を有することから，

据付面からの津波の流入はない。第 2.2-18

図に非常用海水ポンプ及び常用海水ポンプ

の配置図，第 2.2-19 図に非常用海水ポンプ

及び常用海水ポンプ据付面の構造を示す。
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ⅵ) 取水ピット水位計据付面 

 取水ピット水位計は，主に引き波時の取

水ピットの下降側水位を監視するものであ

り，取水ピット上版に設置され，据付面の

高さは T.P.約＋2.75m（水位計取付座下面）

である。これに対し，取水ピットの上昇側

の入力津波高さはT.P.＋19.4mであるため，

取水路を経由した津波が取水ピット水位計

据付面から非常用海水系配管エリアに流入

する可能性がある。 

 しかし，取水ピット水位計は，取水ピッ

ト上版コンクリート躯体に設定する鋼製ス

リーブに取り付けた取付座とフランジ取り

合いであり，取付ボルトで密着させる構造

となっている。このため，十分な水密性を

有することから，据付面から非常用海水系

配管エリアに津波が流入することはない。 

 なお，取水ピット水位計据付面の構造か

ら津波の流入は防止可能であるが，仮に取

水ピット水位計据付面から津波が流入する

と想定した場合においても，隣接する海水

ポンプ室と取水ピット水位計設置位置の間

には，高さ T.P.＋6.61m の壁があるため，

津波が海水ポンプ室に直接流入することは

ない。 

 第 2.2-20 図に取水ピット水位計の配置

図，第 2.2-21 図に取水ピット水位計据付面

の構造を示す。 

ⅵ) 取水ピット水位計据付面 

 取水ピット水位計は，主に引き波時の取

水ピットの下降側水位を監視するものであ

り，取水ピット上版に設置され，据付面の

高さは T.P.約＋2.75m（水位計取付座下面）

である。これに対し，取水ピットの上昇側

の入力津波高さはT.P.＋19.4mであるため，

取水路を経由した津波が取水ピット水位計

据付面から非常用海水系配管エリアに流入

する可能性がある。 



 

５条- 55 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

 しかし，取水ピット水位計は，取水ピッ

ト上版コンクリート躯体に設定する鋼製ス

リーブに取り付けた取付座とフランジ取り

合いであり，取付ボルトで密着させる構造

となっている。このため，十分な水密性を

有することから，据付面から非常用海水系

配管エリアに津波が流入することはない。 

 なお，取水ピット水位計据付面の構造か

ら津波の流入は防止可能であるが，仮に取

水ピット水位計据付面から津波が流入する

と想定した場合においても，隣接する海水

ポンプ室と取水ピット水位計設置位置の間

には，高さ T.P.＋6.61m の壁があるため，

津波が海水ポンプ室に直接流入することは

ない。 

 第 2.2-20 図に取水ピット水位計の配置

図，第 2.2-21 図に取水ピット水位計据付面

の構造を示す。 

(b) 循環水系 

ⅰ) 取水ピット空気抜き配管 

 取水ピット空気抜き配管は，取水ピット

水位の変動時に取水ピット上部空気層の息

継ぎ用として設置されたものであり，取水

路の 10 区画のうち，循環水ポンプ室が位置

する 3 区画に対して設置され，取水ピット

上版貫通部の上端レベルはT.P.＋0.8mであ

る。これに対し，取水ピットの上昇側の入

力津波高さは T.P.＋19.4m であるため，取

水路を経由した津波が取水ピット空気抜き

配管から循環水ポンプ室に流入する可能性

がある。 

 循環水ポンプ室と海水ポンプ室の間に

は，高さ T.P.＋5m の壁があるため，取水ピ

ット空気抜き配管から流入した津波が海水

ポンプ室に直接流入することはないが，取

水ピット空気抜き配管に対して逆止弁を設

置し，循環水ポンプ室への津波の流入を防

止する。これにより，隣接する海水ポンプ
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室に津波が流入することはない。 

 第2.2-22図に取水ピット空気抜き配管

の配置図，第 2.2-23 図に取水ピット空気抜

き配管逆止弁の構造図を示す。 

ⅱ) 循環水ポンプ据付面 

 循環水ポンプの据付面高さは T.P.＋0.8m

である。これに対し，取水ピットの上昇側

の入力津波高さはT.P.＋19.4mであるため，

取水路を経由した津波が据付面から循環水

ポンプ室に流入する可能性がある。 

 しかし，循環水ポンプ基礎フランジは，

金属製のベースプレート上に設置され，基

礎ボルトで密着させる構造となっている。

このため，十分な水密性を有することから，

据付面からの津波の流入はない。第 2.2-24

図に循環水ポンプ据付面構造図を示す（循

環水ポンプの配置は第 2.2-21 図参照）。 

(c) まとめ 

 「(a) 海水系」及び「(b) 循環水系」に

示したとおり，浸水対策の実施により，特定

した流入経路である取水路からの津波の流入

防止が可能であることを確認した。第 2.2-4

表に取水路からの津波の流入評価結果を示

す。 

 なお，海水ポンプグランドドレン排出口に

対して，逆止弁を設置することにより津波の

流入を防止することとしているが，海水ポン

プ室への津波の直接の流入経路となることか

ら，海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁

からの漏水を考慮し，その評価結果について

「2.3 漏水による重要な安全機能への影響防

止（外郭防護２）」で述べる。 

ｂ．海水引込み管からの流入経路について  

(a) 海水系   

ⅰ) ＳＡ用海水ピット開口部 

 ＳＡ用海水ピットは，重大事故等対処施

設である可搬型重大事故等対処設備の海水

取水源として設置する。ＳＡ用海水ピット
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の上部には開口部があり，その据付レベル

は T.P.＋7.3m である。 

 ＳＡ用海水ピット用の海水は，取水口前

面の南側防波堤の内側のＳＡ用海水ピット

取水塔から，海水引込み管を経由して当該

ピットまで導かれるが，ＳＡ用海水ピット

開口部高さ T.P.＋7.3m に対し，ＳＡ用海水

ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋

9.1m であるため，海水引込み管を経由した

津波がＳＡ用海水ピット開口部から敷地に

流入する可能性がある。 

このため，ＳＡ用海水ピットの開口部に

対して浸水防止蓋を設置することにより，

敷地への津波の流入を防止する。なお，Ｓ

Ａ用海水ピット開口部浸水防止蓋は，通常

時は閉止運用を行う。第 2.2-25 図にＳＡ用

海水ピットの配置図，第 2.2-26 図にＳＡ用

海水ピット開口部浸水防止蓋の構造図を示

す。 

以上の浸水防止対策の実施により，特定

した流入経路である海水引込み管からの津

波の流入防止が可能であることを確認し

た。第 2.2-5 表に海水引込み管からの津波

の流入評価結果を示す。 

(b) まとめ 

「(a) 海水系」に示したとおり，浸水対

策の実施により，特定した流入経路である

海水引込み管からの津波の流入防止が可能

であることを確認した。第 2.2-5 表に津波

の流入評価結果を示す。 

ｃ．緊急用海水取水管からの流入経路について 

(a) 海水系  

ⅰ) 緊急用海水ポンプピット点検用開口部 

 緊急用海水ポンプピット点検用開口部

は，重大事故等対処施設となる緊急用海水

系の海水取水源として設置する緊急用海水

ポンプピット内の点検用の開口部であり，

ピットの上部に位置し，開口部の上端レベ
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ルは T.P.＋0.8m である。 

 緊急用海水ポンプピットの海水は，ＳＡ

用海水ピット取水塔より取水し，海水引込

み管，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水取

水管を経由して緊急用海水ポンプピットま

で導かれる。緊急用海水ポンプピット点検

用開口部高さ T.P.＋0.8m に対し，緊急用海

水ポンプピットの上昇側の入力津波高さ

は，T.P.＋9.5m であるため，海水引込み管

及び緊急用海水取水管を経由した津波が緊

急用海水ポンプピット点検用開口部から緊

急用海水ポンプ室へ流入し，さらに緊急用

海水ポンプ室から設計基準対象施設の津波

防護対象設備の設置された敷地に流入する

可能性がある。 

このため，緊急用海水ポンプピット点検

用開口部に対して浸水防止蓋を設置する。

これにより，敷地に津波が流入することは

ない。なお，緊急用海水ポンプピット点検

用開口部浸水防止蓋は，通常時は閉止運用

を行う。第 2.2-27 図に緊急用海水ポンプピ

ット点検用開口部の配置図，第 2.2-28 図に

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水

防止蓋の概略構造図を示す。 

ⅱ) 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口

 緊急用海水ポンプ室には，緊急用海水ポ

ンプの運転に伴い発生するグランドドレン

の排水を目的として、緊急用海水ポンプ室

から緊急用海水ポンプピットへと接続する

排出口部を設ける。排出口の上端の高さは

T.P.＋0.8m である。これに対し，緊急用海

水ポンプピットの上昇側の入力津波高さは

T.P.＋9.5m であるため，海水引込み管及び

緊急用海水取水管を経由した津波が緊急用

海水ポンプグランドドレン排出口から緊急

用海水ポンプ室に流入し，さらに緊急用海

水ポンプ室から設計基準対象施設の津波防

護対象設備の設置された敷地に流入する可
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能性がある。 

 このため，緊急用海水ポンプグランドド

レン排出口に対して逆止弁を設置し，緊急

用海水ポンプ室への津波の流入を防止す

る。設置する逆止弁は，グランドドレン排

出口がある床の上面にある取付座に逆止弁

のフランジ部を基礎ボルトで取付け密着さ

せる構造になっており，十分な水密性を有

する。これにより，緊急用海水ポンプ室に

津波が流入することはない。 

 なお，グランド減圧配管を経由した津波

がグランド部を経由し，緊急用海水ポンプ

室に流入することが考えられる。しかし，

グランド部にはグランドパッキンが挿入さ

れており，グランド押さえで蓋をした上で，

締付ボルトにより圧縮力を与えてシールす

る構造であるとともに，適宜，パトロール

において状態を確認する。このため，グラ

ンド部からの津波の流入が抑制されること

から，緊急用海水ポンプ室に有意な津波の

流入は生じない。 

 第 2.2-29 図に緊急用海水ポンプグランドド

レン排水口及び緊急用海水ポンプの配置

図，第 2.2-30 図に緊急用海水ポンプグラ

ンドドレン排出口逆止弁の構造図，第

2.2-31図に緊急用海水ポンプのグランド

部の構造図を示す。 

ⅲ) 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口 

 緊急用海水ポンプ室には，緊急用海水ポ

ンプ出口ストレーナの点検等に伴い発生す

る床ドレンの排水を目的として、緊急用海

水ポンプ室から緊急用海水ポンプピットへ

と接続する排出口を設ける。開口部の上端

の高さは T.P.＋0.8m である。これに対し，

緊急用海水ポンプピットの上昇側の入力津

波高さは T.P.＋9.5m であるため，海水引込

み管及び緊急用海水取水管を経由した津波

が緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口から
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緊急用海水ポンプ室へ流入し，さらに緊急

用海水ポンプ室から設計基準対象施設の津

波防護対象設備の設置された敷地へ津波が

流入する可能性がある。 

 このため，緊急用海水ポンプ室床ドレン

排出口の開口部に対して逆止弁を設置し，

緊急用海水ポンプ室への津波の流入を防止

する。設置する逆止弁は，床ドレン排出口

がある床の上面にある取付座に逆止弁のフ

ランジ部を基礎ボルトで取り付け密着させ

る構造になっており，十分な水密性を有す

る。これにより，緊急用海水ポンプ室に津

波が流入することはない。 

 第2.2-32図に緊急用海水ポンプ室床ドレ

ン排出口の配置図，第 2.2-33 図に緊急用海

水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の構

造図を示す。 

ⅳ) 緊急用海水ポンプグランド減圧配管基礎

フランジ貫通部 

 緊急用海水ポンプのグランド減圧配管

は，緊急用海水ポンプの基礎フランジを貫

通して緊急用海水ポンプピットに接続され

ており，基礎フランジ貫通部の高さは T.P.

＋追而 m である。これに対し，緊急用海水

ポンプピットの上昇側の入力津波高さは

T.P.＋9.5m であるため，海水引込み管及び

緊急用海水取水管を経由した津波が当該貫

通部から緊急用海水ポンプ室に流入し，さ

らに緊急用海水ポンプ室から設計基準対象

施設の津波防護対象設備の設置された敷地

へ津波が流入する可能性がある。 

グランド減圧配管の基礎フランジ貫通部

は，ポンプ基礎フランジとフランジ取り合

いであり，取付ボルトで密着させる構造と

なっている。このため，十分な水密性を有

することから，貫通部からの津波の流入は

ない。 

 第2.2-34図に緊急用海水ポンプグランド
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減圧配管の基礎フランジ貫通部構造図を示

す。（緊急用海水ポンプの配置は第 2.2-29

図参照） 

ⅴ) 緊急用海水ポンプ据付面 

 緊急用海水ポンプの据付面高さは T.P.＋

0.8m である。これに対し，緊急用海水ポン

プピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋

9.5m であるため，海水引込み管及び緊急用

海水取水管を経由した津波が当該据付面か

ら緊急用海水ポンプ室に流入し，さらに緊

急用海水ポンプ室から設計基準対象施設の

津波防護対象設備の設置された敷地へ津波

が流入する可能性がある。 

 しかし，緊急用海水ポンプの基礎フラン

ジ部は，金属製のベースプレート上に設置

され，基礎ボルトで密着させる構造となっ

ている。このため，十分な水密性を有する

ことから，据付面からの津波の流入はない。

第2.2-35図に緊急用海水ポンプ据付面の構

造を示す。（緊急用海水ポンプの配置は第

2.2-29 図参照） 

(b) まとめ 

「(a) 海水系」に示したとおり，浸水対策

の実施により，特定した流入経路である緊急

用海水取水管からの津波の流入防止が可能で

あることを確認した。第 2.2-6 表に津波の流

入評価結果を示す。 

ｃ．放水路からの流入経路について 

(a) 海水系 

ⅰ) 放水ピット上部開口部 

 放水ピット上部には，放水ピット水位の

変動時に放水ピット上部空気層の息継ぎ用

として，放水ピットの 3 区画に対して開口

部が設置され，開口部の上端高さは T.P.＋

8m である。これに対し，放水路ゲート設置

箇所の上昇側の入力津波高さは T.P.＋

19.3m であるため，放水路を経由した津波が

放水ピット上部開口部から敷地に流入する



 

５条- 62 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

可能性がある。 

 このため，放水ピット下流側の放水路に

ゲートを設置し，津波発生時にはゲートを

閉止して放水ピットへの津波の流入を防止

することにより，放水ピット上部開口部か

ら敷地への津波の流入を防止する。これに

より，津波が敷地に流入することはない。 

 なお，放水路ゲートには，放水流の流れ

方向のみ開にできるフラップ式の小扉を設

けることにより，放水路ゲートが閉止した

状態においても非常用海水ポンプの運転が

可能な設計とする。 

 第2.2-36図に放水路ゲート及び放水ピ

ット上部開口部の配置図，第 2.2-37 図に放

水路ゲートの構造図を示す。 

ⅱ) 放水路ゲート点検用開口部（上流側） 

 放水路ゲート点検用開口部（上流側）は，

放水路ゲートの上流側に位置する角落し用

の開口部であり，放水路の 3 水路それぞれ

に設置される。開口部の上端高さは T.P.＋

3.557m である。これに対し，放水路ゲート

の設置箇所の上昇側の入力津波高さは T.P.

＋19.3m であるため，放水路を経由した津波

が放水路ゲート点検用開口部（上流側）か

ら敷地に流入する可能性がある。 

 このため，「ⅰ)放水ピット上部開口部」

に示した放水路ゲートにより放水路ゲート

点検用開口部（上流側）に津波が流入する

ことを防止する。これにより，放水路ゲー

ト点検用開口部（上流側）を経由して敷地

に津波が流入することはない。（放水路ゲー

ト点検用開口部（上流側）の配置は第 2.2-36

図，構造は第 2.2-37 図参照） 

ⅲ) 放水路ゲート点検用開口部（下流側） 

 放水路ゲート点検用開口部（下流側）は，

放水路ゲートの下流側に位置する角落し用

の開口部であり，放水路の 3 水路それぞれ

に設置される。開口部の上端高さは T.P.＋
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3.557m である。これに対し，放水路ゲート

の設置箇所の上昇側の入力津波高さは T.P.

＋19.3m であるため，放水路を経由した津波

が放水路ゲート点検用開口部（下流側）か

ら敷地に流入する可能性がある。 

 このため，放水路ゲート点検用開口部（下

流側）に対して浸水防止蓋を設置する。こ

れにより，放水路を経由して敷地に津波が

流入することはない。 

 第2.2-38図に放水路ゲート点検用開口部

浸水防止蓋の構造図を示す。（放水路ゲート

点検用開口部（下流側）の配置は第 2.2-36

図参照） 

ⅳ) 海水配管（放水ピット接続部） 

 放水ピットには，タービン建屋からの常

用海水系である補機冷却系海水配管が接続

されている。放水口から放水路を経由した

津波が放水ピットに接続する海水配管の貫

通部から敷地に流入する可能性がある。 

このため，放水路を経由した津波が流入

しないよう放水路に放水路ゲートを設置す

る。これにより,放水路接続配管に津波は到

達することはない。 

第 2.2-39 図に海水系配管の配置図を示

す。（放水路ゲートの配置は第 2.2-36 図，

構造は第 2.2-37 図参照） 

ⅴ) 海水配管（放水路接続部） 

 放水路には，原子炉建屋からの非常用海

水系である残留熱除去系海水配管，非常用

ディーゼル発電機用海水配管及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機用海水配管が

接続されている。放水口から放水路を経由

した津波が放水路に接続する海水配管の貫

通部から敷地に流入する可能性がある。 

このため，放水路を経由した津波が流入

しないよう放水路に放水路ゲートを設置す

る。これにより,放水路接続配管から津波は

流入することはない。 
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（海水系配管の配置は第 2.2-38 図，放水路

ゲートの配置は第 2.2-36 図，構造は第

2.2-37 図参照）。 

(b) 循環水系（放水ピット接続部） 

(ⅰ)放水ピット上部開口部 

 「(a) 海水系 ⅰ)放水ピット上部開口

部」と同じ。 

(ⅱ) 放水路ゲート点検用側開口部（下流側）

 「(a) 海水系 ⅱ)放水路ゲート点検用開

口部（上流側）」と同じ。 

(ⅲ)放水路ゲート点検用開口部（下流側） 

 「(a) 海水系ⅲ)放水路ゲート点検用開

口部（下流側）」と同じ。 

(ⅳ)循環水管（放水ピット接続部） 

 放水ピットには，タービン建屋からの循

環水管が接続されており，放水口から放水

路を経由した津波がタービン建屋放水路に

接続する海水配管の貫通部から敷地に流入

する可能性がある。 

このため，放水路を経由した津波が流入

しないよう放水路に放水路ゲートを設置す

る。これにより,放水ピットに接続する循環

水配管から津波は流入することはない。 

第 2.2-40 図に循環水管の配置図を示す。

（放水路ゲートの配置は第 2.2-36 図，構造

は第 2.2-37 図参照） 

(c) その他の接続配管 

ⅰ) その他の配管（液体廃棄物処理系放出管，

排ガス洗浄廃液処理設備放出管，構内排

水路排出管） 

 放水ピットには，原子炉建屋からの液体

廃棄物処理系放出管，廃棄物処理建屋から

の排ガス洗浄廃液処理設備放出管，構内排

水路により集水された雨水を排水する放出

管が接続されており，放水口から放水路を

経由した津波が配管を通して貫通部から敷

地に流入する可能性がある。 

このため，放水路を経由した津波が流入
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しないよう放水路に放水路ゲートを設置す

る。これにより,放水ピットに接続するその

他の配管から津波は流入することはない。 

 第2.2-41図にその他の接続配管の配置図

を示す。（放水路ゲートの配置は第 2.2-36

図，構造は第 2.2-37 図参照） 

(d) まとめ 

 「(a) 海水系」から「(c) その他接続

配管」に示したとおり，浸水対策等の実施

により，特定した流入経路である放水路か

らの津波の流入防止が可能であることを確

認した。第 2.2-7 表に放水路からの津波の

流入評価結果を示す。 

 

ｄ．構内排水路からの流入について  

 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波

防護対象施設，浸水防止設備，津波監視設備及

び非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に

繋がる構内排水路は，以下に示す７経路がある。

 構内排水路は，合計１２箇所存在する。放水

ピットから放水路を経由し放水口に排水する排

水路が 1 箇所，また，防潮堤の地下部を通り海

域に排水する排水路は,敷地側面北側に２箇所，

敷地前面東側に９箇所存在する。 

 なお，経路１については，「ｃ．放水路からの

上部開口部 (c) その他の接続配管 ⅰ)その

他の配管（構内排水路排水管）」において示した

経路である。 

・経路１：原子炉建屋周辺及び T.P.＋8m 盤か

らの雨水排水について，放水ピッ

トから放水路を経て放水口より海

域に至る経路 

・経路２：防潮堤内の雨水排水について，敷

地側面北側防潮堤の地下部を通り

防潮堤外陸域に至る経路 

・経路３：敷地の西側 T.P.＋23m 盤からの雨

水排水について，敷地前面東側防

潮堤の地下部を通り海域（放水路
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北側）に至る経路 

    ・経路４：敷地東側 T.P.+4.5m 盤からの雨水

排水について，敷地前面東側防潮

堤の地下部を通り海域（取水口北

側）に至る経路 

    ・経路５：海水ポンプ室周辺 T.P.＋3m 盤か

らの雨水排水について，敷地前面

東側防潮堤の地下部を通り海域

（取水口脇）に至る経路 

    ・経路６：敷地東側の T.P.+8m 盤からの雨水

排水について，敷地前面東側防潮

堤の地下部を通り海域（取水口南

側）に至る経路 

    ・経路７：東海発電所（廃止措置中）T.P.

＋8m盤からの雨水排水について，

敷地前面東側防潮堤の地下部を

通り海域（東海発電所放水口北

側）に至る経路 

 

 以上の経路から津波が流入する可能性があ

る。 

経路１は放水ピットから放水路を経由し放水

口に排水する排水路が該当する。放水口からの

流入津波が放水ピットを経由し，敷地に流入す

る可能性があることから，放水路に対して放水

路ゲートを設置する。 

経路２から経路７は，防潮堤の地下部を通り

海域に排水する排水路が該当する。これに対し

て，防潮堤前面における入力津波高さは，敷地

前面東側では T.P.＋17.9m，敷地側面北側では

T.P.＋15.4m であるため，構内排水路からの流

入津波が集水枡を経由し，敷地に流入する可能

性があることから，構内排水路に対して逆流防

止設備を設置する。 

以上の対策により，敷地に津波が流入するこ

とはない。経路１については，第 2.2-35 図に放

水ピット及び放水ピット上部開口部配置図，第

2.2-36 図に放水路ゲート構造図を示す。経路２
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から経路７については， 第 2.2-42 図に構内排

水路の配置図，第 2.2-43 図に構内排水路逆流防

止設備の概略構造図を示す。また，上記の浸水

防止対策の実施により，特定した流入経路であ

る構内排水路からの津波の流入防止が可能であ

ることを確認した。第 2.2-8 表に構内排水路か

らの津波の流入評価結果を示す。 

ｅ．その他 

(a) 防潮堤又は防潮扉の地下部を貫通する電線

管・配管等 

 防潮堤外側の施設・設備に接続する電線

管・配管等は，防潮堤又は防潮扉の地下部を

貫通する配管等の貫通部を介して使用現場ま

で地中敷設されるが，配管等の貫通部を経由

して津波が敷地に流入する可能性がある。こ

のため，開口部等に対しては，穴仕舞を実施

する。第 2.2-43 図に防潮堤貫通部配置図及び

第 2.2-44 図に防潮堤貫通部概念図を示す。 

(b) 東海発電所取水路及び放水路 

 敷地前面東側の防潮堤は，東海発電所の取

水路及び放水路上に設置するため，取水路及

び放水路を経由した津波が敷地に流入する可

能性がある。 

 このため，取水路及び放水路にコンクリ

ートを充填し閉鎖する。これにより，津波が

流入することはない。第 2.2-45 図に東海発電

所取水路及び放水路の配置図，第 2.2-46 図に

東海発電所取水路及び放水路の閉鎖概要図を

示す。 
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4.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭

防護２） 

4.3.1 漏水対策 

【規制基準における要求事項等】 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取

水・放水施設や地下部等における漏水の可能性を検

討すること。 

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定（以下

｢浸水想定範囲｣という。）すること。 

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある

経路、浸水口（扉、開口部、貫通口等）を特定する

こと。 

特定した経路、浸水口に対して浸水対策を施すこと

により浸水範囲を限定すること。 

 

【確認内容】 

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。

なお、後段規制（工事計画認可）においては、浸水

想定範囲、浸水経路・浸水口・浸水量及び浸水防止

設備の仕様について、確認する。 

 

1.4.1.4 漏水による重要な安全機能への影響防止 

（外郭防護２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 漏水対策 

 取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，

取水・放水施設及び地下部等における漏水の可能

性を検討した結果，外郭防護１での浸水対策の実

施により，津波の流入防止が可能と考えるが，重

要な安全機能を有する設備である非常用海水ポ

ンプが設置されている海水ポンプ室については，

基準津波が取水路を経て取水ピットから流入す

る可能性があるため，漏水が継続することによる

浸水の範囲（以下「浸水想定範囲」という。）と

2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭

防護２） 

(1) 漏水対策 

【規制基準における要求事項等】 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取

水・放水施設や地下部等における漏水の可能性を検

討すること。 

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定（以

下「浸水想定範囲」という。）すること。 

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のあ

る経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定す

ること。 

特定した経路，浸水口に対して浸水対策を施すことに

より浸水範囲を限定すること。 

 

【検討方針】 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取

水・放水施設や地下部等における漏水の可能性を検

討する。 

漏水が継続する場合は，浸水想定範囲を明確にし，

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある

経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定する。

また，浸水想定範囲がある場合は，浸水の可能性の

ある経路，浸水口に対して浸水対策を施すことによ

り浸水範囲を限定する（【検討結果】参照）。 

 

【検討結果】 

「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１）」で示したと

おり，入力津波高さに基づき，取水路，放水路等から

の津波の流入の可能性のある経路について特定し，そ

れぞれの流入経路の構造等を考慮して浸水対策を実

施することとしている。第 2.3-1 表に「2.2 敷地への

浸水防止（外郭防護１）」において特定した流入経路

に対して実施する浸水対策について整理して示す。 

上記の浸水対策の実施により，津波の流入防止が

可能と考えるが，ここでは，重要な安全機能を有す

る設備である非常用海水ポンプの設置されている
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して想定する。 

 浸水想定範囲への浸水の可能性がある経路と

して，海水ポンプ室の床に海水ポンプのグランド

ドレンを排水する排出口があるため，海水ポンプ

グランドドレン排出口逆止弁を設置する。海水ポ

ンプグランドドレン排出口逆止弁は，漏水により

津波の浸水経路となる可能性があるため，浸水想

定範囲の浸水量評価において考慮する。これらの

浸水対策の概要について，第 1.4-4 図に示す。 

 

海水ポンプ室に，津波の直接の流入経路となる海水

ポンプグランドドレン排出口が存在することから，

漏水が継続することによる浸水の範囲（以下「浸水

想定範囲」という。）として想定する。なお，海水

ポンプ室における津波の流入が想定される箇所で

ある海水ポンプグランドドレン排出口に対しては，

浸水防止設備として逆止弁を設置する。 

第2.3-1図に非常用海水ポンプの配置図，図2.3-2

図に取水ピットにおける上昇側の入力津波の時刻

歴波形，第2.3-3図に海水ポンプグランドドレン排

出配管ルートを示す。 

4.3.2 安全機能への影響確認 

【規制基準における要求事項等】 

浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設

備等がある場合は、防水区画化すること。 

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し、

安全機能への影響がないことを確認すること。 

 

【確認内容】 

(1)要求事項に適合する影響確認の方針であること

を確認する。なお、後段規制（工事計画認可）に

おいては、浸水想定範囲、浸水経路・浸水口・浸

水量及び浸水防止設備の仕様を確認する。 

 

1.4.1.4 漏水による重要な安全機能への影響防止

（外郭防護２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 安全機能への影響評価 

 海水ポンプ室には，重要な安全機能を有する屋

外設備である非常用海水ポンプが設置されてい

るため，海水ポンプ室を防水区画化する。 

 防水区画化した海水ポンプ室の海水ポンプグ

ランドドレン排出口逆止弁については，漏水が発

生する可能性があるため，浸水量を評価し，安全

機能への影響がないことを確認する。 

 

安全機能への影響評価 

(2)【規制基準における要求事項等】 

浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する

設備等がある場合は，防水区画化すること。 

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施

し，安全機能への影響がないことを確認すること。

 

【検討方針】 

浸水想定範囲が存在する場合，その周辺に重要な

安全機能を有する設備等がある場合は，防水区画化

する。必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実

施し，安全機能への影響がないことを確認する（【検

討結果】参照）。 

 

【検討結果】 

浸水想定範囲である海水ポンプ室には，重要な安

全機能を有する屋外設備である非常用海水ポンプ

が設置されていることから，海水ポンプ室を防水区

画化する。「(1) 漏水対策」で述べたとおり，非常

用海水ポンプの設置されている海水ポンプ室は海

水ポンプグランドドレン排出口逆止弁からの漏水

が想定されることから，海水ポンプ室への浸水量の

評価結果を踏まえて，安全機能への影響を評価し

た。 

ａ．機能喪失高さ 

    非常用海水ポンプの安全機能に対しては，モ

ータ本体，電源ケーブル及び電源への影響が考
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えられる。 

    非常用海水ポンプのうち，残留熱除去系海水

ポンプの電源ケーブルは，端子台高さがT.P.

＋3.7mであり，電源ケーブルは中間接続なしで

原子炉建屋電気室（T.P.－4.0m及びT.P.＋

2.5m）まで敷設されている。これに対して，モ

ータ下端高さはT.P.＋2.7mである。このため，

機能を維持できる水位は，モータ下端高さの

T.P.＋2.7mとなる。 

    非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水

ポンプの電源ケーブルは，端子台高さがT.P.

＋2.4mであり，電源ケーブルは中間接続なしで

原子炉建屋の非常用ディーゼル発電機室及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室（T.P.

＋0.7m）まで敷設されている。これに対して，

モータ下端高さはT.P.＋2.2mである。このた

め，機能を維持できる水位は，モータ下端高さ

のT.P.＋2.2mとなる。 

    また，非常用海水ポンプ用の電源は，常用電

源回路と分離されているため，常用電源回路に

地絡が発生した場合においても影響は受けな

い。 

    なお，非常用海水ポンプモータについては，

各々のポンプに対して1台ずつ合計7台の予備

品を確保し，津波の影響を受けない場所に保管

している。 

    第 2.3-4 図に非常用海水ポンプの位置関係

図を示す。 

ｂ．逆止弁性能 

   海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の水

密性については，水圧試験等によって評価してい

る。試験にて許容漏えい量を 0.13 ／分と設定し

ているが，水圧試験等において漏えいは確認され

ていないことから漏水の影響はない。しかしなが

ら，ここでは保守的に 0.13 ／分の漏れ量を考慮

した場合の海水ポンプ室への漏水量を評価する

とともに，さらに，海水ポンプグランドドレン排
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出口逆止弁のフロート開固着による動作不良を

想定した場合の漏水量を評価した。第 2.3-5 図に

海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の構造

図を示す。 

ｃ．漏えい量評価の前提条件 

    海水ポンプグランドドレン排出口からの漏

水量評価に当たっては，保守的に以下の条件を

想定した。 

・ 試験の許容漏えい量である0.13 ／分に基

づく漏水量評価に当たっては，各海水ポン

プ室のグランドドレン排出口逆止弁から漏

水が発生するものとする。 

・ 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の

動作不良を想定した漏水量評価に当たって

は，各海水ポンプ室（北側及び南側）の逆

止弁の動作不良を想定する。この際，配管

圧損及び逆止弁の圧損は考慮しない保守的

な条件とする。 

・ 漏水の発生高さは，非常用海水ポンプのう

ち，ポンプに接続するグランドドレン排出

配管の高さの低い非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機用海水ポンプの接続部高さ

T.P.＋1.64mとし，入力津波の時刻歴波形か

ら，T.P.＋1.64mを超える継続時間において

漏水が発生するものとする（非常用ディー

ゼル発電機用海水ポンプグランドドレン排

出配管接続部位置は第2.3-3図参照）。 

・ T.P.＋1.64mを超える継続時間については，

入力津波の時刻歴波形から，6 パターンに

類型化した上で，漏水量の算出に当たって

は，各パターンの津波高さ及び継続時間を

保守的に設定した上で，正弦波として評価

する。第 2.3-6 図に取水ピットにおける入

力津波の時刻歴波形及び類型化，第 2.3-7

図に時刻歴波形の正弦波モデル例を示す。

ｄ．漏えい量評価結果 

  ① 許容漏えい量である0.13 ／分に基づく漏
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水量評価結果 

     第 2.3-6 図に示したとおり，漏水発生高さ

（グランドドレン排出配管ポンプ接続部下

端高さ）T.P.＋1.64m を超える継続時間は合

計で 120 分であるため，逆止弁 1台当たりの

グランドドレン排出配管からの漏水量は

15.6 となる。各海水ポンプ室にはそれぞれ

1台の海水ポンプグランドドレン排出口逆止

弁が設置されていることから，北側海水ポン

プ室及び南側海水ポンプ室の漏水量は15.6 

となり，漏水量はごく僅かで，海水ポンプ室

床面への浸水は 1mm 以下である。 

     以上より，非常用海水ポンプグランドドレ

ン排出口逆止弁から0.13 ／分の漏れ量を想

定した漏水によっても，非常用海水ポンプの

安全機能を阻害することはない。 

   ② 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁

の動作不良を考慮した場合の漏水量評価 

     第2.3-6図において6パターンに類型化し

た保守的な津波高さ及び継続時間に基づき，

各海水ポンプ室（北側及び南側）それぞれの

非常用海水ポンプグランドドレン排出口逆

止弁の動作不良を想定した場合の漏水量を

評価した。 

     評価の結果，漏水量は，海水ポンプグラン

ドドレン排出口逆止弁 1台当たり 12.9m３と

なり，浸水高さは，海水ポンプ室（北側）で

T.P.＋1.13m 及び海水ポンプ室（南側）で

T.P.＋1.04m であり，機能喪失高さの低い非

常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水

ポンプのモータ下端高さ T.P.＋2.2m に対し

て，1m 以上の裕度があることが分かった。 

     以上より，海水ポンプグランドドレン排出

口逆止弁の動作不良を想定した漏水の発生

によっても，非常用海水ポンプの安全機能を

阻害することはない。 

     第 2.3-2 表に海水ポンプグランドドレン
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排出口逆止弁作動不良時の漏水量評価結果

を示す。 

4.3.3 排水設備設置の検討 

【規制基準における要求事項等】 

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される

場合は、排水設備を設置すること。 

 

【確認内容】 

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。

なお、後段規制（工事計画認可）においては、浸

水想定範囲における排水設備の必要性、設置する

場合の設備仕様について確認する。 

 

 

1.4.1.4 漏水による重要な安全機能への影響防止

（外郭防護２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 排水設備の検討 

 上記(2)において浸水想定範囲である海水ポン

プ室において，長期間冠水することが想定される

場合は，排水設備を設置する。 

 

（3）排水設備設置の検討 

【規制基準における要求事項等】   

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定され

る場合は，排水設備を設置すること。 

 

【検討方針】 

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定され

る場合は，排水設備を設置する（【検討結果】参照）。

 

 

【検討結果】 

浸水想定範囲である海水ポンプ室において，非常用

海水ポンプグランドドレン排出配管逆止弁からの漏

水を想定しても，2．3(2)に示したとおり，非常用海

水ポンプの安全機能は阻害されないため，排水設備は

不要である。 
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4.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防

護） 

 

4.4.1 浸水防護重点化範囲の設定 

【規制基準における要求事項等】 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及

び区画については、浸水防護重点化範囲として明確

化すること。 

 

【確認内容】 

(1)重要な安全機能を有する設備等（耐震Ｓクラスの

機器・配管系）のうち、基本設計段階において位

置が明示されているものについては、それらの設

備等を内包する建屋、区画が津波防護重点範囲と

して設定されていることを確認する。 

(2)基本設計段階において全ての設備等の位置が明

示されているわけではないため、工事計画認可の

段階において津波防護重点化範囲を再確認する

必要がある。したがって、基本設計段階において

位置が確定していない設備等に対しては、内包す

る建屋及び区画単位で津波防護重点化範囲を工

認段階で設定することが方針として明記されて

いることを確認する。 

 

1.4.1.5 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内

包する建屋及び区画の隔離（内郭防護） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 浸水防護重点化範囲の設定 

   浸水防護重点化範囲として，原子炉建屋，使用

済燃料乾式貯蔵建屋，海水ポンプ室，軽油貯蔵タ

ンク及び非常用海水系配管を設定する。 

 

2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）

2.4.1 浸水防護重点化範囲の設定 

【規制基準における要求事項等】 

 重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及

び区画については，浸水防護重点化範囲として明確化

すること。 

 

 

 

【検討方針】 

 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護

施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水

設備を除く。）を内包する建屋及び区画については，

浸水防護重点化範囲として明確化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討結果】 

  設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護

施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水

設備を除く。）を内包する建屋及び区画としては、

原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建

屋，海水ポンプ室，排気筒，軽油貯蔵タンク，緊急

時対策所及び非常用海水系配管がある。このうち，

耐震Ｓクラスの設備を内包する建屋及び区画は，原

子炉建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，海水ポンプ室，

軽油貯蔵タンク及び非常用海水系配管であるため，

これらを浸水防護重点化範囲として設定する。 

第2.4-1図に設計基準対象施設の津波防護対象設

備を内包する建屋及び区画並びに浸水防護重点化

範囲の配置を示す。 
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4.4.2 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対

策 

【規制基準における要求事項等】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲、浸水量を安全

側に想定すること。 

浸水範囲、浸水量の安全側の想定に基づき、浸水防

護重点化範囲への浸水の可能性のある経路、浸水口

（扉、開口部、貫通口等）を特定し、それらに対し

て浸水対策を施すこと。 

 

【確認内容】 

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。

なお、後段規制（工事計画認可）においては、浸

水範囲、浸水量の想定、浸水防護重点化範囲への

浸水経路・浸水口及び浸水防止設備の仕様につい

て、確認する。 

(2)津波による溢水を考慮した浸水範囲、浸水量につ

いては、地震による溢水の影響も含めて、以下の

例のように安全側の想定を実施する方針である

ことを確認する。 

①地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・配

管の損傷による建屋内への津波及び系統設備保有

水の溢水、下位クラス建屋における地震時のドレ

ン系ポンプの停止による地下水の流入等の事象が

想定されていること。 

②地震・津波による屋外循環水系配管や敷地内のタ

ンク等の損傷による敷地内への津波及び系統設備

保有水の溢水等の事象が想定されていること。 

③循環水系機器・配管損傷による津波浸水量につい

ては、入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰

り返しの来襲が考慮されていること。 

④機器・配管等の損傷による溢水量については、内

部溢水における溢水事象想定を考慮して算定して

いること。 

⑤地下水の流入量については、例えば、ドレン系が

停止した状態での地下水位を安全側（高め）に設

定した上で、当該地下水位まで地下水の流入を考

慮するか、又は対象建屋周辺のドレン系による１

1.4.1.5 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内

包する建屋及び区画の隔離（内郭防護） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

【規制基準における要求事項等】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安

全側に想定すること。 

浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水

防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，浸水

口（扉，開口部，貫通口等）を設定し，それらに対

して浸水対策を施すこと。 

 

 

【検討方針】 

  津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を想

定する。 

浸水範囲，浸水量の想定に基づき，浸水防護重点

化範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，

開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸水

対策を実施する。 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量につ

いては，地震による溢水の影響も含めて，以下の方

針により安全側の想定を実施する。 

(1) 地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・

配管の損傷による建屋内への津波及び系統設備

保有水の溢水，下位クラス建屋における地震時の

ドレン系ポンプの停止による地下水の流入等の

事象を考慮する。 

(2) 地震・津波による屋外循環水系配管や敷地内の

タンク等の損傷による敷地内への津波及び系統

保有水の溢水等の事象を考慮する。 

(3) 循環水系機器・配管等損傷による津波浸水量に

ついては，入力津波の時刻歴波形に基づき，津波

の繰り返し襲来を考慮する。 

(4) 配管・機器等の損傷による溢水量については，

内部溢水における溢水事象想定を考慮して算出

する。 

(5) 地下水の流入量は，対象建屋周辺のドレン系に

よる排水量の実績値に基づき，安全側の仮定条件

で算定する。 

(6) 施設・設備施工上生じうる隙間部等がある

 



 

５条- 76 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

日当たりの排水量の実績値に対して、外部の支援

を期待しない約７ 日間の積算値を採用する等、安

全側の仮定条件で算定していること。 

⑥施設・設備施工上生じうる隙間部等についても留

意し、必要に応じて考慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

   津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量に

ついては，以下のとおり地震による溢水の影響も

含めて確認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水

の可能性のある経路，浸水口を特定し，浸水対策

を実施する。具体的には，タービン建屋から浸水

防護重点化範囲（原子炉建屋）への地震による循

環水系配管の損傷箇所からの津波の流入等を防

止するため，タービン建屋と隣接する原子炉建屋

の地下階の貫通部に対して止水処置を実施する。

屋外の循環水系配管の損傷箇所から海水ポンプ

室への津波の流入を防止するため，海水ポンプ室

貫通部止水処置を実施する。また，屋外の非常用

海水系配管（戻り管）の破損箇所から津波の流入

を防止するため，貫通部止水処置に加えて，海水

ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋の設置を実

施する。浸水対策の実施に当たっては，以下の影

響を考慮する。 

  ａ．地震に起因するタービン建屋内の循環水系配

管の伸縮継手の破損及び耐震Ｂクラス及びＣ

クラス機器の損傷により保有水が溢水すると

ともに，津波が循環水系配管に流れ込み，循環

水系配管の伸縮継手の損傷箇所を介して，ター

ビン建屋内に流入することが考えられる。この

ため，タービン建屋内に流入した津波により，

タービン建屋に隣接する浸水防護重点化範囲

（原子炉建屋）への影響を評価する。 

  ｂ．地震に起因する循環水ポンプ室での循環水系

配管の伸縮継手の破損箇所を介して，津波が循

環水ポンプ室に流入することが考えられる。こ

のため，循環水ポンプ室に流入した津波によ

り，隣接する浸水防護重点化範囲（海水ポンプ

場合には，当該部からの溢水も考慮する。 

 

 

 

 

【検討結果】 

  設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護

施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水

設備を除く。）を内包する建屋及び区画については，

「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１）」のとおり，

基準津波に対して外郭防護が達成されており，津波

単独事象に対して浸水防護重点化範囲の境界に浸

水が達することはない。しかし，地震後の津波によ

る影響としては，以下に示す事象が考えられるた

め，各事象による浸水防護重点化範囲への影響を評

価する。第2.4-2図に浸水防護重点化範囲と想定す

る溢水及び津波に流入箇所を示す。 

(1) 地震後の津波による浸水防護重点化範囲へ影

響することが考えられる事象について 

ａ．屋内の溢水 

(a) タービン建屋における循環水系配管からの

溢水及び津波の流入 

 地震に起因するタービン建屋内の循環水系

配管の伸縮継手の破損並びに耐震Ｂクラス及

びＣクラスの機器の損傷により保有水が溢水

するとともに，津波が循環水系配管に流れ込

み，循環水系配管の損傷箇所を介してタービ

ン建屋内に流入することが考えられる。 

 このため，タービン建屋での溢水及びター

ビン建屋への津波の流入により，タービン建

屋に隣接する浸水防護重点化範囲である原子

炉建屋への影響を評価する。 

 

ｂ．屋外の溢水 

(a) 循環水ポンプ室における循環水系配管から

の溢水及び津波の流入 

 地震に起因する循環水ポンプ室内の循環水

系配管の伸縮継手の破損により保有水が溢水
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室）へ与える影響を評価する。 

  ｃ．地震に起因する屋外の非常用海水系配管（戻

り管）の損傷箇所を介して，津波が設計基準対

象施設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸

水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備

を除く。）の設置された敷地に流入することが

考えられる。このため，敷地に流入した津波に

より，浸水防護重点化範囲（原子炉建屋，使用

済燃料乾式貯蔵建屋，海水ポンプ室，軽油貯蔵

タンク及び非常用海水系配管）への影響を評価

する。 

  ｄ．地下水については，地震時の地下水の流入が

浸水防護重点化範囲へ与える影響について評

価する。 

 (3) 上記(2)ａ．～ｄ．の浸水範囲，浸水量の評価

については，以下のとおり安全側の想定を実施す

る。 

  ａ．建屋内の機器・配管の損傷による津波，溢水

等の事象想定 

    タービン建屋における溢水については，循環

水系配管の伸縮継手の全円周状の破損及び地

震に起因する耐震Ｂクラス及びＣクラス機器

の破損を想定し，地震加速度大による原子炉ス

クラム及びタービン建屋復水器エリアの漏え

い信号で作動するインターロックによる循環

水ポンプの停止及び復水器水室出入口弁の閉

止までの間に生じる溢水量と溢水源となり得

る機器の保有水による溢水量及び循環水系配

管の破損箇所からの津波の流入量を合算した

水量が，タービン建屋空間部に滞留するものと

して溢水水位を算出する。なお，インターロッ

クにより復水器水室出入口弁を閉止すること

により津波の流入を防止できるため，津波の流

入は考慮しない。 

  ｂ．屋外配管やタンク等の損傷による津波，溢水

等の事象想定 

    循環水系配管の屋外における溢水について

は，循環水系配管の伸縮継手の全円周状の破損

するとともに，津波が循環水系配管に流れ込

み，循環水系配管の損傷箇所を介して循環水

ポンプ室内に流入することが考えられる。 

 このため，循環水ポンプ室への溢水及び津

波の流入により隣接する海水ポンプ室へ流入

する可能性があることから，浸水防護重点化

範囲である海水ポンプ室への影響を評価す

る。 

(b) 屋外における非常用海水系配管（戻り管）

からの溢水及び津波の流入 

 残留熱除去系の海水配管，非常用ディーゼ

ル発電機用の海水配管及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機用の海水配管（以下「非

常用海水系配管」という。）の原子炉建屋から

放水路までの放水ラインの部分（屋外）は，

耐震Ｃクラスであることから，地震に起因し

て損傷した場合には，非常用海水ポンプの運

転にともない損傷箇所から溢水するととも

に，放水路に流入した津波が非常用海水系配

管に流れ込み，非常用海水系配管の損傷箇所

を介して設計基準対象施設の津波防護対象設

備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視

装置及び非常用取水設備を除く。）の設置され

た敷地に流入する可能性があることから，浸

水防護重点化範囲への影響を評価する。 

(c) 屋外タンクからの溢水 

 地震に起因して，防潮堤内側に設置された

屋外タンクが損傷し，敷地内に溢水が生じた

場合には，浸水防護重点化範囲及び隣接する

タービン建屋へ流入する可能性があることか

ら影響を評価する。 

ｃ．地下水による影響 

東海第二発電所では，溢水防護対象設備を内

包する原子炉建屋，タービン建屋等の周辺地下

部に第2.4-3図に示すように地下水の排水設備

（サブドレン）を設置しており，同設備により

各建屋周辺に流入する地下水の排出を行ってい

る。地震によりすべての排水ポンプが同時に機
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を想定し，循環水ポンプ吐出による溢水が循環

水ポンプ室へ流入して滞留する水量を算出し，

隣接する浸水防護重点化範囲に浸水しないこ

とを確認する。なお，インターロックにより循

環水ポンプ出口弁及び復水器水室出入口弁を

閉止することにより津波の流入を防止できる

ため，津波の流入は考慮しない。 

    屋外における非常用海水系配管（戻り管）か

らの溢水については，非常用海水ポンプの全台

運転を想定し，その定格流量が溢水し，設計基

準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施

設，浸水防護設備，津波監視設備及び非常用取

水設備を除く。）の設置された敷地に流入した

ときの浸水防護重点化範囲への影響を確認す

る。なお，津波の襲来前に放水路ゲートを閉止

することから，非常用海水系配管（戻り管）の

放水ラインの放水路側からの津波の流入は防

止できるため，津波の流入は考慮しない。 

    屋外タンクの損傷による溢水は，設計基準対

象施設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸

水防護設備，津波監視設備及び非常用取水設備

を除く。）の設置された敷地に流入したときの

浸水防護重点化範囲への影響を確認する。な

お，屋外タンクの損傷による溢水については，

津波の影響はない。 

  ｃ．循環水系及び非常用海水系の機器・配管損傷

による津波浸水量の考慮 

    上記ａ．及びｂ．のとおり，循環水系配管及

び非常用海水系配管（戻り管）の損傷に対して，

津波を流入させない設計とすることから，津波

の浸水量は考慮しない。 

  ｄ．機器・配管等の損傷による内部溢水の考慮 

    機器・配管等の損傷による浸水範囲，浸水量

については，損傷箇所を介したタービン建屋へ

の津波の流入，内部溢水等の事象想定も考慮し

て算定する。 

  ｅ．地下水の溢水影響の考慮 

    地下水の流入については，複数のサブドレン

能喪失することを想定し，その際の排水不能と

なった地下水が浸水防護重点化範囲に与える影

響について評価する。 

(2) 影響評価方針 

ａ．屋内の溢水 

(a) タービン建屋における循環水系配管からの

溢水及び津波の流入 

 タービン建屋における循環水系配管からの

溢水及び津波の流入においては，循環水系配

管の伸縮継手の破損個所からの溢水及び津波

の流入，耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損

傷による溢水を合算した水量がタービン建屋

空間部に滞留するものとして，浸水防護重点

化範囲への影響を評価する。 

 評価の方針を以下に示す。第2.4-4図に評価

方針の概要を示す。 

ⅰ) 地震により循環水系配管の伸縮継手の全

円周状の破損及び耐震Ｂクラス及びＣクラ

スの機器の損傷により溢水が発生する。 

ⅱ) 地震加速度大による原子炉スクラム信号

及びタービン建屋の復水器エリアの漏えい

検知信号により，循環水ポンプ停止及び復

水器水室出入口弁閉止のインターロックを

設けることから，循環水系配管の伸縮継手

からの溢水は，破損から循環水ポンプ停止

及び復水器水室出入口弁の閉止までの時間

を考慮する。なお，インターロックの詳細

については，「内部溢水の評価について」に

示す。 

ⅲ) 循環水ポンプ1台目及び2台目の停止は伸

縮継手の損傷から3分後，3台目は5分後とな

るが，保守的に3台とも5分後に停止するも

のとする。 

ⅳ) 循環水系配管の伸縮継手損傷箇所での溢

水の流出圧力は，保守的に循環水ポンプの

吐出圧力とする。また，保守的に配管の圧

力損失は考慮しない。 

ⅴ) 耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損傷に



 

５条- 79 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

ピット及び排水ポンプにより排水することが

できる。また，排水ポンプ停止に伴う地下水位

上昇を想定しても建屋地下部貫通部の止水処

置を行い，浸水防護重点化範囲への浸水を防止

する設計とする。 

  ｆ．施設・設備施工上生じうる隙間部等について

の考慮 

    津波及び溢水により浸水を想定するタービ

ン建屋と原子炉建屋地下部の境界において，施

工上生じうる建屋間の隙間部には，止水処置を

行い，浸水防護重点化範囲への浸水を防止する

設計とする。また，津波及び溢水により浸水を

想定する循環水ポンプ室と隣接する海水ポン

プ室の貫通部の隙間部には，止水処置を行い，

浸水防護重点化範囲への浸水を防止する設計

とする。 

 

よる溢水は，瞬時にタービン建屋に滞留す

ることとする。 

ⅵ) インターロックにより復水器水室出入口

弁を閉止することから，津波及びサイフォ

ンによる流入は考慮しない。 

ｂ．屋外の溢水 

(a) 循環水ポンプ室における循環水系配管から

の溢水及び津波の流入 

 循環水ポンプ室における循環水系配管から

の溢水及び津波の流入においては，循環水系

配管の伸縮継手の破損箇所からの溢水及び津

波の流入を合算した水量が循環ポンプ室空間

部に滞留するものとして，浸水防護重点化範

囲への影響を評価する。 

 評価の方針を以下に示す。第2.4-5図に評価

方針の概要を示す。 

ⅰ) 地震により循環水系配管の伸縮継手の全

円周状の破損により溢水が発生する。 

ⅱ) 地震加速度大による原子炉スクラム信号

及び循環水ポンプエリアの漏えい検知信号

により，循環水ポンプを停止するとともに

ポンプ出口弁を閉止するインターロックを

設けることから，循環水系配管の伸縮継手

からの溢水は，破損から循環水ポンプ停止，

循環水ポンプ出口弁の閉止及び復水器水室

出入口弁の閉止までの時間を考慮する。な

お，インターロックの詳細については「内

部溢水の評価について」に示す。 

ⅲ) 循環水ポンプ1台目及び2台目の停止は伸

縮継手の損傷から3分後，3台目は5分後とな

るが，保守的に3台とも5分後に停止するも

のとする。 

ⅳ) 循環水系配管の伸縮継手破損箇所での溢

水の流出圧力は，循環水ポンプの吐出圧力

とする。また，保守的に配管の圧力損失は

考慮しない。 

ⅴ) インターロックにより，循環水ポンプを

停止するとともにポンプ出口弁及び復水器
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

水室出入口弁を閉止するインターロックを

設けることから，津波及びサイフォンによ

る流入は考慮しない。 

(b) 屋外における非常用海水系配管（戻り管）

からの溢水及び津波の流入 

 屋外における非常用海水系配管（戻り管）

からの溢水及び津波の流入においては，非常

用海水ポンプの運転にともなう溢水及び津波

の流入を合算した流量が設計基準対象施設の

津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防護

設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除

く。）の設置された敷地に流れ込んだときの浸

水防護重点化範囲への影響を評価する。第

2.4-6図に非常用海水系配管の放出ラインの

ルートを示す。 

 評価の方針を以下に示す。 

ⅰ) 非常用海水ポンプは全台運転とし，その

定格流量が溢水する。 

ⅱ) 敷地内に広がった溢水及び流入した津波

は，途中での地中への浸透及び構内排水路

からの排出を考慮しない。 

ⅲ) 溢水及び流入した津波は，敷地全体に均

一に広がるものとする。 

ⅳ) 津波が襲来する前に放水路ゲートを閉止

し敷地への流入を防止するため，非常用海

水系配管の放水ラインの放水路側からの津

波の流入は考慮しない。 

ⅴ) 非常用海水系配管の放水ラインは，T.P.

＋8mの敷地に設置されていることから海水

面より十分高い位置にあり，津波が襲来す

る前に放水路ゲートを閉止することから，

放水路側からのサイフォンによる流入は考

慮しない。 

ｃ．地下水による影響 

地震によりすべての排水ポンプが同時に機能

喪失することを想定する。 

(3) 評価結果 

ａ．屋内の溢水 
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

(a) タービン建屋における循環水系配管からの

溢水及び津波の流入 

ⅰ) 溢水量評価 

 循環水系配管の伸縮継手からの溢水量

は，溢水流量及び溢水時間から算出した。

溢水量は，復水器水室出入口弁12箇所，復

水器水室連絡弁6箇所及び復水器バイパス

弁3箇所の合計21箇所の伸縮継手の損傷を

想定して算出した結果，約142,730m３／hと

なった。溢水時間は，地震による伸縮継手

損傷からインターロックによる循環水ポン

プ停止及び復水器水室出入口弁の閉止まで

の5分間となることから，循環水系配管の伸

縮継手からの溢水量は，約11,900m３となる。

なお，評価の詳細は「内部溢水の評価につ

いて」に示す。 

 耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損傷に

よる溢水量は，約9,010 m３となる。なお，

評価の詳細は「内部溢水の評価について」

に示す。 

ⅱ) サイフォン効果による流入量 

 インターロックにより復水器水室出入口

弁を閉止することから，サイフォンによる

流入は考慮しないため，0m３である。 

ⅲ) 津波の流入量 

 インターロックにより復水器水室出入口

弁を閉止し，循環水系配管の伸縮継手の損

傷から閉止までの時間は5分であり，津波の

流入は防止できることから，津波の流入量

は0m３である。 

ⅳ) 浸水防護重点化範囲への影響評価 

 タービン建屋のT.P.＋8.2mの箇所には，

原子炉建屋との通路があり，この通路から

原子炉建屋へ流入する可能性がある。この

ため，浸水防護重点化範囲である原子炉建

屋への影響がない高さとして，T.P.＋8.2m

までがタービン建屋に貯留できる空間とな

り，その容量は約26,699m３となる。なお，
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

タービン建屋の貯留できる容量の詳細は内

部溢水の評価について」に示す。 

 循環水系配管の伸縮継手の破損個所から

の溢水及び津波の流入，耐震Ｂクラス及び

Ｃクラス機器の損傷による溢水を合算した

水量約20,910m３は，タービン建屋の貯留で

きる容量約26,699m３以下であり，タービン

建屋から原子炉建屋への流入はないため，

浸水防護重点化範囲への影響はない。なお，

タービン建屋と浸水防護重点化範囲である

原子炉建屋との境界については，貫通部の

止水処置を行い，原子炉建屋への浸水対策

を実施しているため，タービン建屋内に溢

水が生じた場合においても，隣接する浸水

防護重点化範囲へ影響を及ぼすことはな

い。 

ｂ．屋外の溢水 

(a) 循環水ポンプ室における循環水系配管から

の溢水及び津波の流入 

ⅰ) 溢水流量評価 

 循環水ポンプ室における循環水系配管か

らの溢水として，循環水ポンプ出口弁部の

伸縮継手の損傷を想定して算出した結果，

6,179 m３／hとなった。なお，評価の詳細

は「内部溢水の評価について」に示す。 

ⅱ) サイフォン効果による流入流量 

インターロックにより循環水ポンプ出口弁

及び復水器水室出入口弁を閉止することか

ら，サイフォンによる流入は考慮しないた

め，  0m３／hである。 

ⅲ) 津波の流入流量 

 インターロックにより循環水ポンプを停

止するとともに循環水ポンプ出口弁を閉止

し，循環水系配管の伸縮継手の損傷から閉

止までの時間は5分であり，津波の流入は防

止できることから，津波の流入流量は0m３／

hである。 

ⅳ) 浸水防護重点化範囲への影響評価 
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

 循環水系配管の伸縮継手の破損箇所から

の溢水及び津波の流入を合算した水量が，

分離壁間の長方形堰を越流するときの越流

水深を算出した結果は0.14mであり，分離壁

の高さ0.79mを超えないことから，浸水防護

重点化範囲である海水ポンプ室への影響を

及ぼすことはない。なお，越流水深算出の

詳細は「内部溢水の評価について」に示す。

また，海水ポンプ室の壁の貫通部について

は，止水処置を行い，海水ポンプ室への浸

水対策を実施しているため，循環水ポンプ

室及び海水ポンプ室廻りに浸水した場合に

おいても，浸水防護重点化範囲である海水

ポンプ室へ影響を及ぼすことはない。 

(b) 屋外における非常用海水系配管からの溢水

及び津波の流入 

ⅰ) 溢水流量評価 

 溢水流量は，非常用海水ポンプ全台の定

格流量として4320.8m３／hとする。なお，溢

水流量の詳細については「内部溢水の評価

について」に示す。 

ⅱ) サイフォン効果による流入流量 

 サイフォンによる流入は考慮しないた

め，0m３／hである。 

ⅲ) 津波の流入流量 

 津波の流入は考慮しないため，0m３／hで

ある。 

ⅳ) 浸水防護重点化範囲への影響評価 

 敷地内への広がりは約20mm／hであり，構

内排水路は敷地内（防潮堤内側）の降雨量

127.5mm／h以上を排水できる設計とするこ

とから，溢水防護対象設備が設置されてい

る建物等の外壁に設置した扉等の開口部下

端の高さ0.2mに対しても影響がないことか

ら，浸水防護重点化範囲への影響はない。 

(c) 屋外タンクからの溢水 

 屋外タンク等の損傷による溢水について

は，基準地震動ＳＳによる地震力によって破損
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

が生じるおそれのある屋外タンク等が破損

し，保有水が流出し設計基準対象施設の津波

防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）の

設置された敷地に広がった時に，浸水防護終

点化範囲である原子炉建屋，使用済燃料乾式

貯蔵建屋，海水ポンプ室，軽油貯蔵タンク及

び非常用海水系配管並びに浸水防護重点化範

囲である原子炉建屋に隣接するタービン建屋

への流入の可能性について評価する。 

 評価の方針を以下に示す。 

ⅰ) 基準地震動ＳＳによって破損するおそれ

のある屋外タンクを考慮し，損傷によりタ

ンクの保有水の全量が流出する。（基準地震

動ＳＳによって破損するおそれのないタン

クからの溢水は考慮しない。） 

ⅱ) タンクから漏えいした溢水は，構内排水

路からの排水及び地中への浸透は考慮しな

い。 

ⅲ) タンクからの溢水は敷地全体に均一に広

がるものとする。ⅳ) 淡水貯水池について

は，基準地震動ＳＳによる地震力によって生

じるスロッシングにより溢水しない設計と

するため，溢水は生じないものとする。 

ｃ．地下水による影響 

 サブドレンは，ピット及び排水ポンプより構

成され，ピット間は配管で相互に接続されてい

るため，一箇所の排水ポンプが故障した場合で

も，他のピット及び排水ポンプにより排水する

ことができる。また，地震によりポンプ電源が

喪失した場合は，一時的な水位上昇の恐れがあ

るが，仮設分電盤及び仮設ポンプを常備してい

ることから排水は可能となっている。 

 地下水の溢水防護区画への浸水経路として

は，地下部における配管等の貫通部の隙間及び

建屋間の接合部が考えられるが，これらについ

ては，配管貫通部の隙間には止水措置を行って

おり，また建屋間の接合部にはエキスパンショ
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

ンジョイント止水板を設置しているため，地下

水が防護区画内に浸水することはない。 

以上より，地震によりサブドレンが機能喪失

した際に生じる建屋周辺に流入する地下水は，

浸水防護重点化範囲に影響を与えることがな

い。 
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(5) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

4.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全

機能への影響防止 

4.5.1 非常用海水冷却系の取水性 

【規制基準における要求事項等】 

非常用海水冷却系の取水性については、次に示す方

針を満足すること。 

・基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが

機能保持できる設計であること。 

・基準津波による水位の低下に対して冷却に必要な

海水が確保できる設計であること。 

【確認内容】 

(1)取水路の特性を考慮した海水ポンプ位置の評価

水位が適切に算定されていることを確認する。確

認のポイントは以下のとおり。 

①取水路の特性に応じた手法が用いられているこ

と。（開水路、閉管路の方程式） 

②取水路の管路の形状や材質、表面の状況に応じた

摩擦損失が設定されていること。 

(2)前述（3.4(4)）のとおり地殻変動量を安全側に考

慮して、水位低下に対する耐性（海水ポンプの仕

様、取水口の仕様、取水路又は取水ピットの仕様

等）について、以下を確認する。 

①海水ポンプの設計用の取水可能水位が下降側評価

水位を下回る等、水位低下に対して海水ポンプが

機能保持できる設計方針であること。 

②引き波時の水位が実際の取水可能水位を下回る場

合には、下回っている時間において、海水ポンプ

の継続運転が可能な貯水量を十分確保できる取水

路又は取水ピットの構造仕様、設計方針であるこ

と。 

なお、取水路又は取水ピットが循環水系と非常系で併

用される場合においては、循環水系運転継続等による

取水量の喪失を防止できる措置が施される方針であ

ること。 

 

 

 

1.4.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安

全機能への影響防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機

能への影響防止 

(１)非常用海水冷却系の取水性 

【規制基準における要求事項等】 

非常用海水冷却系の取水性については，次に示す

方針を満足すること。 

・基準津波による水位の低下に対して，海水ポン

プが機能保持できる設計であること。 

・基準津波による水位の低下に対して，冷却に必

要な海水が確保できる設計であること。 

 

【検討方針】 

基準津波による水位の低下に対して，非常用海水

ポンプが機能保持できる設計であることを確認す

る。また，基準津波による水位の低下に対して，冷

却に必要な海水が確保できる設計であることを確

認する。 

具体的には，以下のとおり実施する。 

・ 非常用海水ポンプ位置の評価水位の算定を適

切に行うため，取水路の特性に応じた手法を用

いる。また，取水路の管路の形状や材質，表面

の状況に応じた摩擦損失を設定する（1.4 項【検

討結果】及び本項【検討結果】参照）。 

・ 非常用海水ポンプの取水可能水位が下降側評

価水位を下回る等，水位低下に対して非常用海

水ポンプが機能保持できる設計となっている

ことを確認する（【検討結果】参照）。 

・ 引き波時に水位が実際の取水可能水位を下回

る場合には，下回っている時間において，非常

用海水ポンプの継続運転が可能な貯留量を十

分確保できる設計となっていることを確認す

る。なお，取水路又は取水ピットが循環水系を

含む常用系と非常用系で併用されているため，

循環水系を含む常用系ポンプ運転継続等によ

る貯留量の喪失を防止できる措置が施される

方針であることを確認する（【検討結果】参照）。
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(1) 非常用海水ポンプの取水性 

 基準津波による水位の低下に伴う取水路から

取水ピットの特性を考慮した非常用海水ポンプ

位置の評価水位を適切に算出するため，管路にお

いて運動方程式及び連続式を用いて解析を実施

する。また，その際，貯留堰がない状態で，取水

口，取水路及び取水ピットに至る経路をモデル化

し，粗度係数，貝代，スクリーン損失を考慮する

とともに，防波堤の有無及び潮位のばらつきの加

算による安全側に評価した値を用いる等，計算結

果の不確実性を考慮した評価を実施する。 

 この評価の結果，基準津波による下降側水位は

T.P.－5.64m となった。この水位に下降側の潮位

のばらつき0.16m と数値計算上のばらつきを考慮

した T.P.－6.0m を評価水位とする。評価水位は，

非常用海水ポンプの取水可能水位 T.P.－5.66m を

下回ることから，津波防護施設として取水口前面

の海中に天端高さ T.P.－4.9m の貯留堰を設置す

ることで，水位低下における非常用海水ポンプの

取水性は保持できる。なお，取水ピットは循環水

ポンプを含む常用海水ポンプが併用されている

ため，発電所を含む地域に大津波警報が発表され

た場合，引き波時における非常用海水ポンプ取水

位置での水位低下量を抑制するため，循環水ポン

プを含む常用海水ポンプは停止する運用とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討結果】 

ａ．取水路の特性を考慮した非常用海水ポンプ取水

性の評価水位 

   基準津波による水位の低下に伴う取水路の特

性を考慮した非常用海水ポンプ位置における取

水ピットの評価水位を適切に算定するため，非定

常開水路の連続式及び運動方程式を用いて管路

解析を実施する。また，その際，貯留堰がない状

態で，取水口から取水ピットに至る系をモデル化

し，管路の形状，材質及び表面の状況に応じた摩

擦係数を考慮するとともに，貝付着やスクリーン

損失及び防波堤の有無を考慮し，解析結果に対し

て，安全側の評価となるよう，潮位のばらつきの

加算や数値計算上のばらつき考慮している。 

   以上の解析により算出した取水ピット内の基

準津波による下降側水位は，水位変動に対して厳

しい条件となるスクリーンによる損失がない条

件で T.P.－5.64m となった。これに下降側の潮位

のばらつき 0.16m，数値計算上のばらつきを考慮

し，安全側に評価して設定した T.P.－6.0m を評

価水位とする。第 2.5-1 図に取水ピットにおける

下降側の入力津波の時刻歴波形を示す。 

ｂ．非常用海水ポンプ取水性 

   非常用海水ポンプ取水性の評価水位である

T.P.－6.0m に対して，非常用海水ポンプである

非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ

の取水可能水位は T.P.－6.08m であるため，取水

機能は維持できる。しかし，残留熱除去系海水ポ

ンプの取水可能水位は T.P.－5.42m であり，ま

た，水理実験により確認した取水可能水位はT.P.

－5.66m であるため，評価水位 T.P.－6.0m より

高い位置となった。 

   このため，取水口前面の海中に海水を貯留する

貯留堰を設置し，引き波時においても，残留熱除

去系海水ポンプを含む非常用海水ポンプの取水

性を確保する設計とする。 

第 2.5-1 表に非常用海水ポンプの取水可能水位
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4.5.2 津波の二次的な影響による非常用海水冷却

系の機能保持確認 

【規制基準における要求事項等】 

基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積が適切

に評価されていること。 

基準津波に伴う取水口付近の漂流物が適切に評価

されていること。 

非常用海水冷却系については、次に示す方針を満足

すること。 

・基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆

積、陸上斜面崩壊による土砂移動・堆積及び漂流

物に対して取水口及び取水路の通水性が確保でき

る設計であること。 

・基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に

対して海水ポンプが機能保持できる設計であるこ

と。 

【確認内容】 

(1)基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積につ

いては、（3.2.1）の遡上解析結果における取水

口付近の砂の堆積状況に基づき、砂の堆積高さが

取水口下端に到達しないことを確認する。取水口

下端に到達する場合は、取水口及び取水路が閉塞

する可能性を安全側に検討し、閉塞しないことを

確認する。｢安全側｣な検討とは、浮遊砂濃度を合

理的な範囲で高めてパラメータスタディするこ

とによって、取水口付近の堆積高さを高めに、ま

た、取水路における堆積砂混入量、堆積量を大き

めに算定すること等が考えられる。 

(2)混入した浮遊砂は、取水スクリーン等で除去する

ことが困難なため、海水ポンプそのものが運転時

の砂の混入に対して軸固着しにくい仕様である

ことを確認する。 

(3)基準津波に伴う取水口付近の漂流物については、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 津波の二次的な影響による非常用海水ポンプ

の機能保持確認 

 基準津波による水位変動に伴う海底の砂移

動・堆積及び漂流物に対して，取水口，取水路及

び取水ピットの通水性が確保できる設計とする。

 また，基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等

の混入に対して非常用海水ポンプは機能保持で

きる設計とする。 

評価結果，添付資料（１８）に残留熱除去系海水

ポンプの水理実験結果を示す。 

   また，取水ピットは，循環水ポンプを含む常用

海水ポンプと併用しているため，発電所を含む地

域に大津波警報が発表された場合には，循環水ポ

ンプを含む常用海水ポンプは停止（プラント停

止）する運用とする。 

取水口前面の海中に設置する貯留堰は，通常運

転時の海水ポンプの安定取水（流況，損失水頭等）

に影響がないことを確認した上で，天端高さを

T.P.－4.9m とし，非常用海水ポンプの取水可能

水位を下回る時間においても，非常用海水ポンプ

全台が 30 分以上運転継続するための必要容量

2,162m３以上の容量である約 2,370m３の容量を確

保できる設計とする。一方，引き波が貯留堰の天

端高さ T.P.－4.9m を下回る時間は，取水ピット

における下降側水位の時刻歴波形から約 3 分で

あるため，非常用海水ポンプの継続運転に問題な

い。 

   第 2.5-2 図に引き波の継続時間，第 2.5-2 表に

非常用海水ポンプの運転継続時間の評価結果，第

2.5-3 図に貯留堰の平面図を示す。また，貯留堰

の天端高さ決定の考え方を添付資料（１９）に示

す。 

 

ｃ．まとめ 

   以上より，基準津波による水位の低下に対し

て，非常用海水ポンプは機能保持でき，冷却に必

要な海水が確保できることを確認した。 

 

(２)津波の二次的な影響による非常用海水冷却系の

機能保持確認 

【規制基準における要求事項等】 

基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積が適

切に評価されていること。 

基準津波に伴う取水口付近の漂流物が適切に評

価されていること。 

非常用海水冷却系については，次に示す方針を満
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(3.2.1)の遡上解析結果における取水口付近を含む敷

地前面及び遡上域の寄せ波及び引き波の方向、速度の

変化を分析した上で、漂流物の可能性を検討し、漂流

物により取水口が閉塞しない仕様の方針であること、

又は閉塞防止措置を施す方針であることを確認する。

なお、取水スクリーンについては、異物の混入を防止

する効果が期待できるが、津波時には破損して混入防

止が機能しないだけでなく、それ自体が漂流物となる

可能性が有ることに留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足すること。 

・ 基準津波による水位変動に伴う海底の砂移

動・堆積，陸上斜面崩壊による土砂移動・堆積

及び漂流物に対して取水口及び取水路の通水

性が確保できる設計であること。 

・ 基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混

入に対して海水ポンプが機能保持できる設計

であること。 

 【検討方針】 

基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積や漂

流物を適切に評価し，取水口及び取水路の通水性が

確保されることを確認する。 

また，非常用海水ポンプについては，基準津波に

よる水位変動に伴う海底の砂移動・堆積，陸上斜面

崩壊による土砂移動・堆積及び漂流物に対して，取

水口及び取水路の通水性は確保できることを確認

し，浮遊砂等の混入に対して非常用海水ポンプは機

能維持できる設計であることを確認する。 

具体的には，以下のとおり確認する。 

・ 遡上解析結果における取水口付近の砂の堆積

状況に基づき，砂の堆積高さが取水口下端に到

達しないことを確認する。取水口下端に到達す

る場合は，取水口及び取水路が閉塞する可能性

を安全側に検討し，閉塞しないことを確認する

（【検討結果】[1]参照）。 

・ 混入した浮遊砂は，スクリーン等で除去する

ことが困難であるため，非常用海水ポンプその

ものが運転時の砂の混入に対して軸固着しに

くい仕様であること及び耐摩耗性を有するこ

とを確認する。また，砂の混入に対して非常用

海水ポンプの機能が保持できない場合には，砂

の混入に対する耐性を有する軸受への取替に

ついて検討する（【検討結果】[2]，[3]参照）。

・ 基準津波に伴う取水口付近の漂流物について

は，遡上解析結果における取水口付近を含む敷

地前面及び遡上域の寄せ波及び引き波の方向，

速度の変化を分析した上で，漂流物の可能性を

検討し，漂流物により取水口が閉塞しないこと
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ａ．砂移動・堆積の影響 

 取水口前面の海底面は T.P.－6.89m であるの

に対し，取水口の底面は T.P.－6.04m と海底面

より，約 0.85m 高い位置に取水口の底面がある。

また，取水ピットの底面は取水路の底面から

1.8m 低く T.P.－7.85m であり，非常用海水ポン

プの吸込み下端から取水路底面までは約 1.3m

の距離がある。また，取水口の 口は 8 口から

なり，1 口当たりの寸法は幅 4.1m，高さ 8.35m

となる。 

 砂移動に関する数値シミュレーションの結果

は，取水口前面における砂堆積厚さは水位上昇

側及び下降側において 0.33m であり，砂の堆積

によって，取水口が閉塞することはない。また，

取水ピットにおける砂堆積厚さは 0.01m であ

り，非常用海水ポンプへの影響はなく機能は保

持できる。 

 

を確認する。また，スクリーン自体が漂流物と

なる可能性がないか確認する（【検討結果】[4]，

[5]参照）。 

 

【検討結果】 

[1] 基準津波に伴う砂の移動・堆積に対する取水口及

び取水路の通性能確保 

 ａ．取水口の構造 

   取水口の呑口は 8口からなり，1口当たりの寸

法は幅 4.1m，高さ 8.35m で，呑口下端高さは T.P.

－6.04m である。これに対して，呑口前面の海底

面高さは T.P.－6.89m であり，呑口下端高さは海

底面高さより約 0.8m 高い位置にある。また，「(1)

非常用海水冷却系の取水性」に示したとおり，非

常用海水ポンプの取水性を確保するため，取水口

前面（カーテンウォール外側）に天端高さ T.P.

－4.9m の貯留堰を設置することから，砂は取水

口下端に到達しにくい構造になっている。第

2.5-4 図に取水口～取水ピット構造図（断面図）

を示す。 

 ｂ．砂の移動・堆積評価 

   基準津波による水位変動以外の事象に対する

評価として，基準津波に伴う砂の移動について数

値シミュレーションを実施し，取水口及び取水路

の通水性が非常用海水ポンプの取水性に影響を

及ぼさないことを確認した。数値シミュレーショ

ンは，藤井他（1998※１）及び高橋他（1999※２）

の手法に基づき，津波の挙動とそれに伴う砂移動

を同時に計算した。数値シミュレーションにおい

て用いた砂の密度及び中央粒径は，茨城県が実施

した底質調査結果※３を参考に，それぞれ 2.72g／

cm３及び 0.15mm に設定した。第 2.5-5 図に茨城県

による周辺海域の底質調査結果を示す。 

 

津波評価における基準津波による砂移動に関

する数値シミュレーションの結果，取水口前面に

おける砂の堆積高さは最大で 0.33m（高橋他

（1999），浮遊砂上限濃度 1％）であった。 
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ｂ．非常用海水ポンプへの浮遊砂の影響 

 非常用海水ポンプ取水時に浮遊砂の一部が軸

受潤滑水としてポンプ軸受に混入したとして

も，非常用海水ポンプの軸受に設けられた約

3.7mm の異物逃し溝から排出される構造とす

る。 

 これに対して発電所周辺の砂の平均粒径は

0.15mm（底質調査）で，数ミリメートル以上の

砂はごくわずかであることに加えて，粒径数ミ

リメートル以上の砂は浮遊し難いものであるこ

とを踏まえると，大きな粒径の砂はほとんど混

入しないと考えられ，砂混入に対して非常用海

水ポンプの取水性は保持できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これに対し，取水口の呑口の寸法は，上記ａ．

に示したとおり幅 4.1m，高さ 8.35m であるため，

砂の移動・堆積によっても取水口及び取水路の通

水性は確保できることを確認した。第 2.5-3 表に

取水口前面の砂の堆積厚さを示す。 

上記に加え，防波堤なしの堆積量についても評

価した。その結果，取水口前面における砂の堆積

高さは防波堤なしで最大 0.36m（高橋他（1999），

浮遊砂上限濃度 1％）となった。第 2.5-4 表に防

波堤の有無による取水口前面での砂堆積高さに

示す。また，防波堤の有無による基準津波に伴う

砂移動評価を添付資料（２０）に示す。 

このため，取水ピットにおける砂堆積厚さの評

価については，防波堤のありとなしを含めて評価

を行う。 

 

ｃ．取水ピットの構造と砂の堆積厚さ 

海水は，取水口から取水路を経由し取水ピッ

トに導かれる。取水口～取水路までの底面は

T.P.－6.04m，取水ピットからは T.P.－7.85m と

取水口からの底面よりさらに－1.8m程度下がる

構造になっている。 

また，海水ポンプの吸込み下端レベルは，残

留熱除去系海水ポンプは T.P.－6.01m，非常用

ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプは

T.P.－6.52m であることから取水ピット底面か

ら 1.06m～1.57m 高い位置に海水ポンプの吸込

み下端レベルが設置されている。 

取水ピットへの砂堆積による非常用海水ポン

プの取水性の影響について，防波堤の有無，ス

クリーン損失の有無，貝代の有無，ポンプの運

転状態の有無を考慮して影響を評価した。評価

した結果，取水ピットにおける砂の堆積厚さは，

最大でも 0.028m であることからポンプの取水

性に影響を与える結果ではなかった。第 2.5-4

図に取水口～取水ピット概要図（断面図），第

2.5-5 表に取水ピットの砂の堆積厚さ，及び第
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2.5-6 表に取水ピット砂堆積解析結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

[2] 砂混入時の非常用海水ポンプ取水機能の確認 

  基準津波による浮遊砂については，除塵装置で除

去することが困難であることから，非常用海水ポン

プそのものが運転時の砂の混入に対して，軸固着す

ることなく機能保持できる設計であることを以下

のとおり確認した。 

  非常用海水ポンプの軸受には，異物混入による軸

受の損傷を防止するため，異物逃し溝（最小約

3.7mm）が設けられている。このため，非常用海水

ポンプの取水時に浮遊砂の一部がポンプ軸受に混

入したとしても，異物の逃し溝から排出される構造

となっている。第 2.5-6 図に残留熱除去系海水ポン

プの軸受配置図，第 2.5-7 図に非常用ディーゼル発

電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機用海水ポンプの軸受配置図を示す。 

 

これに対して，「[1] 基準津波に伴う砂の移動・

堆積に対する取水口及び取水路の通性能確保」に示

したとおり，発電所前面の海域を含む周辺の砂の平

均粒径は約 0.15mm で，数ミリ以上の粒子はごくわ

ずかであり，そもそも粒径数ミリの砂は浮遊し難い

ものであることを踏まえると，大きな粒径の砂はほ

とんど混入しないと考えられる。このため，非常用

海水ポンプは，砂の混入に対して軸固着することは

なく取水機能は維持できる。 

また，砂の混入による軸受摩耗の評価として，非

常用海水ポンプの軸受を模擬した供試材を用いた

軸受摩耗試験・評価を実施し，ゴム軸受及び複合軸

受に十分な浮遊砂耐性があることを確認した。添付

資料（２１）に非常用海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性
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ｃ．漂流物の取水性への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の評価結果を示す。 

[3] 混入した浮遊砂に対する取水性確保 

  非常用海水ポンプによる取水とともに海水系に

混入する微小な浮遊砂は，ポンプ出口の海水ストレ

ーナを通過した後，海水系の各機器に供給され，最

終的に放水ピットから放水される。 

海水系の各機器の最小流路幅は，残留熱除去系海

水ポンプから供給される格納容器雰囲気モニタリ

ング系冷却器の約 3.8 ㎜であり，「[1] 基準津波に

伴う砂の移動・堆積に対する取水口及び取水路の通

性能確保」に示した発電所前面の海域を含む周辺の

砂の平均粒径である約0.15mmに対して十分大きい。

このため，海水系の各機器の閉塞の可能性はないも

のと考えられ，海水ポンプの取水機能は維持でき

る。 

第 2.5-8 図～第 2.5-10 図に非常用海水ポンプの概

略系統図，第 2.5-7 表～第 2.5-9 表に非常用海水系

の各機器の最小流路幅を示す。 

[4] 基準津波に伴う取水口付近の漂流物に対する取

水性確保 
  基準津波の遡上解析結果によると，津波は取水口

付近の敷地を含め，T.P.＋3m の敷地に遡上する。

基準地震動ＳＳによる地盤面の沈下や潮位のばら

つき（0.18m）を考慮した場合，取水口が設置さ

れている T.P.＋3m の敷地前面東側の防潮堤外側

の敷地における浸水深は約 15m と想定される。こ

の結果に基づき，基準津波により漂流物となる可

能性がある施設・設備が，非常用海水ポンプの取

水性確保に影響を及ぼさないことを漂流物評価

フローに基づき確認した。第 2.5-11 図に漂流物

評価フローを示す。 

 

ａ．基準津波の流向及び流速 

 日本海溝沿いのプレート間地震による基準津

波は，東海第二発電所の東方より襲来し，地震発

生の約 35 分後に敷地前面に到達する。地震発生

の約 37 分後には敷地へ遡上し，地震発生の約 40

分後に引き波となる。 
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   第 2.5-12 図に基準津波の波源モデルと基準津

波の策定位置，第 2.5-13 図に基準津波による発

電所周辺海域の流向ベクトル,第 2.5-14 図に発

電所敷地前面の流向ベクトル図（防波堤なしの場

合）を示す 

 

ｂ．漂流物調査範囲の設定 

 漂流物調査範囲選定のため，基準津波における

第 2.5-15 図に示す沿岸域の 18 地点において，水

位，流向及び流速の時系列データを抽出した。 

 漂流物調査の範囲は，漂流物が東海第二発電所

へ到達する可能性のある距離とする。このため，

津波の流向及び流速を考慮し，基準津波による漂

流物の移動量を算出し，調査範囲を設定する。 

 津波の流向が発電所へ向かっている方向の時

に，漂流物が発電所に接近すると考え，流向が発

電所へ向かっているときの最大流速と継続時間

より，漂流物の移動量を算出する。具体的には，

取水口より北側の抽出地点では，東から西への方

向かつ北から南への方向の流向を抽出し，取水口

より南側の抽出地点では，東から西への方向かつ

南から北への方向の流向を抽出し評価する。第

2.5-16 図に示す 90°方向については，東から西

へ向かう方向の流向を抽出する。 

   また，人工構造物の影響として，防波堤の有無

を考慮して漂流物の移動量を評価する。 

漂流物の移動量の算出に当たっては，発電所へ向

かう流向が継続している間にも流速は刻々と変

化しているが，保守的にその時の最大流速が継続

しているものとして，最大流速と継続時間の積に

よって移動量を算出する。 

      移動量＝継続時間×最大流速 

  以上の条件において漂流物の移動量を評価

した結果は，防波堤がある場合では，抽出地点

（1km，90°）における 3572m（≒3.6km）が最大

となり，防波堤がない場合では，抽出地点（3km，

150°）における 3089m（≒3.1km）が最大となっ

た。各抽出地点における漂流物の移動量を評価し
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(a) 漂流物の抽出方法 

 漂流物となる可能性のある施設・設備を抽

出するため，発電所敷地外については，半径

約 5km の範囲（陸域については，遡上域を包

絡する箇所）を，敷地内については，遡上域

として防潮堤の外側を網羅的に調査する。設

置物については，地震で倒壊する可能性のあ

るものは倒壊させた上で，浮力計算によ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た結果を第 2.5-9 表及び第 2.5-10 表に示す。 

以上より，漂流物の移動量が 3.6km となること

から，保守的に取水口から半径 5km の範囲を漂流

物調査の範囲として設定する。 

 また，漂流物が発生する箇所は津波が遡上する

範囲（遡上域については，第 1.3-3 図参照）とな

ることから，陸域については，遡上域を包絡する

範囲で調査を実施した。 

第 2.5-17 図に抽出地点（1km，90°）（防波堤

あり）における水位，流向，流速と漂流物の移動

量の算出の考え方，第 2.5-18 図に抽出地点（3km，

150°）（防波堤なし）における水位，流向，流速

と漂流物の移動量の算出の考え方，第 2.5-19 図

に漂流物調査の範囲を示す。 

 

ｃ．漂流物となる可能性のある施設・設備の抽出 

   上記ｂ．で設定した調査範囲に基づき，発電所

敷地内及び発電所敷地外に存在する施設・設備に

ついて，設計図書，ウォークダウン及び関係者へ

の聞き取りにより調査した。以下に調査結果を発

電所敷地内（防潮堤外側）と発電所敷地外で区分

けして整理した結果を示す。調査方法の詳細を添

付資料（２２）に示す。 

  (a) 発電所敷地内における漂流物調査結果 

 発電所敷地内については，防潮堤の外側を対

象に調査を実施した。漂流物となる可能性のあ

る施設・設備として抽出されたものを以下に示

す。 

 海域の船舶としては，発電所港湾施設に接岸

する使用済燃料輸送船及び低レベル放射性廃棄

物運搬船（以下「燃料等輸送船」という。），港

湾内における浚渫作業を実施する浚渫作業用台

船（以下「作業台船」という。），その他貨物船

等が抽出された。 

 海域の設備類等としては，東海発電所の取水

口の箇所にある東海発電所取水鋼管標識ブイ

（以下「標識ブイ」という。）が抽出された。 

 陸域の建物類等としては，基礎に据え付けら
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れているものとして，鉄筋コンクリート造建物

の検潮室，海水電解装置建屋，物揚場倉庫等，

鉄骨造建物のメンテナンスセンター，輸送本部

建屋，輸送本部倉庫等が抽出された。その他の

建物として，仮設ハウス，再利用物品置き場テ

ントが抽出された。 

 陸域の設備類等としては，ジブクレーン，除

塵装置，海水電解装置等の機器，クレーン荷重

試験用ウェイト，角落し，工事用資材等の資機

材の他，フェンス，空調室外機，車両，防砂林

等が抽出された。 

 第 2.5-20 図及び第 2.5-11 表に発電所敷地内に

おける漂流物調査結果を示す。 

(b) 発電所敷地外における漂流物調査結果 

 発電所敷地外には，民家，商業施設，倉庫等

の他，国立研究開発法人日本原子力研究開発機

構，日立ＬＮＧ基地，モータプール，常陸那珂

火力発電所，工場等の施設があり，これらを含

めて調査した結果を以下に示す。 

 また，発電所から北方約 4 ㎞の位置に久慈漁

港があるため，漁船が発電所付近で操業するこ

とを考慮して調査を実施した結果を以下に示

す。 

 発電所敷地外の調査範囲には，民家の家屋，

商業施設，学校，工場等の建物類等が点在して

おり，これらを抽出した。また，鉄塔，電柱，

車両等を抽出した。 

 研究開発法人日本原子力研究開発機構では，

建物類等として，建屋，倉庫，車庫，仮設ハウ

ス等が抽出された。設備類等については，タン

ク，変圧器，排気筒等の設備，資機材等の他，

車両，防砂林等が抽出された。 

 茨城港日立港区の日立ＬＮＧ基地では，建屋，

バース，スタック，プレハブ等の建物類等が抽

出された。設備類等として，タンク等の設備，

資機材等の他，車両が抽出された。 

 茨城港日立港区のモータプールでは，建物類

等として仮設ハウス，設備類等として，車両，
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(b) 抽出された漂流物となる可能性のある施

設・設備の影響 

 基準津波の遡上解析の結果によると，防潮

堤の外側は遡上域となる。このため，基準津

波により漂流物となる可能性のある施設・設

備が非常用海水ポンプの取水性に影響を及ぼ

さないことを確認する。 

 この結果，発電所敷地内で漂流する可能性

があるものとして，鉄骨造建物の外装板，除

塵装置制御盤，浚渫用の作業台船等があるが，

作業台船を除いては，設置位置及び流向を考

慮すると取水口へは向かわないため，取水性

への影響はない。また，作業台船については，

取水口に向かう可能性は否定できないが，取

自動販売機等が抽出された。 

 茨城港日立港区の工場では，建屋，倉庫，仮

設ハウス等の建物類等が抽出された。設備類等

としては，クレーン，製品，冶具等の他，車両

が抽出された。 

 茨城港日立港区の船舶として，タンカー船，

車両，製品等の貨物船が抽出された。 

 茨城港常陸那珂港区の常陸那珂火力発電所で

は，建屋，倉庫，煙突，バース，仮設ハウス等

の建物類等が抽出された。設備類等としては，

タンク，サイロ，アンローダ，変圧器等の機器，

資機材類の他，重機，フェンス，車両等が抽出

された。 

 茨城港常陸那珂港区の常陸那珂火力発電所以

外の箇所については，建屋，倉庫等の建物類等，

クレーン，コンテナ，車両等の設備類等が抽出

された。 

 茨城港常陸那珂港区の船舶として，石炭，車

両等の貨物船が抽出された。 

    第 2.5-21 図に発電所敷地外における漂流物

調査のエリアを示す。また，第 2.5-12 表から

第 2.5-18 表に発電所敷地外における漂流物調

査結果を示す。 

 

ｄ．漂流物検討対象の選定 

   ｃ．の漂流物となる可能性のある施設・設備の

抽出に基づき，非常用海水ポンプの取水性への影

響について評価を実施した。 

  (a) 発電所敷地内 
 発電所敷地内の評価結果について，以下に示

す。また，第 2.5-11 表に評価結果の一覧を示す。

   ① 建物類等 

 検潮室，海水電解装置建屋，物揚場倉庫，

メンテナンスセンター，輸送本部建屋，輸送

本部倉庫等の鉄筋コンクリート造及び鉄骨造

の建屋については，基礎に固定された頑健な

建物であるため漂流物とはならない。ただし，

鉄骨造建物の外装板は波力により破損する可
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水口の 口全てを閉塞させることはなく，取

水性への影響はない。なお，敷地内の物揚岸

壁に停泊する燃料等輸送船は，津波警報等発

令時には緊急退避するため，漂流物とはなら

ない。 

 発電所敷地外で漂流する可能性があるもの

として，鉄骨造建物の外装板，倉庫，防護柵

（木製），ボンベ類等があるが，設置位置及び

流向を考慮すると取水口へは向かわないた

め，取水性への影響はない。なお，発電所近

傍で操業する漁船が航行不能になった場合に

ついては，取水口に向かう可能性は否定でき

ないが，取水口の 口全てを閉塞させること

はなく，取水性への影響はない。 

 発電所前面を通過する定期船に関しては，

発電所から半径 5km 以内に航路はないことか

ら，発電所に対する漂流物とはならない。 

 なお，取水口に向かう可能性のある漂流物

については，津波防護施設及び浸水防止設備

に衝突する可能性があるため，最も重量が大

きい作業台船を衝突荷重として評価する。 

除塵装置である回転レイキ付バースクリー

ン及びトラベリングスクリーンについては，

基準津波の流速に対し，十分な強度を有して

いることから，損傷することはなく漂流物と

はならないことから，取水性に影響を及ぼす

ことはないことを確認している。 

能性があり，破損した外装板及び建屋内の軽

量な物品等が漂流物となる可能性があるが，

設置位置及び津波の流向から取水口へは向か

わないと考える。しかし，これらが取水口へ

向かった場合においても，これらが取水口を

完全に閉塞させることはないため，非常用海

水ポンプの取水性には影響ないと考えられ

る。 

 なお，仮設ハウス，再利用物品置場テント

等については，防潮堤の設置にともない移設

又は撤去することから，漂流物とはならない。

   ② 設備類等 

 ジブクレーン，海水電解装置等の機器につ

いては，支持構造物により基礎に固定されて

いるため，漂流物とはならない。 

 クレーン荷重試験用ウェイト，角落し等の

重量物については，津波による移動量はほと

んどないため，漂流物とはならない。 

 フェンス，空調室外機，車両等の比較的軽

量なものは，漂流物となる可能性があるが，

これらが取水口を完全に閉塞させることはな

いため，非常用海水ポンプの取水性には影響

ないと考えられる。 

 防砂林については，津波により倒木して漂

流物となる可能性があるが，設置位置及び津

波の流向から取水口へは向かわないと考え

る。しかし，これらが取水口へ向かった場合

においても，これらが取水口を完全に閉塞さ

せることはないため，非常用海水ポンプの取

水性には影響ないと考えられる。 

 なお，除塵装置については，「[5] 取水ス

クリーンの破損による通水性への影響」にお

いて，評価する。 

 発電所敷地前面の沖合にある標識ブイは，

津波の波力によりチェーンが破損し，漂流す

る可能性があるため，漂流するものとして評

価した。評価の結果，標識ブイが漂流した場

合，取水口に向かう可能性は否定できないた
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め，非常用海水ポンプの取水性に与える影響

について評価した。非常用海水ポンプの取水

性への評価結果については(c)に示す。 

   ③ 船舶（燃料等輸送船） 
     発電所敷地内には港湾施設として物揚岸

壁があり，燃料等輸送船が停泊する。第

2.5-22 図に燃料等輸送船の入港から出港ま

での主な輸送行程を示す。 

燃料等輸送船は，港湾施設に停泊中に津波

警報等発表時には，緊急退避を行うこととし

ており，2011 年東北地方太平洋沖地震を踏ま

え，輸送に先立ち，第 2.5-23 図に示す緊急退

避フローを取り込んだマニュアルを整備して

いる。 

     また，燃料等輸送船の緊急退避についての

当社と船会社の対応分担は第 2.5-24 図に示

すとおりであり，これら一連の対応を行うた

め，当社は，当社と船会社間の連絡体制を整

備するとともに，地震・津波発生時の緊急対

応マニュアルを整備し，緊急退避訓練を実施

している。 燃料等輸送船の緊急退避は船会

社が実施するため，当社は，緊急対応の措置

の状況を，監査や訓練報告書等により確認し

ている。 

燃料等輸送船と輸送物の干渉がない「荷役」

以外の行程は，輸送行程の大部分を占めてお

り，津波警報等発令から数分で緊急退避が可

能である。燃料等輸送船と輸送物が干渉しう

る「荷役」行程は，これよりも退避までに時

間を要するが，輸送行程の中で極めて短時間

であること，また，電源喪失時にも物揚岸壁

クレーンを使用可能とし，緊急退避ができる

ように，物揚岸壁クレーンには非常用電源を

用意していること，さらに緊急離岸が可能と

なるまでの時間（係留索解らん完了）は，地

震発生後約 13 分であり，基準津波の到達時間

である約 37 分までに緊急退避が可能である

ことから，燃料等輸送船は漂流物とはならな
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い。第 2.5-25 図に津波襲来時の緊急退避可能

時間を示す。 

     なお，数分で津波が襲来する場合を想定す

ると，「荷役」行程では，離岸のための荷下

ろし作業中となることもあり得るが，以下の

理由から燃料等輸送船は航行不能になると

は考えられず，燃料等輸送船は漂流物とはな

らない。 

     ・物揚岸壁に係留されており，津波高さと

喫水高さの関係から物揚岸壁を越えず

留まる。 

     ・物揚岸壁に接触しても防げん材を有して

おり，かつ，法令（危険物船舶運送及び

貯蔵規則）に基づく二重船殻構造等十分

な船体強度を有している。 

     添付資料（２３）に燃料等輸送船の係留索

の耐力の評価結果，添付資料（２４）に燃料

等輸送船の喫水と津波高さとの関係を示す。

④ 船舶（浚渫用作業台船他） 

     発電所港湾内の浚渫作業のため，作業台船

が不定期に入港する。作業台船については，

緊急退避の実効性が確認されていないため，

漂流するものとして評価した。評価の結果，

作業台船が漂流した場合，取水口に向かう可

能性は否定できないため，非常用海水ポンプ

の取水性に与える影響について評価した。非

常用海水ポンプの取水性への評価結果につ

いては(c)に示す。 

     また，貨物船等が入港する際には，あらか

じめ緊急退避の実効性について検討するこ

ととする。 

  (b) 発電所敷地外 

 発電所敷地内の評価結果について，以下に示

す。また，第 2.5-12 表から第 2.5-18 表に評価

結果の一覧を示す。 

  ① 建物類等 

 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造の建屋及び

構築物については，基礎に固定された頑健な
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建物であるため漂流物とはならない。ただし，

鉄骨造建物の外装板は波力により破損する可

能性があり，破損した外装板及び建屋内の軽

量な物品等が漂流物となる可能性がある。ま

た，家屋，倉庫等は，波力により破損する可

能性があり，破損した部材及び建屋内の軽量

な物品等が漂流物となる可能性がある。これ

らの漂流物となる可能性のあるものについて

は，設置位置及び津波の流向から東海第二発

電所の取水機能を有する安全設備に対する漂

流物とはならない。 

   ② 設備類等 

 研究開発法人日本原子力研究開発機構，日

立ＬＮＧ基地及び常陸那珂火力発電所のタン

ク，変圧器等の機器は，支持構造物により基

礎に据え付けられ，頑健な構造であるため漂

流物とはならない。 

 その他の設備類等については，設置状態，

重量等により漂流物とはならないものある

が，多くのものが漂流物となり海域に流出す

る可能性があると考えられるが，設置位置及

び津波の流向から東海第二発電所の取水機能

を有する安全設備に対する漂流物とはならな

い。 

   ③ 船舶（漁船，定期船） 

     発電所敷地の北方約 4㎞に漁港があり，5t

未満の漁船については，発電所近郊の海上で

操業することを考慮し，保守的に津波襲来時

に漂流する可能性があるものとして評価し

た。評価の結果，漁船が津波により航行不能

になり漂流するとした場合，取水口に向かう

可能性は否定できないため，非常用海水ポン

プの取水性に与える影響について評価した。

非常用海水ポンプの取水性への評価結果に

ついては(c)に示す。 

     また，発電所周辺を定期的に航行する定期

船としては，発電所敷地北方約 2.5 ㎞に位置

する茨城港日立港区に寄港するタンカー船，
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貨物船等，発電所敷地南方約 3㎞に位置する

常陸那珂火力発電所に寄港する貨物船等が

ある。これらの船舶が停泊しているときに大

津波警報等が発表された場合には，荷役及び

作業を中止した上で，緊急退避又は係留避泊

する運用としていることから，漂流物とはな

らない。 

   ④ 津波の流向について 

 第 2.5-26 図に発電所敷地周辺に漂流物を

想定した軌跡解析を実施した結果を示す。い

ずれの評価点においても，最初の地点の近辺

に留まるか，発電所から離れていく結果とな

ったことから，発電所敷地外で発生する漂流

物は発電所へ接近してこないと考えることが

できる。 

 

 なお，解析は水粒子の軌跡のシミュレーション

であり，漂流物の挙動と水粒子の軌跡が完全に一

致するものではないが，水粒子の軌跡のほうが漂

流物の挙動と比較して敏感であり，漂流物の発電

所への影響を評価するうえで重要な流向（漂流物

の移動方向）については，十分に把握できると考

えられる。また，水粒子の軌跡は押し波，引き波

を交互に受けてある一定の範囲内を移動する挙

動又は発電所から離れていく方向に移動する傾

向を示していることから，漂流物に作用する慣性

力を考慮したとしても，漂流物が発電所に影響を

及ぼすような挙動を示すおそれはない。 

 

(c) 非常用海水ポンプの取水性への評価結果 

    (a)及び(b)において，津波襲来時に取水口に

向かう可能性が否定できない漂流物として，標

識ブイ，作業台船及び漁船が抽出された。これ

らに対して，非常用海水ポンプの取水性に及ぼ

す影響について評価した。 

    なお，取水口上部の標高は T.P.＋3.31m であ

るのに対し，基準津波による取水口前面におけ

る水位は T.P.＋14.3m であることから，漂流し
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た場合，取水口に向かう可能性が否定できない

標識ブイ，作業台船及び漁船は，取水口の上部

を通過するものと考えられる。しかし，ここで

は，浮力により浮く標識ブイを除く作業台船及

び漁船については，保守的に取水口に衝突する

ものとした。 

    作業台船及び漁船の寸法は，第 2.5-19 表に

示すとおりであり，これら漂流物のうち，取水

口を閉塞させる面積が最も大きいものは作業

台船で，その寸法は長さ約 17m，幅約 8m であ

る。これに対し，取水口の寸法は幅 42.8m，高

さ 10.35m（1 口当たりの内部寸法は幅 4.1m，

高さ 8.35m）と十分に広く，かつ，取水口の呑

口は 8口あることから，作業台船が取水口に漂

流した場合においても，取水性に影響を与える

閉塞は生じず，非常用海水ポンプの取水性に影

響しない。 

    第 2.5-19 表に作業台船及び漁船の主要諸元

の主要諸元，第 2.5-27 図に取水口の構造図を

示す。 

なお，カーテンウォールについては，基準地

震動ＳＳによる耐震性を確認していないことか

ら，漂流物に対する捕捉効果は期待しない。ま

た，倒壊した場合においても，コンクリート部

材の倒壊による取水口の閉塞は生じない。 

[5] 取水スクリーンの破損による通水性への影響 

海水中の塵芥を除去するために設置されている

除塵装置（固定バースクリーン，回転レイキ付バー

スクリーン及びトラベリングスクリーン）について

は，異物の混入を防止する効果が期待できるが，津

波時に破損して，それ自体が漂流物化になる可能性

がある。この場合には，破損・分離し漂流物化した

構成部材等が取水路を閉塞させることより，取水路

の通水性に影響を与えることが考えられるため，そ

の可能性について確認した。 

  その結果，除塵装置は，基準津波により破損して

漂流物になることはなく，非常用海水ポンプの取水

性に影響を及ぼすものではないことを確認した。以
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下に除塵装置に構造を示すとともに，確認内容，確

認結果を示す。 

ａ．構造 

   除塵装置は，取水する海水中の塵芥を除去する

ために，取水口から取水ピットに至る取水路の経

路 8区画に対して設置されており，取水口から固

定バースクリーン，回転レイキ付バースクリー

ン，トラベリングスクリーンの順に設置されてい

る。第 2.5-28 図に除塵装置の配置図，第 2.5-29

図に除塵装置の概略構造図を示す。 

   固定バースクリーンは，鋼材を溶接により格子

状に接合した固定バー枠構造であり，取水路 1区

画当たり 4分割された固定バー枠からなる。固定

バー枠の上端及び下端は取水路に支持され，中間

部分は中間受桁により支持される。 

回転レイキ付バースクリーン及びトラベリン

グスクリーンは，それぞれ多数のバスケット（バ

ー枠又は網枠）がキャリングチェーンにより接合

された構造であり，キャリングチェーンは上部の

駆動機構により回転する。下部スプロケットは取

水路，上部スプロケットは駆動装置に支持され

る。 

ｂ．評価内容 

  ① 評価条件 

    ・ 取水路内の津波流速は，取水路の管路解

析により得られた取水路前面の流速であ

る 1.5m／s を適用する。 

    ・ 取水路内流速 1.5m／s において，除塵装

置に生じる水位差（損失水頭）が設計水位

差内に収まっていることを確認する。 

    ・ 除塵装置に生じる水位差が設計水位差を

超える場合には，構造部材の強度評価を実

施する。 

ｃ．評価結果 

固定バースクリーンについては，設計水位差

内であったが，回転レイキ付バースクリーン及

びトラベリングスクリーンについては，設計水

位差以上であった。 
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このため，回転レイキ付バースクリーン及び

トラベリングスクリーンに対して，基準津波に

より生じる水位差による発生応力を評価した。

その結果，各スクリーンの許容値以下であるこ

とを確認した。 

 

以上の確認結果より，いずれの除塵装置において

も基 準津波によって破損することはなく漂流物

にならないため，取水性に影響を及ぼすものではな

いことを確認した。第 2.5-20 表に除塵装置の取水

性影響評価結果を示す。 
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4.6 津波監視 

【基準における要求事項等】 

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し、津波防護

施設、浸水防止設備の機能を確実に確保するため

に、津波監視設備を設置すること。 

 

【確認内容】 

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。

また、設置の概要として、おおよその位置と監視設備

の方式等について把握する。 

1.4.1.7 津波監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 敷地への津波の繰返しの襲来を察知し，津波防護

施設，浸水防止設備の機能を確実にするために，津

波監視設備を設置する。津波監視設備としては，津

波監視カメラ，取水ピット水位計及び潮位計を設置

する。津波監視カメラは地震発生後，津波が発生し

た場合に，その影響を俯瞰的に把握するため，津波

及び漂流物の影響を受けない防潮堤内側の原子炉

建屋の屋上に設置し，津波監視機能が十分に保持で

きる設計とする。取水ピット水位計は，非常用海水

ポンプの取水性を確保するために，基準津波の下降

側の取水ピット水位の監視を目的に、津波及び漂流

物の影響を受けにくい防潮堤内側の取水ピットに

設置し，津波監視機能が十分に保持できる設計とす

る。潮位計は，津波の上昇側の水位監視を目的に，

津波及び漂流物の影響を受けにくい取水口入口近

傍の取水路側壁に設置し，津波監視機能が十分に保

持できる設計とする。 

 なお，津波監視設備は，基準地震動に対して，機

能を喪失しない設計とする。設計に当たっては，自

然条件（積雪，風荷重等）との組合せを適切に考慮

する。 

(1) 津波監視カメラ 

 津波監視カメラは，原子炉建屋の屋上 T.P.＋

2.6 津波監視設備 

【規制基準における要求事項等】 

  敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，津波防

護施設，浸水防止設備の機能を確実に確保するため

に，津波監視設備を設置すること。 

 

【検討方針】 

  敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，津波防

護施設及び浸水防止設備の機能を確実に確保する

ために，津波監視設備として，津波監視カメラ，取

水ピット水位計及び潮位計を基準津波の影響を受

けにくい位置に設置する。 

 

【検討結果】 

津波監視設備として以下の設備を設置し監視す

る設計としている。 

・津波監視カメラ 

・取水ピット水位計 

・潮位計 

  なお，本設備は，地震発生後，津波が発生した場

合，その影響を俯瞰的に把握するため設置する 

 

ａ．設置位置 

  津波監視設備は，津波の襲来を監視でき，かつ，

基準津波の影響を受けにくい位置に設置する。津波

監視カメラは原子炉建屋屋上T.P.約＋64m，使用済

燃料乾式貯蔵建屋屋上T.P.約＋29m,,取水ピット水

位計は取水ピット上版T.P.約＋3m，潮位計は取水路

内T.P.約－5m（検出器）に設置する。第2.6-1図に

津波監視設備の配置図を示す。 

ｂ．仕様 

津波監視カメラは，主に敷地前面東側の海域及び

敷地内の状況を監視でき，昼夜に亘り中央制御室及

び緊急時対策所で監視可能な設計とする。 

取水ピット水位計は，非常用海水ポンプの設置位

置である取水ピット水位を監視するものであり，計

測範囲は取水ピット底面付近から取水ピット上版
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64m に設置し，暗視機能を有したカメラにより，

昼夜を問わず中央制御室及び緊急時対策所から

監視できる設計とする。 

(2) 取水ピット水位計 

 取水ピット水位計は，T.P.－7.8m～T.P.＋2.3m

を計測範囲として，取水ピットに設置し，非常用

海水ポンプが設置された取水ピットの津波に対

する下降側の水位を中央制御室及び緊急時対策

所から監視できる設計とする。 

(3) 潮位計 

 潮位計は，T.P.－5.0m～T.P.＋20.0m を計測範

囲として，取水口入口近傍の取水路側壁に設置

し，津波に対する上昇側の取水口付近の水位を中

央制御室及び緊急時対策所から監視できる設計

とする。 

 なお，取水口入口近傍の北側と南側にそれぞれ

1 個設置し，2 箇所で計測できるようにすること

により，万が一，漂流物の影響を受けた場合であ

っても，機能補完ができる設計とする。 

 

下端付近に相当するT.P.－7.8m～T.P.＋2.3mを測

定範囲とした設計とする。また，潮位計は，基準津

波による取水口周辺の潮位を監視するものであり，

引き波時の非常用海水ポンプの取水性を確保する

ために設置する貯留堰の天端高さから敷地前面東

側の防潮堤における上昇側入力津波高さを包含す

るT.P.－5.0m～T.P.＋20.0mを計測範囲とした設計

とする。 

また，津波監視設備は耐震Ｓクラスとし，電源は

所内常設直流電源設備及び無停電電源装置（蓄電池

含む）から受電することで，交流電源喪失時におい

ても監視が継続可能な設計とする。 

第2.6-1表に津波監視カメラの基本仕様，第2-6-2

表に取水ピット水位計及び潮位計の基本仕様を示

す。 
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3. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件 

(1) 津波防護施設の設計 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

5. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件 

5.1 津波防護施設の設計 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設については、その構造に応じ、波力に

よる侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及

び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性にも

配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十

分に保持できるよう設計すること。 

 

【確認内容】 

(1)要求事項に適合する設計方針であることを確認

する。なお、後段規制（工事計画認可）において

は、施設の寸法、構造、強度及び支持性能（地盤

強度、地盤安定性）が要求事項に適合するもので

あることを確認する。 

(2)設計方針の確認に加え、入力津波に対して津波防

護機能が十分保持できる設計がなされることの

見通しを得るため、以下の項目について、設定の

考え方を確認する。確認内容を以下に例示する。

①荷重組合せ 

a)余震が考慮されていること。耐津波設計におけ

る荷重組合せ：常時＋津波、常時＋津波＋地震

（余震） 

②荷重の設定 

a)津波による荷重（波圧、衝撃力）の設定に関し

て、考慮する知見（例えば、国交省の暫定指針

等）及びそれらの適用性。 

b)余震による荷重として、サイト特性（余震の震

源、ハザード）が考慮され、合理的な頻度、荷

重レベルが設定される。 

c)地震により周辺地盤に液状化が発生する場合、

防潮堤基礎杭に作用する側方流動力等の可能性

を考慮すること。 

③許容限界 

a)津波防護機能に対する機能保持限界として、当該構

造物全体の変形能力（終局耐力時の変形）に対して

10.6.1.1.2 設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設計基準対象施設は，基準津波に対して安全機能

が損なわれるおそれがない設計とする。 

 耐津波設計に当たっては，以下の方針とする。 

(5) 津波防護施設及び浸水防止設備については，入

力津波（施設の津波に対する設計を行うために，

津波の伝播特性，浸水経路等を考慮して，それぞ

れの施設に対して設定するものをいう。以下同

じ。）に対して津波防護機能及び浸水防止機能が

保持できる設計とする。また，津波監視設備につ

いては，入力津波に対して津波監視機能が保持で

きる設計とする。具体的な設計内容を以下に示

す。 

ｃ．津波防護施設については，その構造に応じ，

波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並び

にすべり及び転倒に対する安定性を評価し，越

流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対す

る津波防護機能が十分に保持できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件 
3.1 津波防護施設の設計 
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十分な余裕を有し、津波防護機能を保持すること。

（なお、機能損傷に至った場合、補修に、ある程度

の期間が必要となることから、地震、津波後の再使

用性に着目した許容限界にも留意する必要があ

る。） 

 

 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(1) 防潮堤及び防潮扉 

 津波による遡上波が津波防護対象設備（津波防

護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用

取水設備を除く。）の設置された敷地に到達，流

入することを防止し，津波防護対象設備（津波防

護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用

取水設備を除く。）が機能喪失することのない設

計とするため，敷地全体を取り囲む形で防潮堤を

設置するとともに，防潮堤の道路横断部に防潮扉

を設置する。 

 防潮堤の構造形式としては，鋼製防護壁，鉄筋

コンクリート壁及び鋼管杭鉄筋コンクリート壁

からなる。防潮扉は，上下スライド式の鋼製扉で

ある。防潮堤及び防潮扉の設計においては，十分

な支持性能を有する地盤に設置するとともに，基

準地震動による地震力に対して津波防護機能が

十分に保持できる設計とする。また，波力による

浸食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び

転倒に対する安定性を評価し，越流時の耐性や構

造境界部の止水に配慮した上で，入力津波に対す

る津波防護機能が十分に保持できる設計とする。

入力津波については，海岸線に正対する敷地前面

東側とそれ以外の敷地側面北側及び敷地側面南

側の 3区分に分け，それぞれの区分毎に複数の位

置で評価した水位から最も大きい水位を選定す

る。設計に当たっては，漂流物による荷重，自然

条件（積雪，風荷重等）及び地震（余震）との組

合せを適切に考慮する。 

 

(2) 放水路ゲート 

 津波が放水路から津波防護対象設備（津波防護

施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取
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水設備を除く。）の設置された敷地に流入するこ

とを防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，

浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備

を除く。）が機能喪失することのない設計とする

ため，放水路ゲートを設置する。放水路ゲートは，

扉体，戸当たり，門柱（固定部），駆動装置等で

構成され，発電所を含む地域に大津波警報が発表

された場合に遠隔閉止することにより津波の遡

上を防止する設計とする。なお，放水路ゲートを

閉止する前に，循環水ポンプを停止する運用とす

る。 

 放水路ゲートの設計においては，基準地震動に

よる地震力に対して津波防護機能が十分に保持

できる設計とする。また，波力等に対する耐性を

評価し，入力津波に対する津波防護機能が十分に

保持できる設計とする。設計に当たっては，自然

条件（積雪，風荷重等）及び地震（余震）との組

合せを適切に考慮する。 

 放水路ゲートは，中央制御室からの遠隔閉止信

号により，電動駆動式又は機械式の駆動機構によ

り，確実に閉止できる設計とする。具体的には，

動的機器である駆動機構は，電動駆動式と機械式

の異なる仕組みの機構とすることにより多様性

及び独立性を有する設計とする。また，電動駆動

式の駆動用電源は非常用母線からの給電とし，機

械式は駆動用電源を必要とせず扉体を自重落下

させる機構とすることで，外部電源喪失にも閉止

できる設計とする。また，制御系は多重化して，

誤信号による誤動作を防止し，単一故障に対して

機能喪失しない設計とする。さらに，循環水ポン

プ運転中は閉止しないインターロックを設け，運

転員の誤操作による誤動作を防止する設計とす

る。 

 原子炉の運転中又は停止中に放水路ゲートの

作動試験又は検査が可能な設計とする。 

 なお，扉体にフラップ式の小扉を設置すること

により，放水路ゲート閉止後においても非常用海

水ポンプの運転が可能な設計とする。 
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(3) 構内排水路逆流防止設備 

 津波が構内排水路から津波防護対象設備（津波

防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常

用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入す

ることを防止し，津波防護対象設備（津波防護施

設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水

設備を除く。）が機能喪失しない設計とするため，

構内排水路逆流防止設備を設置する。構内排水路

逆流防止設備の設計においては，基準地震動によ

る地震力に対して津波防護機能が十分に保持で

きる設計とする。また，波力等に対する耐性を評

価し，入力津波に対する津波防護機能が十分に保

持できる設計とする。設計に当たっては，自然条

件（積雪，風荷重等）及び地震（余震）との組合

せを適切に考慮する。 

 

(4) 貯留堰 

 基準津波による取水ピット内水位低下時に，非

常用海水ポンプの取水可能水位を下回ることの

ない設計とするため，非常用海水ポンプの継続運

転が十分可能となるよう，取水口前面に貯留堰を

設置する。貯留堰の設計においては，十分な支持

性能を有する地盤に設置するとともに，基準地震

動による地震力に対して津波防護機能が十分に

保持できる設計とする。また，波力による浸食及

び洗掘に対する抵抗性及びにすべり及び転倒に

対する安定性を評価し，越流時の耐性にも配慮し

た上で，入力津波に対する津波防護機能が十分に

保持できる設計とする。設計に当たっては，漂流

物による荷重及び地震（余震）との組合せを適切

に考慮する。 
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5.2 浸水防止設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

浸水防止設備については、浸水想定範囲における浸

水時及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評価し、

越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対して

浸水防止機能が十分に保持できるよう設計するこ

と。 

【確認内容】 

(1)要求事項に適合する設計方針であることを確認

する。なお、後段規制（工事計画認可）において

は、設備の寸法、構造、強度等が要求事項に適合

するものであることを確認する。 

(2)浸水防止設備のうち水密扉等、後段規制において

強度の確認を要する設備については、設計方針の

確認に加え、入力津波に対して浸水防止機能が十

分保持できる設計がなされることの見通しを得

るため、津波防護施設と同様に、荷重組合せ、荷

重の設定及び許容限界（当該構造物全体の変形能

力に対して十分な余裕を有し、かつ浸水防止機能

を保持すること）の項目についての考え方を確認

する。 

(3)浸水防止設備のうち床・壁貫通部の止水対策等、

後段規制において仕様（施工方法を含む）の確認を

要する設備については、荷重の設定と荷重に対する

性能確保についての方針を確認する。 

10.6.1.1.2 設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 設計基準対象施設は，基準津波に対して安全機能

が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 耐津波設計に当たっては，以下の方針とする。 

(5) 津波防護施設及び浸水防止設備については，入

力津波（施設の津波に対する設計を行うために，

津波の伝播特性，浸水経路等を考慮して，それぞ

れの施設に対して設定するものをいう。以下同

じ。）に対して津波防護機能及び浸水防止機能が

保持できる設計とする。また，津波監視設備につ

いては，入力津波に対して津波監視機能が保持で

きる設計とする。具体的な設計内容を以下に示

す。 

ｄ．浸水防止設備については，浸水想定範囲等に

3.2 浸水防止設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

 浸水防止設備については，浸水想定範囲における

浸水時及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評価

し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対

して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計す

ること。 

【検討方針】 

 浸水防止設備（取水路点検用開口部浸水防止蓋，取

水ピット水位計，海水ポンプグランドドレン排出口逆

止弁，取水ピット空気抜き配管逆止弁，海水ポンプ室

ケーブル点検口浸水防止蓋，ＳＡ用海水ピット開口部

浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口

逆止弁，緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁，

放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室

ケーブル点検口浸水防止蓋及び貫通部止水処置）につ

いては，基準地震動ＳＳによる地震力に対して浸水防

止機能が十分に保持できるよう設計する。また，浸水

想定範囲における浸水時及び冠水後の波圧等に対す

る耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，

入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる

よう設計する（【検討結果】参照）。 

 

 

 

【検討結果】 

 「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１）」に示し

たとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設備

（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び

非常用取水設備を除く。）の設置された敷地への津

波の流入経路に対して，取水路点検用開口部浸水防

止蓋，取水ピット水位計，海水ポンプグランドドレ

ン排出口逆止弁，取水ピット空気抜き配管逆止弁，

海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋，ＳＡ用海

水ピット開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグラ

ンドドレン排出口逆止弁，緊急用海水ポンプ室床ド

レン排出口逆止弁及び放水路ゲート点検用開口部

 



 

５条- 113 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

おける浸水時及び冠水後の波圧等に対して浸

水防止機能が十分に保持できる設計とする。 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 取水路点検用開口部浸水防止蓋 

 津波が取水路点検用開口部から津波防護対象

設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設

備及び非常用取水設備を除く。）の設置された敷

地に流入することを防止し，津波防護対象設備

（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及

び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しない設

計とするため，取水路点検用開口部浸水防止蓋を

設置する。取水路点検用開口部浸水防止蓋の設計

においては，基準地震動による地震力に対して浸

水防止機能が十分に保持できるように設計する。

浸水防止蓋を設置するとともに，防潮堤及び防潮扉

を取り付けるコンクリート躯体下部の配管等貫通

部に対して，止水処置を実施する。これら浸水防止

対策は，浸水防止設備（外郭防護）として整理する。

 また，「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離

（内郭防護）」に示したとおり，地震・津波による

循環水管伸縮継手，低耐震機器・タンク等の破損に

伴う溢水に対して，海水ポンプ室ケーブル点検口浸

水防止蓋を設置する。また，浸水防護重点化範囲の

境界である海水ポンプ室及び原子炉建屋境界壁の

貫通部に対して，貫通部止水処置を実施する。これ

ら浸水防止対策は，浸水防止設備（内郭防護）とし

て整理する。 

 なお，上記以外に東海発電所取水路・放水路に対

しては，コンクリート充てんによる閉鎖を行うこと

により津波の流入が生じないため，浸水防止設備の

対象外とする。 

 上記の浸水防止設備については，基準地震動ＳＳ

による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持

できるよう設計するとともに，浸水時及び冠水後の

波圧等に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも

配慮した上で，入力津波に対して浸水防止機能が十

分に保持できるように設計する。 

第 3.2-1 表に浸水防止設備の種類と設置位置，第

3.2-1 図に浸水防止設備の配置図を示す。また，以

降に浸水防止設備毎の設計・評価方針を記す。 

 

(1) 取水路点検用開口部浸水防止蓋 

取水路点検用開口部（取水ピット上版）の高さが

T.P.＋3.31m であるのに対し，取水ピットにおけ

る入力津波高さは T.P.＋19.4m である。このため，

設計基準対象施設の津波防護対象施設である非

常用海水系配管エリアへの津波の流入を防止す

るため，取水路点検用開口部全 10 箇所に対して，

浸水防止蓋を設置する。 

取水路点検用開口部浸水防止蓋は，津波荷重や

地震荷重等に対して，浸水防止機能が十分に保持

できるように以下の方針により設計する。 



 

５条- 114 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

また，浸水時の波圧等に対する耐性を評価し，入

力津波に対する浸水防止機能が十分に保持でき

る設計とする。設計に当たっては，自然条件（積

雪，風荷重等）及び地震（余震）との組合せを適

切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．構造 

 取水路点検用開口部浸水防止蓋は，鋼製蓋と

ハッチ等から構成され，点検用開口部の上部に

取付ボルトにより固定される構造である。点検

用開口部は，取水路の 10 区画に対してそれぞれ

設置され，そのうち，3 区画にハッチが設置さ

れている。鋼製蓋の固定部及びハッチの固定部

には，ゴムパッキンを設置することにより水密

性を確保する。 

 また，取水路点検用開口部浸水防止蓋は，通

常は閉止状態であり，取水路への角落とし設置

時及び取水路への出入時のみ開放する。 

 第 3.2-2 図に取水路点検用開口部浸水防止

蓋配置図，第 3.2-3 図に取水路点検用開口部浸

水防止蓋構造図，第 3.2-2 表に取水路点検用開

口部浸水防止蓋の主要仕様を示す。 

ｂ．荷重の組合せ 

 取水路点検用開口部浸水防止蓋の設計におい

ては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，津

波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせた条件

で評価を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

 また，設計に当たっては，自然現象との組合

せを適切に考慮する。なお，取水路点検用開口

部浸水防止蓋は，取水路奥の取水ピット上版部

に位置し，漂流物が想定されないことから，漂

流物による衝突荷重は考慮しない。 

ｃ．荷重の設定 

 取水路点検用開口部浸水防止蓋の設計におい

て考慮する荷重は，以下のように設定する。 

(a) 常時荷重 

 自重等を考慮する。 

(b) 地震荷重 

 基準地震動ＳＳを考慮する。 

(c) 津波荷重 

 潮位のばらつき及び入力津波の計算上のば



 

５条- 115 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

 津波が海水ポンプグランドドレン排出口から

海水ポンプ室に流入することを防止し，津波防護

対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監

視設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失

しない設計とするため，海水ポンプグランドドレ

ン排出口逆止弁を設置する。海水ポンプグランド

ドレン排出口逆止弁の設計においては，基準地震

動による地震力に対して浸水防止機能が十分に

保持できるように設計する。また，浸水時の波圧

等に対する耐性を評価し，入力津波に対する浸水

防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に

当たっては，自然条件（積雪，風荷重等）及び地

震（余震）との組合せを適切に考慮する。 

 

 

らつきを考慮した取水ピットにおける入力津

波高さ T.P.＋19.4m に，参照する裕度である

＋0.65m を含めても，十分に保守的な値であ

る津波荷重水位 T.P.＋22.0m（許容津波高さ）

を考慮する。第 3.2-3 表に取水路点検用開口

部浸水防止蓋に適用する津波荷重の考え方を

示す。 

(d) 余震荷重 

 余震による地震動を検討し，余震荷重を設

定する。具体的には余震による地震動として

弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これに

よる荷重を余震荷重として設定する。添付資

料（１５）に耐津波設計における余震荷重と

津波荷重の組合せについて考え方を示す。 

ｄ．許容限界 

 浸水防止機能に対する機能保持限界とし

て，地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返

し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に

対して十分な余裕を有するよう，構成する部材

が弾性設計域内に収まることを基本として，浸

水防止機能を保持することを確認する。 

 

(2) 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

 海水ポンプグランドドレン排出口高さ（海水ポ

ンプ室床面上版高さ）は T.P.＋0.8m であるのに

対し，取水ピットにおける入力津波高さは T.P.

＋19.4m であることから，海水ポンプ室への津波

の流入を防止するため，海水ポンプグランドドレ

ン排出口全 2箇所に対して，逆止弁を設置する。

ａ．構造 

 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁は，

フロート式逆止弁であり，海水ポンプグランド

ドレン排出口の上版に設置されている取付座と

逆止弁のフランジ部を基礎ボルトで固定される

構造である。取付面にはガスケットを取り付け

ることにより水密性を確保する。 

 第 3.2-4図に海水ポンプグランドドレン排

出口逆止弁及び非常用海水ポンプ（常用海水ポ
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ンプ含む）配置図，第 3.2-5 図に海水ポンプグ

ランドドレン排出口逆止弁構造図，第 3.2-4 表

に海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の

主要仕様を示す。 

ｂ．荷重の組合せ 

 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の設

計においては，以下のとおり，常時荷重，地震

荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せた

条件で評価を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋余震荷重＋津波荷重 

 また，設計に当たっては，自然現象との組合

せを適切に考慮する。なお，海水ポンプグラン

ドドレン排出口逆止弁は，海水ポンプ室上版部

に位置し，漂流物の衝突が想定されないことか

ら，漂流物による衝突荷重は考慮しない。 

ｃ．荷重の設定 

 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の設

計において考慮する荷重は，以下のように設定

する。 

(a) 常時荷重 

 自重等を考慮する。 

(b) 地震荷重 

 基準地震動ＳＳを考慮する。 

(c) 津波荷重 

 潮位のばらつき及び入力津波の計算上の

ばらつきを考慮した取水ピットにおける入力

津波高さ T.P.+19.4m に，参照する裕度である

＋0.65m を含めても，十分に保守的な値であ

る津波荷重水位 T.P.＋22.0m（許容津波高さ）

を考慮する。第 3.2-5 表に海水ポンプグラン

ドドレン排出口逆止弁に適用する津波荷重の

考え方を示す。 

(d) 余震荷重 

 余震による地震動を検討し，余震荷重を設

定する。具体的には余震による地震動として

弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これに
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(7) 取水ピット空気抜き配管逆止弁 

 津波が取水ピット空気抜き配管から循環水ポ

ンプ室に流入することを防止することにより，隣

接する海水ポンプ室に浸水することを防止し，津

波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）が機

能喪失しない設計とするため，取水ピット空気抜

き配管逆止弁を設置する。取水ピット空気抜き配

管逆止弁の設計においては，基準地震動による地

震力に対して浸水防止機能が十分に保持できる

よる荷重を余震荷重として設定する。添付資

料（１５）に耐津波設計における余震荷重と

津波荷重の組合せについて考え方を示す。 

 

ｄ．許容限界 

 浸水防止機能に対する機能保持限界として，

地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作

用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対し

て十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾

性設計域内に収まることを基本として，浸水防

止機能を保持することを確認する。 

ｅ．水密性 

 基準津波による取水ピット水位の上昇に伴う

取水ピットからの津波の流入に対しては，弁体

（フロート）が押上げられ，弁座に密着するこ

とで海水ポンプ室への流入を防止する。逆止弁

が十分な水密性を有することを以下の試験で確

認する。 

(a) 止水性能 

 取水ピットにおける入力津波高さ（T.P.＋

19.4m）相当の圧力で 10 分以上加圧保持し，

著しい漏えいがないことを確認する。 

(b) 耐圧強度 

 取水ピットにおける津波荷重水位（T.P.＋

22.0m）以上の圧力で加圧して 10 分間保持し，

耐圧部材に有意な変形及び著しい漏えいがな

いことを確認する。 

 

(4) 取水ピット空気抜き配管逆止弁 

  取水ピット空気抜き配管の設置高さ（取水ピ

ット上版高さ）は T.P.＋0.8m であるのに対し，

取水ピットにおける入力津波高さは T.P.＋19.4m

であることから，循環水ポンプ室への津波の流入

を防止する，取水ピット空気抜き配管全 3箇所に

対して，逆止弁を設置する。 

ａ．構造 

 取水ピット空気抜き配管逆止弁は，フロート

式逆止弁であり，取水ピット空気抜き配管に設
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ように設計する。また，浸水時の波圧等に対する

耐性を評価し，入力津波に対する浸水防止機能が

十分に保持できる設計とする。設計に当たって

は，自然条件（積雪，風荷重等）及び地震（余震）

との組合せを適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けたフランジで取り合い，取付ボルトにより固

定される構造である。フランジ合せ面にはガス

ケットを設置することにより水密性を確保す

る。 

 第 3.2-6 図に取水ピット空気抜き配管逆止

弁配置図，第 3.2-7 図に取水ピット空気抜き配

管逆止弁取付位置及び構造図，第 3.2-6 表に取

水ピット空気抜き配管逆止弁の主要仕様を示

す。 

ｂ．荷重の組合せ 

 取水ピット空気抜き配管逆止弁の設計におい

ては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，津

波荷重及び余震荷重を適切に組合せた条件で評

価を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

 また，設計に当たっては，自然現象との組合

せを適切に考慮する。なお，取水ピット空気抜

き配管逆止弁は，取水ピット上版部に位置し，

漂流物の衝突が想定されないことから，漂流物

による衝突荷重は考慮しない。 

ｃ．荷重の設定 

 取水ピット空気抜き配管逆止弁の設計におい

て考慮する荷重は，以下のように設定する。 

(a) 常時荷重 

 自重等を考慮する。 

(b) 地震荷重 

 基準地震動ＳＳを考慮する。 

(c) 津波荷重 

 潮位のばらつき及び入力津波の計算上のば

らつきを考慮した取水ピットにおける入力津

波高さ T.P.+19.4m に，参照する裕度である＋

0.65m を含めても，十分に保守的な値である

津波荷重水位 T.P.＋22.0m（許容津波高さ）

を考慮する。第 3.2-7 表に取水ピット空気抜

き配管逆止弁に適用する津波荷重の考え方を

示す。 
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(8) 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

 津波が放水路ゲート点検用開口部から津波防

護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波

監視設備及び非常用取水設備を除く。）の設置さ

れた敷地に流入することを防止し，津波防護対象

設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設

(d) 余震荷重 

 余震による地震動を検討し，余震荷重を設

定する。具体的には余震による地震動として

弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これに

よる荷重を余震荷重として設定する。添付資

料（１５）に耐津波設計における余震荷重と

津波荷重の組合せについて考え方を示す。 

ｄ．許容限界 

 浸水防止機能に対する機能保持限界として，

地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作

用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対し

て十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾

性設計域内に収まることを基本として，浸水防

止機能を保持することを確認する。 

 

ｅ．水密性 

 基準津波による取水ピット水位の上昇に伴う

取水ピットからの津波の流入に対しては，弁体

（フロート）が押上げられ，弁座に密着するこ

とで循環水ポンプ室への流入を防止する。逆止

弁が十分な水密性を有することを以下の試験で

確認する。 

(a) 止水性能 

 取水ピットにおける入力津波高さ（T.P.＋

19.4m）相当の圧力で 10 分以上加圧保持し，

著しい漏えいがないことを確認する。 

(b) 耐圧強度 

 取水ピットにおける津波荷重水位（T.P.＋

19.4m）以上の圧力で加圧して 10 分間保持し，

耐圧部材に有意な変形及び著しい漏えいがな

いことを確認する。 
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備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しな

い設計とするため，放水路ゲート点検用開口部浸

水防止蓋を設置する。放水路ゲート点検用開口部

浸水防止蓋の設計においては，基準地震動による

地震力に対して浸水防止機能が十分に保持でき

るように設計する。また，浸水時の波圧等に対す

る耐性を評価し，入力津波に対する浸水防止機能

が十分に保持できる設計とする。設計に当たって

は，自然条件（積雪，風荷重等）及び地震（余震）

との組合せを適切に考慮する。 

 

 

(9) ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

 津波がＳＡ用海水ピット開口部から津波防護

対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監

視設備及び非常用取水設備を除く。）の設置され

た敷地に流入することを防止し，津波防護対象設

備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備

及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しない

設計とするため，ＳＡ用海水ピット開口部浸水防

止蓋を設置する。ＳＡ用海水ピット開口部浸水防

止蓋の設計においては，基準地震動による地震力

に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう

に設計する。また，浸水時の波圧等に対する耐性

を評価し，入力津波に対する浸水防止機能が十分

に保持できる設計とする。設計に当たっては，自

然条件（積雪，風荷重等）及び地震（余震）との

組合せを適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

 ＳＡ用海水ピット開口部の高さ（ＳＡ用海水ピ

ット上版高さ）が T.P.＋7.3m であるのに対し，

敷地前面海域における入力津波高さは T.P.＋

9.1m である。このため，設計基準対象施設の津波

防護対象設備の設置される敷地への津波の流入

を防止するため，ＳＡ用海水ピット開口部全 6箇

所に対して，浸水防止蓋を設置する。 

 ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋は，津波荷

重や地震荷重等に対して，浸水防止機能が十分に

保持できるように以下の方針により設計する。 

ａ．構造 

 ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋は，鋼製

の蓋であり，ピット開口部の上部に取付ボルト

により固定される構造である。鋼製蓋の固定部

には，ゴムパッキンを設置することにより水密

性を確保する。 

 また，ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋は，

通常は閉止状態であり，重大事故等発生時に可

搬型重大事故等対処設備による海水取水が必要

になった場合に開放する。 

 第 3.2-8 図にＳＡ用海水ピット開口部配置

図，第 3.2-9 図にＳＡ用海水ピット開口部浸水

防止蓋構造図，第 3.2-8 表にＳＡ用海水ピット

開口部浸水防止蓋の主要仕様を示す。 

ｂ．荷重の組合せ 
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 ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋の設計に

おいては，常時荷重，地震荷重，津波荷重及び

余震荷重を組み合わせた条件で評価を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

 また，設計に当たっては，自然現象との組合

せを適切に考慮する。なお，ＳＡ用海水ピット

開口部浸水防止蓋は，ＳＡ用海水ピット内上部

に位置し，漂流物の衝突が想定されないことか

ら，漂流物による衝突荷重は考慮しないものと

する。 

ｃ．荷重の設定 

 ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋の設計に

おいて考慮する荷重は，以下のように設定する。

(a) 常時荷重 

 自重等を考慮する。 

(b) 地震荷重 

 基準地震動ＳＳを考慮する。 

(c) 津波荷重 

 潮位のばらつき及び入力津波の計算上のば

らつきを考慮したＳＡ用海水ピット位置にお

ける入力津波高さ T.P.＋9.1m に，参照する裕

度である＋0.65m を含めても，十分に保守的

な値である津波荷重水位 T.P.＋12.0m（許容

津波高さ）を考慮する。第 3.2-9 表にＳＡ用

海水ピット開口部浸水防止蓋に適用する津波

荷重の考え方を示す。 

(d) 余震荷重 

 余震による地震動を検討し，余震荷重を設

定する。具体的には余震による地震動として

弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これに

よる荷重を余震荷重として設定する。添付資

料（１５）に耐津波設計における余震荷重と

津波荷重の組合せについて考え方を示す。 

 

ｄ．許容限界 

 浸水防止機能に対する機能保持限界として，



 

５条- 122 
 

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

 

 

 

 

 

 

(10) 緊急用海水ポンプピット点検用開口部 

浸水防止蓋 

 津波が緊急用海水ポンプピット点検用開口部

から緊急用海水ポンプ室に流入することを防止

することにより，津波防護対象設備（津波防護施

設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水

設備を除く。）の設置された敷地に流入すること

を防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸

水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を

除く。）が機能喪失しない設計とするため，緊急

用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋を

設置する。緊急用海水ポンプピット点検用開口部

浸水防止蓋の設計においては，基準地震動による

地震力に対して浸水防止機能が十分に保持でき

るように設計する。また，浸水時の波圧等に対す

る耐性を評価し，入力津波に対する浸水防止機能

が十分に保持できる設計とする。設計に当たって

は，地震（余震）との組合せを適切に考慮する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作

用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対し

て十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾

性設計域内に収まることを基本として，浸水防

止機能を保持することを確認する。 

 

(6) 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防

止蓋 

 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防

止蓋（緊急用海水ポンプ室床面）の設置高さが

T.P.＋0.8m であるのに対し，緊急用海水ポンプピ

ットにおける入力津波高さは T.P.＋9.5m である。

このため，津波が緊急用海水ポンプ室を経由し，

設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置さ

れた敷地に流入することを防止するため,緊急用

海水ポンプピット点検用開口部 1箇所に対して，

浸水防止蓋を設置する。 

 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防

止蓋は，津波荷重や地震荷重等に対して，浸水防

止機能が十分に保持できるように以下の方針に

より設計する。 

ａ．構造 

 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防

止蓋は，鋼製蓋，ハッチ等から構成され，点検

用開口部の上部に基礎ボルトにより鋼製蓋が固

定され、鋼製蓋の上部に取付ボルトによりハッ

チが固定される構造である。鋼製蓋及びハッチ

の固定部には，ゴムパッキンを設置することに

より水密性を確保する。 

 また，緊急用海水ポンプピット点検用開口部

浸水防止蓋は，通常は閉止状態であり，緊急用

海水ポンプピット等の点検時に，ピットへの出

入等で開放する。 

 第 3.2-10 図に緊急用海水ポンプピット点

検用開口部配置図，第 3.2-11 図に緊急用海水ポ

ンプピット点検用開口部浸水防止蓋構造図例，

第 3.2-12 表に緊急用海水ポンプピット点検用

開口部浸水防止蓋の主要仕様を示す。 
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ｂ．荷重の組合せ 

 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防

止蓋の設計においては，以下のとおり，常時荷

重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に

組合わせた条件で評価を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋余震荷重＋津波荷重 

 また，設計に当たっては，自然現象との組合

せを適切に考慮する。なお，緊急用海水ポンプ

ピット点検用開口部浸水防止蓋は，緊急用海水

ポンプピット上版部に位置するため，海水引込

み管及び緊急用海水取水管内を大きな漂流物が

流れてくることは考え難いことから，漂流物に

よる荷重は考慮しない。 

ｃ．荷重の設定 

 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防

止蓋の設計において考慮する荷重は，以下のよ

うに設定する。 

(a) 常時荷重 

 自重等を考慮する。 

(b) 地震荷重 

 基準地震動ＳＳを考慮する。 

(c) 津波荷重 

 潮位のばらつき及び入力津波の計算上のば

らつきを考慮した緊急用海水ポンプピットに

おける入力津波高さ T.P.＋9.5m に，参照する

裕度である＋0.65m を含めても，十分に保守

的な値である津波荷重水位 T.P.＋13.0m（許

容津波高さ）を考慮する。第 3.2-11 表に緊急

用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋

に適用する津波荷重の考え方を示す。 

(d) 余震荷重 

 余震による地震動を検討し，余震荷重を設

定する。具体的には余震による地震動として

弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これに

よる荷重を余震荷重として設定する。添付資

料（１５）に耐津波設計における余震荷重と
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(11) 緊急用海水ポンプグランドドレン 

排出口逆止弁 

 津波が緊急用海水ポンプグランドドレン排出

口から緊急用海水ポンプ室に流入することを防

止することにより，津波防護対象設備（津波防護

施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取

水設備を除く。）の設置された敷地に流入するこ

とを防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，

浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備

を除く。）が機能喪失しない設計とするため，緊

急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁を

設置する。緊急用海水ポンプグランドドレン排出

口逆止弁の設計においては，基準地震動による地

震力に対して浸水防止機能が十分に保持できる

ように設計する。また，浸水時の波圧等に対する

耐性を評価し，入力津波に対する浸水防止機能が

十分に保持できる設計とする。設計に当たって

は，地震（余震）との組合せを適切に考慮する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波荷重の組合せについて考え方を示す。 

 

ｄ．許容限界 

 浸水防止機能に対する機能保持限界として，

地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作

用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対し

て十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾

性設計域内に収まることを基本として，浸水防

止機能を保持することを確認する。 

 

(7) 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止

弁 

 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口高さ

（緊急用海水ポンプ室床面上版高さ）は T.P.＋

0.8m であるのに対し，緊急用海水ポンプピットに

おける入力津波高さは T.P.＋9.5m である。この

ため，緊急用海水ポンプ室へ津波が流入し，更に

緊急用海水ポンプ室から設計基準対象施設の津

波防護対象施設の設置された敷地への津波の流

入を防止するため，緊急用海水ポンプグランドド

レン排出口に対して，逆止弁を設置する。 

ａ．構造 

 緊急海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁

は，フロート式逆止弁であり，グランドドレン

排出口の上版に設置されている取付座と逆止弁

のフランジ部を基礎ボルトで固定ささせる構造

である。取付面にはガスケットを取り付けるこ

とにより水密性を確保する。 

 第 3.2-12 図に緊急用海水ポンプグランドド

レン排出口及び緊急用海水ポンプ配置図，第

3.2-13 図に緊急用海水ポンプグランドドレン

排出口逆止弁構造図，第 3.2-12 表に緊急用海水

ポンプグランドドレン排出口逆止弁の主要仕様

を示す。 

ｂ．荷重の組合せ 

 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止

弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，

地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合
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わせた条件で評価を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

 また，設計に当たっては，自然現象との組合

せを適切に考慮する。なお，緊急用海水ポンプ

グランドドレン排出口逆止弁は，緊急用海水ポ

ンプピット上版部に位置するため，海水引込み

管及び緊急用海水取水管内を大きな漂流物が流

れてくることは考え難いことから，漂流物によ

る荷重は考慮しない。 

ｃ．荷重の設定 

 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止

弁の設計において考慮する荷重は，以下のよう

に設定する。 

(a) 常時荷重 

 自重等を考慮する。 

(b) 地震荷重 

 基準地震動ＳＳを考慮する。 

(c) 津波荷重 

 潮位のばらつき及び入力津波の計算上のば

らつきを考慮した緊急用海水ポンプピットに

おける入力津波高さ T.P.＋9.5m に，参照する

裕度である＋0.65m を含めても，十分に保守

的な値である T.P.＋13.0m の水頭（津波荷重

水位）を考慮する。第 3.2-13 表に緊急用海水

ポンプグランドドレン排出口逆止弁に適用す

る津波荷重の考え方を示す。 

(d) 余震荷重 

 余震による地震動を検討し，余震荷重を設

定する。具体的には余震による地震動として

弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これに

よる荷重を余震荷重として設定する。添付資

料（１５）に耐津波設計における余震荷重と

津波荷重の組合せについて考え方を示す。 

ｄ．許容限界 

 浸水防止機能に対する機能保持限界として，

地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作
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(12) 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 

 津波が緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口か

ら緊急用海水ポンプ室に流入することを防止す

ることにより，津波防護対象設備（津波防護施設，

浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備

を除く。）の設置された敷地に流入することを防

止し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防

止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除

く。）が機能喪失しない設計とするため，緊急用

海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁を設置する。

緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設

計においては，基準地震動による地震力に対して

浸水防止機能が十分に保持できるように設計す

る。また，浸水時の波圧等に対する耐性を評価し，

入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持で

きる設計とする。設計に当たっては，地震（余震）

用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対し

て十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾

性設計域内に収まることを基本として，浸水防

止機能を保持することを確認する。 

ｅ．水密性 

 基準津波による緊急用海水ポンプピット水位

の上昇に伴う緊急用海水ポンプピットからの津

波の流入に対しては，弁体（フロート）が押上

げられ，弁座に密着することで緊急用海水ポン

プ室への流入を防止する。逆止弁が十分な水密

性を有することを以下の試験で確認する。 

(a) 止水性能 

 緊急用海水ポンプピットにおける入力津波

高さ（T.P.＋9.5m）相当の圧力で 10 分以上加

圧保持し，著しい漏えいがないことを確認す

る。 

(b) 耐圧強度 

 緊急海水ポンプピットにおける津波荷重水

位（T.P.＋9.5m）以上の圧力で加圧して 10

分間保持し，耐圧部材に有意な変形及び著し

い漏えいがないことを確認する。 

 

(8) 緊急用海水ポンプ室床ドレン排水口逆止弁 

 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口高さ（緊急

用海水ポンプ室床面上版高さ）は T.P.＋0.8m で

あるのに対し，緊急用海水ポンプピットにおける

入力津波高さは T.P.＋9.5m である。このため，

緊急用海水ポンプ室へ津波が流入し，更に緊急用

海水ポンプ室から設計基準対象施設の津波防護

対象施設の設置された敷地への津波の流入を防

止するため，緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口

に対して，逆止弁を設置する。 

ａ．構造 

 緊急海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁は，

フロート式逆止弁であり，床ドレン排出口の上

版に設置されている取付座と逆止弁のフランジ

部を基礎ボルトで固定ささせる構造である。取

付面にはガスケットを取り付けることにより水
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との組合せを適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

密性を確保する。 

 第 3.2-14 図に緊急用海水ポンプ室床ドレ

ン排出口配置図，第 3.2-15 図に緊急用海水ポン

プ室床ドレン排出口逆止弁構造図，第 3.2-14

表に緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁

の主要仕様を示す。 

ｂ．荷重の組合せ 

 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の

設計においては，以下のとおり，常時荷重，地

震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合わ

せた条件で評価を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

 また，設計に当たっては，自然現象との組合

せを適切に考慮する。なお，緊急用海水ポンプ

室床ドレン排出口逆止弁は，緊急用海水ポンプ

ピット上版部に位置するため，漂流物の衝突が

想定されないため，漂流物による荷重は考慮し

ない。 

ｃ．荷重の設定 

 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の

設計において考慮する荷重は，以下のように設

定する。 

(a) 常時荷重 

 自重等を考慮する。 

(b) 地震荷重 

 基準地震動ＳＳを考慮する。 

(c) 津波荷重 

 潮位のばらつき及び入力津波の計算上のば

らつきを考慮した緊急用海水ポンプピットに

おける入力津波高さ T.P.＋9.5m に，参照する

裕度である＋0.65m を含めても，十分に保守

的な値である T.P.＋13.0m の水頭（津波荷重

水位）を考慮する。第 3.2-15 表に緊急用海水

ポンプ室床ドレン排出口逆止弁に適用する津

波荷重の考え方を示す。 
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(d) 余震荷重 

 余震による地震動を検討し，余震荷重を設

定する。具体的には余震による地震動として

弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これに

よる荷重を余震荷重として設定する。添付資

料（１５）に耐津波設計における余震荷重と

津波荷重の組合せについて考え方を示す。 

ｄ．許容限界 

 浸水防止機能に対する機能保持限界として，

地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作

用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対し

て十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾

性設計域内に収まることを基本として，浸水防

止機能を保持することを確認する。 

ｅ．水密性 

 基準津波による緊急用海水ポンプピット水位

の上昇に伴う緊急用海水ポンプピットからの津

波の流入に対しては，弁体（フロート）が押上

げられ，弁座に密着することで緊急用海水ポン

プ室への流入を防止する。逆止弁が十分な水密

性を有することを以下の試験で確認する。 

(a) 止水性能 

 緊急用海水ポンプピットにおける入力津波

高さ（T.P.＋9.5m）相当の圧力で 10 分以上加

圧保持し，著しい漏えいがないことを確認す

る。 

(b) 耐圧強度 

 緊急海水ポンプピットにおける津波荷重水

位（T.P.＋9.5m）以上の圧力で加圧して 10

分間保持し，耐圧部材に有意な変形及び著し

い漏えいがないことを確認する。 

 

(9) 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

  放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋が設

置されている放水路上版の高さが T.P.約＋3.5m

であるのに対し，放水路における入力津波高さは

T.P.＋19.3m である。このため，設計基準対象施

設の津波防護対象施設の設置された敷地に流入
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することを防止するため，放水路ゲート点検用開

口部 3箇所に対して，浸水防止蓋を設置する。 

 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋は，津波

荷重や地震荷重等に対して，浸水防止機能が十分

に保持できるように以下の方針により設計する。

 

ａ．構造 

 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋は，鋼

製蓋，ハッチ等から構成され，点検用開口部の

上部に基礎ボルトにより鋼製蓋が固定され、鋼

製蓋の上部に取付ボルトによりハッチが固定さ

れる構造である。鋼製蓋及びハッチの固定部に

は，ゴムパッキンを設置することにより水密性

を確保する。 

 また，放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋

は，通常は閉止状態であり，放水路ゲートの点

検，放水路への出入等で開放する。 

 第 3.2-16 図に放水路ゲート点検用開口部

浸水防止蓋配置図，第 3.2-17 図に放水路ゲート

点検用開口部浸水防止蓋構造図例，第 3.2-16

表に放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋の主

要仕様を示す。 

ｂ．荷重の組合せ 

 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋の設計

においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷

重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合わせた

条件で評価を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

 

 また，設計に当たっては，自然現象との組合

せを適切に考慮する。なお，放水路ゲート点検

用開口部浸水防止蓋は，放水路上版部に位置す

るため，漂流物の衝突が想定されないため，漂

流物による荷重は考慮しない。 

ｃ．荷重の設定 

 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋の設計
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(13) 海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋 

 海水ポンプ室ケーブル点検口から浸水防護重

点化範囲への溢水の流入を防止し，津波防護対象

設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設

備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しな

い設計とするため，海水ポンプ室ケーブル点検口

浸水防止蓋を設置する。海水ポンプ室ケーブル点

検口浸水防止蓋の設計においては，基準地震動に

において考慮する荷重は，以下のように設定す

る。 

(a) 常時荷重 

 自重等を考慮する。 

(b) 地震荷重 

 基準地震動ＳＳを考慮する。 

(c) 津波荷重 

 潮位のばらつき及び入力津波の計算上のば

らつきを考慮した緊急用海水ポンプピットに

おける入力津波高さ T.P.＋19.3m に，参照す

る裕度である＋0.65m を含めても，十分に保

守的な値である T.P.＋22.0m の水頭（津波荷

重水位）を考慮する。第 3.2-17 表に放水路ゲ

ート点検用開口部浸水防止蓋に適用する津波

荷重の考え方を示す。 

d) 余震荷重 

 余震による地震動を検討し，余震荷重を設

定する。具体的には余震による地震動として

弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これに

よる荷重を余震荷重として設定する。添付資

料（１５）に耐津波設計における余震荷重と

津波荷重の組合せについて考え方を示す。 

ｄ．許容限界 

  浸水防止機能に対する機能保持限界とし

て，地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返

し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に

対して十分な余裕を有するよう，構成する部材

が弾性設計域内に収まることを基本として，浸

水防止機能を保持することを確認する。 
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よる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持

できるように設計する。また，溢水による静水圧

として作用する荷重及び余震荷重を考慮した場

合において，浸水防止機能が十分に保持できる設

計とする。 

 

(14) 海水ポンプ室貫通部止水処置 

 地震による循環水ポンプ室内の循環水系配管

の損傷に伴う溢水が浸水防護重点化範囲である

海水ポンプ室に流入することを防止し，津波防護

対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監

視設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失

しない設計とするため，海水ポンプ室貫通部止水

処置を実施する。海水ポンプ室貫通部止水処置の

設計においては，基準地震動による地震力に対し

て浸水防止機能が十分に保持できるように設計

する。また，溢水による静水圧として作用する荷

重及び余震荷重を考慮した場合において，浸水防

止機能が十分に保持できる設計とする。 

(15) 防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

 津波が防潮堤及び防潮扉下部貫通部から津波

防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津

波監視設備及び非常用取水設備を除く。）の設置

された敷地に流入することを防止し，津波防護対

象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視

設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失し

ない設計とするため，防潮堤及び防潮扉下部貫通

部に止水処置を実施する。防潮堤及び防潮扉下部

貫通部止水処置の設計においては，基準地震動に

よる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持

できるように設計する。また，浸水時の波圧等に

対する耐性を評価し，入力津波に対する浸水防止

機能が十分に保持できる設計とする。設計に当た

っては，地震（余震）との組合せを適切に考慮す

る。 

(16) 原子炉建屋境界貫通部止水処置 

 津波がタービン建屋及び非常用海水系配管カ

ルバートと隣接する原子炉建屋地下階の貫通部

 

 

 

 

 

 

(10) 貫通部止水処置 

 「第 3.2-1 表 浸水防止設備の種類と設置位置」

に示したとおり，外郭防護として防潮堤及び防潮

扉を取付けるコンクリート躯体下部の貫通部，内

郭防護として海水ポンプ室の配管等の貫通口，タ

ービン建屋及び非常用海水系配管トレンチと隣

接する原子炉建屋壁の配管等の貫通口に対して

止水処置を実施する。 

 貫通部止水処置は，充てん構造，ブーツ構造

及び閉止構造に大別され，これらの貫通部止水処

置は，津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機

能が十分に保持できるように設計する。第 3.2-18

表に貫通部止水構造区分と実施箇所を示す。ま

た，以降に各止水構造について設計方針を示す。

ａ．充てん構造（モルタル）【外郭防護】【内郭防

護】 

(a) 構造 

 貫通口あるいは貫通口と貫通物の間の隙間

にモルタルを充てんすることにより止水する

構造である。第 3.2-18 図に充てん構造（モル

タル）の標準的な構造図を示す。 

(b) 水密性 

 貫通部のモルタル充てん箇所には，無収縮

モルタルを使用することから隙間は生じ難

く，また，モルタルは基本的に壁・床版（上

版）と同等の強度を有し，圧縮強度や付着強

度も高いため，水圧に対する耐性は十分ある

と考えられる。 

(c) 耐震性 

 貫通口内に貫通物が存在する構造では，基

準地震動ＳＳによりモルタル充てん部に発生

する配管反力がモルタルの許容圧縮強度及び
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から浸水防護重点化範囲への溢水の流入を防止

し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止

設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）

が機能喪失しない設計とするため，原子炉建屋境

界貫通部止水処置を実施する。原子炉建屋境界貫

通部止水処置の設計においては，基準地震動によ

る地震力に対して浸水防止機能が十分に保持で

きるように設計する。また，溢水による静水圧と

して作用する荷重及び余震荷重を考慮した場合

において，浸水防止機能が十分に保持できる設計

とする。 

 

許容付着強度以下であることを確認する。 

ｂ．充てん構造（ウレタンゴム又はシリコンゴム）

【内郭防護】 

(a) 構造 

 充てん構造（ウレタンゴム）は，貫通口と貫通

物の間の隙間にパテによる仕切りを設けて，ウレ

タンゴムを充てんすることにより止水する構造

である。また，充てん構造（シリコンゴム）は，

貫通口と貫通物の間の隙間に鋼板による閉止板

を設けて，シリコンゴムを充てんすることにより

止水する構造である。第 3.2-19 図に充てん構造

（ウレタンゴム及びシリコンゴム）の標準的な概

略構造図を示す。 

(b) 水密性 

 充てん構造（ウレタンゴム又はシリコンゴ

ム）は，直接，津波波力（水平力）を受ける

箇所に設置するものではないため，静的荷重

（静水頭圧）に対する水密性を確保する。 

 本構造では，耐水性は補強板及びウレタ

ンゴム又はシリコンゴム材が担い水密性を

確保することを基本としており，設置箇所で

想定される浸水（静水頭圧）に対して，浸水

防止機能が保持できることを必要に応じて

耐圧・漏水試験により確認する。第 3.2-20

図に実機模擬耐圧・漏水試験の実施例を示

す。 

(c) 耐震性 

 貫通口を通る配管等の貫通物は，同一建屋

内の支持構造物により拘束されており，地震

時には建屋と配管等が連動した振動となるこ

とから，充てん材への地震の影響は軽微と考

えられる。 

 なお，建屋間を貫通する配管等の地震時に

躯体と貫通物間で大きな相対変位が想定され

る箇所については，変位追従性に優れるブー

ツ構造を適用する方針とする。 

ｃ．ブーツ構造【内郭防護】 

 ブーツ構造は，貫通口と貫通物の間の隙間
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にラバーブーツ（シールカバー）を設置する

ことにより止水する構造である。第 3.2-21 図

にブーツ構造の標準的な構造図を示す。 

 ブーツ構造は，変位追従性に優れ，主に地

震による躯体と貫通物間の相対変位が大きい

部位，高温配管で配管の熱移動が生じる部位

に適用するものであり，貫通物の建屋間相対

変位，熱変位を評価し，かつ，施工性も考慮

した上でウレタンゴム又はシリコンゴムによ

る充てん構造では適用が困難と判断される貫

通口に適用する。 

ｄ．閉止構造【内郭防護】 

閉止構造は，貫通口に金属製の閉止板を溶

接あるいは閉止フランジ等をシール材ととも

にボルト等にて取り付けることにより止水す

る構造である。第 3.2-22 図に閉止構造の標準

的な構造図を示す。 

 閉止構造は，主として予備貫通口等の閉鎖

可能な箇所に適用するものであり，その設計

に当たっては，設置場所で想定される水圧及

び基準地震動ＳＳによる地震力に対して，必要

な浸水防止機能が保持できることを評価ある

いは試験により確認する。 

 

(11)海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋 

屋外における非常用海水系配管からの溢水及

び屋外タンクからの溢水は，浸水防護重点化範囲

である原子炉建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，軽

油貯蔵タンク及びタービン建屋並びに T.P.＋3m

の敷地に設置された浸水防護重点化範囲である

海水ポンプ室及び非常用海水系配管（T.P.＋3m

側）への影響はない。 

なお，海水ポンプ室のケーブル点検用の開口部

には浸水防止蓋を設置し，貫通部には止水処置を

行うことから，海水ポンプ室廻りに溢水が流入し

た場合においても浸水防護重点化範囲への影響

はない。海水ポンプ室にケーブル点検口浸水防止

蓋３箇所に対して，浸水防止蓋を設置する。 
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海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋は，津波

荷重や地震荷重等に対して，浸水防止機能が十分

に保持できるように以下の方針により設計する。

ａ．構造 

 海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋は，

鋼製蓋等から構成され，点検用開口部の上部に

基礎ボルトにより鋼製蓋が固定され、鋼製蓋の

上部に取付ボルトによりハッチが固定される構

造である。鋼製蓋及びハッチの固定部には，ゴ

ムパッキンを設置することにより水密性を確保

する。 

 また，海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止

蓋は，通常は閉止状態であり，ケーブルの点検

時等の場合に開放する。 

    第 3.2-23 図に海水ポンプ室ケーブル点検口

浸水防止蓋配置図，第 3.2-24 図に海水ポンプ

室ケーブル点検口浸水防止蓋概念図を示す。 
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5.3 津波監視設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

津波監視設備については、津波の影響（波力、漂流

物の衝突等）に対して、影響を受けにくい位置への

設置、影響の防止策・緩和策等を検討し、入力津波

に対して津波監視機能が十分に保持できるよう設計

すること。 

 

 

【確認内容】 

(1)(3.2.1)の遡上解析結果に基づき、津波影響を受

けにくい位置、及び津波影響を受けにくい建屋・

区画・囲い等の内部に設置されることを確認す

る。 

(2)要求事項に適合する設計方針であることを確認す

る。なお、後段規制（工事計画認可）においては、

設備の位置、構造（耐水性を含む）、地震荷重・風

荷重との組合せを考慮した強度等が要求事項に適

合するものであることを確認する。 

1.4.1.7 津波監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 敷地への津波の繰返しの襲来を察知し，津波防護

施設，浸水防止設備の機能を確実にするために，津

波監視設備を設置する。津波監視設備としては，津

波監視カメラ，取水ピット水位計及び潮位計を設置

する。津波監視カメラは地震発生後，津波が発生し

た場合に，その影響を俯瞰的に把握するため，津波

及び漂流物の影響を受けない防潮堤内側の原子炉

建屋の屋上に設置し，津波監視機能が十分に保持で

きる設計とする。取水ピット水位計は，非常用海水

ポンプの取水性を確保するために，基準津波の下降

側の取水ピット水位の監視を目的に、津波及び漂流

物の影響を受けにくい防潮堤内側の取水ピットに

設置し，津波監視機能が十分に保持できる設計とす

る。潮位計は，津波の上昇側の水位監視を目的に，

津波及び漂流物の影響を受けにくい取水口入口近

傍の取水路側壁に設置し，津波監視機能が十分に保

持できる設計とする。 

 なお，津波監視設備は，基準地震動に対して，機

3.3 津波監視設備 

【規制基準における要求事項等】 

  津波監視設備については，津波の影響（波力，漂

流物の衝突等）に対して，影響を受けにくい位置へ

の設置，影響の防止策・緩和策等を検討し，入力津

波に対して津波監視機能が十分に保持できるよう

設計すること。 

 

【検討方針】 

  津波監視設備については，津波の影響（波力，漂

流物の衝突等）に対して，影響を受けにくい位置へ

の設置，影響の防止策・緩和策等を検討し，入力津

波に対して津波監視機能が十分に保持できるよう

設計する（【検討結果】参照）。 

 

 

 

 

【検討結果】 

  (1) 津波監視設備の津波による影響評価 

  ａ．津波による影響の有無 

   (a) 津波監視カメラは，主に敷地前面東側の

海域及び敷地内の状況を監視するものであ

り，原子炉建屋の屋上T.P.約＋64m，及び使

用済燃料乾式貯蔵建屋屋上T.P.約＋29mの位

置に設置する。このため，津波の遡上域にな

く基準津波の影響は受けない。 

   (b) 取水ピット水位計は，主として基準津波に

よる引き波時の取水ピットの下降側水位を

監視するものである。取水ピット水位計の設

置位置は，防潮堤と海水ポンプ室間の取水ピ

ット上版コンクリート躯体内に設置するた

め，津波の遡上域にないが，取水口から流入

する津波の影響を考慮する必要がある。この

ため，後述ｂ項において津波による影響に対

する防止策・緩和策等を示す。 
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能を喪失しない設計とする。設計に当たっては，自

然条件（積雪，風荷重等）との組合せを適切に考慮

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (c) 潮位計は，主として基準津波による寄せ波

時の取水口前面の上昇側水位を監視するも

のであり，取水路内の側壁に設置するため，

取水ピット水位計と同様に，取水口から流入

する津波の影響を考慮する必要がある。この

ため，後述ｂ項において津波による影響に対

する防止策・緩和策等を示す。 

b. 津波による影響に対する防止策・緩和策等 

    前述ａ項に示したとおり，取水ピット水位計

及び潮位計は，取水口から流入する津波の影響

が考えられるため，津波の波力及び漂流物の衝

突に対する防止策・緩和策を検討した。 

   (a) 津波の波力に対する防止策・緩和策等 

     津波による波力に対して，取水ピット水位

計は，「1.6 設計又は評価に用いる入力津波」

において示した取水ピットにおける潮位の

ばらつき及び入力津波の数値計算上のばら

つきを考慮した津波高さT.P.＋19.4mに，参

照する裕度＋0.65mを含めたT.P.＋22.0mの

水頭を考慮した設計とするため，津波の波力

による影響は受けない。また，潮位計は，「1.6 

設計又は評価に用いる入力津波」において示

した敷地前面における潮位のばらつき及び

入力津波の数値計算上のばらつきを考慮し

た津波高さT.P.＋17.9mに，参照する裕度＋

0.65mを含めたT.P.＋20.0mの水頭を考慮し

た設計とするため，津波の波力による影響は

受けない。 

   (b) 津波による漂流物の衝突に対する防止

策・緩和策等 

     津波による漂流物の衝突に対しては，「2.5

項 水位変動に伴う取水性低下による重要な

安全機能への影響防止」において示したとお

り，取水口の上部高さT.P.＋3.31mに対し，

基準津波による敷地前面における水位は

T.P.＋17.9mであることから，漂流物の選定

において，取水口に向かう可能性が否定でき

ないと評価した作業台船及び漁船は，取水口
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の上部を通過するものと考えられる。仮に取

水口に漂流物が向かったとしても，漂流物の

寸法及び取水口呑口の寸法の関係から，取水

路内を大きな漂流物が逆流することは考え

難いため，漂流物の影響は受けない。第3.3-1

表に作業台船及び漁船の主要諸元，第3.3-2

図に取水口呑口部の構造を示す。 

 

上記のとおり，取水ピット水位計及び潮位

計は，基準津波による漂流物の影響は受けな

いと考えられるが，ここでは漂流の可能性が

否定できないと評価した漂流物以外の比較的

寸法の小さい漂流物を想定した場合の影響に

ついて評価するとともに，防止策・緩和策等

について検討した。 

    ⅰ）取水ピット水位計  

      取水ピット水位計は，取水路奥の取水ピ

ット上版のコンクリート躯体に設けるφ

400mmの貫通孔内に設置するため，取水路

内に流入した漂流物が取水ピット水位計

に衝突する可能性は極めて低いと考えら

れる。 

      このため，比較的寸法の小さい漂流物を

想定しても，漂流物の衝突による影響はな

いと考えるが，より安全側の対策として，

海水ポンプ室の北側及び南側にそれぞれ1

個ずつ計2個の取水ピット水位計を設置

し，多重化を図ることとする。第3.3-3図

に取水ピット水位計の配置図，第3.3-4図

に取水ピット水位計の据付部の概略構造

を示す。 

 ⅱ）潮位計 

      潮位計は，取水口入口近傍の側壁に設置

するが，検出器及びケーブル・電線管はφ

400mm，厚さ10mmのステンレス製の防波管

内に収納することにより，取水路内に流入

した漂流物から保護できる設計としてい

る。 
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(1) 津波監視カメラ 

 津波監視カメラは，原子炉建屋の屋上 T.P.＋

64m に設置し，暗視機能を有したカメラにより，

昼夜を問わず中央制御室及び緊急時対策所から

監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      このため，比較的寸法の小さい漂流物を

想定しても，漂流物の衝突による影響はな

いと考えるが，より安全側の対策として，

取水口の北側及び南側にそれぞれ1個ずつ

計2個の潮位計を設置し，多重化を図るこ

ととする。第3.3-5図に潮位計の配置図，

第3.3-6図に潮位計の据付部の概略構造を

示す。 

     以上の津波による影響に対する防止策・緩

和策により，取水ピット水位計及び潮位計

は，津波に対して機能保持が可能である。 

 (2) 津波監視設備の仕様等 

  ａ．津波監視カメラ 

   (a) 仕様 

    津波監視カメラ（直径178mm×高さ

285mm，水平方向可動域360°）は，原子炉建

屋屋上T.P.約＋64mに3台，使用済燃料乾式貯

蔵建屋屋上T.P.約＋29mに1台を設置する。

各々の主な監視範囲を第3.3-2表の津波監視

カメラの主な監視範囲に示す。津波監視カメ

ラは赤外線撮像機能を有し，昼夜問わず監視

可能な仕様とし，画像は中央制御室及び緊急

時対策所に設置した監視設備に表示し，継続

的に監視できる設計とする。 

 津波監視カメラ本体及び監視設備の電源は

所内常設直流電源設備及び無停電電源装置

（蓄電池含む）から受電することで交流電源

喪失時においても監視が継続可能な設計とす

る。 

第3.3-3表に津波監視カメラの基本仕様，第

3.3-7図に津波視カメラの設置位置と可視可

能範囲，第3.3-8図に津波監視カメラの映像イ

メージを示す。 

(b) 設備構成 

     津波監視カメラは，カメラ本体，津波監視

カメラ用設置架台，配線ボックス，監視設備，

電線管から構成される。第3.3-9図に津波監

視カメラの設備構成概要を示す。 
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   (c)構造・強度評価及び機能維持評価 

     津波監視カメラが使用条件及び想定され

る自然条件下において要求される機能を喪

失しないことを確認する。 

     津波監視カメラは，原子炉建屋屋上T.P.

約＋64m及び使用済燃料乾式貯蔵建屋屋上

T.P.約＋29mに設置することから津波の影響

は受けない。このため，想定される自然条件

として考慮すべきものは，地震，積雪，降下

火砕物，降雨及び風である。このうち，竜巻

による評価については，「第六条 外部から

の衝撃による損傷の防止」において説明する

こととし，ここでは使用条件及び上記の自然

条件に対する評価方針を示す。 

     なお，自然条件のうち，津波については前

述のとおり影響を受けることはないため，荷

重の組合せ等での考慮は要しない。 

    ⅰ）評価対象 

      第3.3-4表に津波監視カメラの構造・強

度評価及び機能維持評価対象を示す。 

  ⅱ）評価方針 

     ○構造・強度評価 

       津波監視カメラは，基準地震動ＳＳに

対して地震時に要求される機能を喪失

しないことを確認する。 

具体的には，津波監視カメラ設置用架

台，取付ボルトについて，地震時に想定

される評価荷重に基づき応力評価を行

い，裕度（＝許容応力／発生応力）が1.0

以上であることを確認する。また，電線

管については，電線管布設において，も

っとも厳しい条件にあるモデルにて評

価し，最大許容支持間隔を求め，それに

包絡される条件で施工することで，耐震

性を確保する。 

     ○機能維持評価 

       機能維持の評価対象ついては，振動試

験において，津波監視カメラ，配線ボッ
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クス，監視設備の電気的機能の健全性を

確認した加振波の最大加速度（以下「確

認済加速度」という。）に対し，取付箇

所の最大応答加速度（以下「評価加速度」

という。）が下回っていることを確認す

る。 

 

    ⅲ）荷重の組合せ 

津波監視カメラは，津波の影響を受けな

い場所に設置するため，津波荷重の考慮は

不要であり，常時荷重＋余震荷重の組合せ

は，以下の組合せに包絡されるため，これ

らを適切に組合せて設計を行う。 

      ・常時荷重＋地震荷重 

       また，設計に当たっては，自然現象と

の組合せを適切に考慮する。 

    ⅳ）評価荷重 

○固定荷重 

       自重等を考慮する。 

○地震荷重 

       基準地震動ＳＳを考慮する。 

○積雪荷重 

        屋外に設置される津波監視カメラ

設置用架台及び電線管に対しては，堆

積量30cmを考慮する。 

○降下火砕物 

        屋外に設置される津波監視カメラ

設置用架台及び電線管に対しては，堆

積量(40cm)を考慮する。 

○降雨荷重 

        降雨に対しては，津波監視カメラは

防水性能IP66（あらゆる方向からのノ

ズルによる強力なジェット噴流水に

よっても有害な影響を及ぼしてはな

らない）に適合する設計とする。 

○風荷重 

       ・竜巻 

         「第六条 外部からの衝撃による
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(2) 取水ピット水位計 

 取水ピット水位計は，T.P.－7.8m～T.P.＋2.3m

を計測範囲として，取水ピットに設置し，非常用

海水ポンプが設置された取水ピットの津波に対

する下降側の水位を中央制御室及び緊急時対策

所から監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷の防止」において説明する。 

       ・竜巻以外 

         建築基準法（建設省告示第1454

号）に基づく発電所立地地域（東海

村）の基準風速30m/s相当の風荷重

を受けた場合においても，津波監視

カメラ設置用架台及び電線管は継

続監視可能であることを確認する。

   

ｂ．取水ピット水位計 

   （ａ）仕様 

     取水ピット水位計は，主として基準津波に

よる引き波時の取水ピットの下降側水位を

監視するため設置するものである。 

     取水ピットにおける潮位のばらつき及び

入力津波の数値計算上のばらつきを考慮し

た入力津波高さは，上昇側でT.P.＋19.4m，

下降側でT.P.－5.2mである。このため，取水

ピット水位計の計測範囲については，下降側

は取水ピット底部付近のT.P-7.8mとし，上昇

側は取水ピット上版下端高さ付近の

T.P.+2.3mまで計測できる設計とする。また，

取水ピット水位計の検出器は，取水ピットか

らの津波による圧力に十分に耐えられる設

計とする。取水ピット水位計本体及び監視設

備の電源は，所内常設直流電源設備から受電

することで，交流電源喪失時においても監視

が継続可能な設計とする。第3.3-5表に取水

ピット水位計の基本仕様を示す（取水ピット

水位計の配置図は第3.3-3図，据付面概略構

造は第3.3-4図参照）。 

（ｂ）設備構成 

     取水ピット水位計は，水位計本体，水位計

取付座，監視設備，電線管から構成されてい

る。第3.3-10図に取水ピット水位計の設備構

成概要を示す。 

（ｃ）構造・強度評価及び機能維持評価 

      取水ピット水位計が使用条件及び想定
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される自然条件下において要求される機

能を喪失しないことを確認する。 

      取水ピット水位計は，取水ピット上版の

コンクリート躯体内に設置され，取水ピッ

ト水位計据付面の上部には閉止板を設置

する構造であるため，想定される自然条件

として考慮すべきものは地震及び津波で

ある。このため，ここでは使用条件及び上

記の自然条件に対する評価方針を示す。 

     ⅰ）評価対象 

       第3.3-6表に取水ピット水位計の構

造・強度評価及び機能維持評価対象を示

す。 

ⅱ）評価方針 

     ○構造・強度評価 

       取水ピット水位計は，基準地震動ＳＳ

に対して地震時に要求される機能を喪

失しないことを確認する。 

具体的には，取水ピット水位計の据付

座，取付ボルトについて，地震時に想定

される評価荷重に基づき応力評価を行

い，裕度（＝許容応力／発生応力）が1.0

以上であることを確認する。また，電線

管については，電線管布設において，も

っとも厳しい条件にあるモデルにて評

価し，最大許容支持間隔を求め，それに

包絡される条件で施工することで，耐震

性を確保する。 

なお，建屋間相対変位が生じる箇所に

ついては，可とう電線管を適用する。 

○機能維持評価 

機能維持の評価対象ついては，振動試

験において，取水ピット水位計，監視設

備の確認済加速度に対し，評価加速度が

下回っていることを確認する。 
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(3) 潮位計 

 潮位計は，T.P.－5.0m～T.P.＋20.0m を計測範

囲として，取水口入口近傍の取水路側壁に設置

し，津波に対する上昇側の取水口付近の水位を中

央制御室及び緊急時対策所から監視できる設計

    ⅲ）荷重の組合せ 

      取水ピット水位計の設計においては以

下のとおり，常時荷重，地震荷重，津波荷

重，余震荷重を適切に組合せて設計を行

う。 

      ・常時荷重＋地震荷重 

      ・常時荷重＋津波荷重 

      ・常時荷重＋余震荷重＋津波荷重 

      なお，取水ピット水位計は，前述「(1) ｂ

項 津波による影響に対する防止策・緩和

策等」に示したとおり，必要な防止策・緩

和策を講じることから，漂流物による荷重

は考慮しない。 

    ⅳ）評価荷重 

     ○固定荷重 

       自重等を考慮する。 

○地震荷重 

       基準地震動ＳＳを考慮する。 

○津波荷重 

      潮位のばらつき及び入力津波の計算上

のばらつきを考慮した取水ピットにおけ

る入力津波高さT.P.＋19.4mに，参照する

裕度である＋0.65mを含めても，十分に保

守的な値である津波荷重水位T.P.＋22.0m

（許容津波高さ）を考慮する。第3.3-7表

に取水ピット水位計の津波荷重の考え方

を示す。 

○余震荷重 

      余震による地震動を検討し，余震荷重を

設定する。具体的には余震による地震動と

して弾性設計用地震動Ｓｄを考慮し，これ

による荷重を余震荷重として設定する。 

 

ｃ．潮位計 

   （ａ）仕様 

     潮位計は，主として基準津波による寄せ波

時の取水口前面の上昇側水位を監視するた

め設置するものである。 
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とする。 

 なお，取水口入口近傍の北側と南側にそれぞれ

1 個設置し，2 箇所で計測できるようにすること

により，万が一，漂流物の影響を受けた場合であ

っても，機能補完ができる設計とする。 

     潮位計の計測範囲は，引き波時の非常用海

水ポンプの取水性を確保するために設置す

る貯留堰の天端高さT.P.－4.9mから，敷地前

面東側の防潮堤における潮位のばらつき及

び入力津波の数値計算上のばらつきを考慮

した入力津波高さT.P.＋17.9mを包含する

T.P.－5.0m～T.P.＋20.0mまで計測できる設

計とする。また，潮位計の検出器は，取水路

からの津波による圧力に十分に耐えられる

設計とする。潮位計本体及び監視設備の電源

は，所内常設直流電源設備から受電すること

で，交流電源喪失時においても監視が継続可

能な設計とする。第3.3-8表に潮位計の基本

仕様を示す（潮位計の配置図は第3.3-5図，

据付部概略構造は第3.3-6図参照）。 

 

 （ｂ）設備構成 

     潮位計は，潮位計本体，潮位計取付サポー

ト，監視設備，電線管から構成される。第

3.3-11図に潮位計の設備構成概要を示す。 

 

（ｃ）構造・強度評価及び機能維持評価 

     潮位計が使用条件及び想定される自然条

件下において要求される機能を喪失しない

ことを確認する。 

     潮位計は，取水路内の側壁に設置されるこ

とから，想定される自然条件として考慮すべ

きものは，地震及び津波である。このため，

ここでは使用条件及び上記の自然条件に対

する評価方針を示す。 

    ○ 評価対象 

      第3.3-9表に潮位計の構造・強度評価及

び機能維持評価対象を示す。 

ⅰ）評価方針 

     ○構造・強度評価 

       潮位計は，基準地震動ＳＳに対して地

震時に要求される機能を喪失しないこ

とを確認する。 
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具体的には，潮位計の取付サポート，

潮位計取付ボルトについて，地震時に想

定される評価荷重に基づき応力評価を

行い，裕度（＝許容応力／発生応力）が

1.0以上であることを確認する。また，

電線管については，電線管布設におい

て，もっとも厳しい条件にあるモデルに

て評価し，最大許容支持間隔を求め，そ

れに包絡される条件で施工することで，

耐震性を確保する。 

なお，建屋間相対変位が生じる箇所に

ついては，可とう電線管を適用する。 

     ○機能維持評価 

       機能維持の評価対象ついては，確認済

加速度に対し，取付箇所の評価加速度が

下回っていることを確認する。 

 

    ⅱ）荷重の組合せ 

      潮位計の設計においては以下のとおり，

常時荷重，地震荷重，津波荷重，余震荷重

を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋余震荷重＋津波荷重 

      なお，潮位計は，上述「(1) ② 津波に

よる影響に対する防止策・緩和策等」に示

したとおり，必要な防止策・緩和策を講じ

ることから，漂流物による荷重は考慮しな

い。 

     

ⅲ）評価荷重 

○固定荷重 

       自重等を考慮する。 

○地震荷重 

       基準地震動ＳＳを考慮する。 

○津波荷重 

       潮位のばらつき及び入力津波の計算

上のばらつきを考慮した敷地前面海域
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における入力津波高さT.P.＋17.9mに，

参照する裕度である＋0.65mを含めて

も，十分に保守的な値である津波荷重水

位T.P.＋20.0m（許容津波高さ）を考慮

する。第3.3-10表に潮位計の津波荷重の

考え方を示す。 

○余震荷重 

       余震による地震動を検討し，余震荷重

を設定する。具体的には余震による地震

動として弾性設計用地震動Ｓｄを考慮

し，これによる荷重を余震荷重として設

定する。 
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5.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 

5.4.1 津波防護施設、浸水防止設備等の設計におけ

る検討事項 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設、浸水防止設備の設計及び漂流物に係

る措置に当たっては、次に示す方針（津波荷重の設

定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し作用の考慮）

を満足すること。 

・各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重

（浸水高、波力・波圧、洗掘力、浮力等）につい

て、入力津波から十分な余裕を考慮して設定する

こと。 

・サイトの地学的背景を踏まえ、余震の発生の可能

性を検討すること。 

・余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力

津波による荷重との組合せを考慮すること。 

・入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返し

の襲来による作用が津波防護機能、浸水防止機能

へ及ぼす影響について検討すること。 

【確認内容】 

(1)津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返

し作用の考慮のそれぞれについて、要求事項に適

合する方針であることを確認する。以下に具体的

な方針を例示する。 

①津波荷重の設定については、以下の不確かさを考

慮する方針であること。 

a)入力津波が有する数値計算上の不確かさ 

b)各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷

重の算定過程に介在する不確かさ 

上記b)の不確かさの考慮に当たっては、例えば抽

出した不確かさの要因によるパラメータスタディ

等により、荷重設置に考慮する余裕の程度を検討

する方針であること。 

②余震荷重の考慮については、基準津波の波源の活

動に伴い発生する可能性がある余震（地震）につ

いて、そのハザードを評価するとともに、基準津

波の継続時間のうち最大水位変化を生起する時間

10.6.1.1.3 主要設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

帯において発生する余震レベルを検討する方針で

あること。また、当該余震レベルによる地震荷重

と基準津波による荷重は、これらの発生確率の推

定に幅があることを考慮して安全側に組み合わせ

る方針であること。 

③津波の繰り返し作用の考慮については、各施設・設

備の入力津波に対する許容限界が当該構造物全体

の変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余

裕を有し、かつ津波防護機能・浸水防止機能を保持

するとして設定されていれば、津波の繰り返し作用

による直接的な影響は無いものとみなせるが、漏

水、二次的影響（砂移動、漂流物等）による累積的

な作用又は経時的な変化が考えられる場合は、時刻

歴波形に基づいた、安全性を有する検討方針である

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記(1)～(13)の各施設・設備における許容限界

は，地震後，津波後の再使用性や，津波の繰り返し

作用を想定し，止水性が保持できることも考慮し

て，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕

を有するよう，各施設・設備を構成する材料が弾性

域内に収まることを基本とする。 

 上記(14)～(16)の貫通部止水処置については，地

震後，津波後の再使用性や，津波の繰り返し作用を

想定し，止水性の維持を考慮して，貫通部止水処置

が健全性を維持することとする。 

 各施設・設備等の設計，評価に使用する津波荷重

の設定については，入力津波が有する数値計算上の

不確かさ及び各施設・設備等の機能損傷モードに対

応した荷重の算定過程に介在する不確かさを考慮

する。 

 入力津波が有する数値計算上の不確かさの考慮

に当たっては，各施設・設備の設置位置で算定され

た津波の高さを安全側に評価して入力津波を設定

することで，不確かさを考慮する。 

 各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重

の算定過程に介在する不確かさの考慮に当たって

は，入力津波の荷重因子である浸水高，速度，津波

波力等を安全側に評価することで，不確かさを考慮
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基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 基準適合への対応方針 審査資料記載内容 備考 

し，荷重設定に考慮している余裕の程度を検討す

る。 

 津波波力の算定においては，津波波力算定式等，

幅広く知見を踏まえて，十分な余裕を考慮する。 

 漂流物の衝突による荷重の評価に際しては，津波

の流速による衝突速度の設定における不確実性を

考慮し，十分な余裕を考慮する。 

 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の

設計において，基準津波の波源の活動に伴い発生す

る可能性がある余震（地震）についてそのハザード

を評価し，その活動に伴い発生する余震による荷重

を設定する。 

 余震荷重については，基準津波の継続時間のうち

最大水位変化を生起する時間帯を踏まえ過去の地

震データを抽出・整理することにより余震の規模を

想定し，余震としてのハザードを考慮した安全側の

評価として，この余震規模から求めた地震動に対し

てすべての周期で上回る地震動を弾性設計用地震

動の中から設定する。 

 主要設備の概念図を第 10.6-1 図～第 10.6-14 図

に示す。 

 

5.4.2 漂流物による波及的影響の検討 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍にお

いて建物・構築物、設置物等が破損、倒壊、漂流す

る可能性について検討すること。 

上記の検討の結果、漂流物の可能性がある場合に

は、防潮堤等の津波防護施設、浸水防止設備に波及

的影響を及ぼさないよう、漂流防止装置または津波

防護施設・設備への影響防止措置を施すこと。 

【確認内容】 

(1)漂流物による波及的影響の検討方針が、要求事項

に適合する方針であることを確認する。 

(2)設計方針の確認に加え、入力津波に対して津波防

護機能が十分保持できる設計がなされることの

見通しを得るため、以下の例のような具体的な方

針を確認する。 

1.4.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安

全機能への影響防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 漂流物による波及的影響の考慮 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍に

おいて建物・構築物，設置物等が破損，倒壊，漂流

する可能性について検討すること。 

上記の検討の結果，漂流物の可能性がある場合に

は，防潮堤等の津波防護施設，浸水防止設備に波及

的影響を及ぼさないよう，漂流防止装置または津波

防護施設・設備への影響防止措置を施すこと。 

 

【検討方針】 

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍に

おいて，建物・構築物，設置物等が破損，倒壊，漂

流する可能性について検討する。 

上記の検討の結果，漂流物の可能性がある場合に

は，津波防護施設である防潮堤，防潮扉及び貯留堰
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①敷地周辺の遡上解析結果等を踏まえて、敷地周辺

の陸域の建物・構築物及び海域の設置物等を網羅

的に調査した上で、敷地への津波の襲来経路及び

遡上経路並びに津波防護施設の外側の発電所敷地

内及び近傍において発生する可能性のある漂流物

を特定する方針であること。なお、漂流物の特定

に当たっては、地震による損傷が漂流物の発生可

能性を高めることを考慮する方針であること。 

②漂流防止装置、影響防止装置は、津波による波力、

漂流物の衝突による荷重との組合せを適切に考慮

して設計する方針であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 津波の二次的な影響による非常用海水ポンプの

機能保持確認 

ｃ．漂流物の取水性への影響 

(a) 漂流物の抽出方法 

 漂流物となる可能性のある施設・設備を抽

出するため，発電所敷地外については，半径

約 5km の範囲（陸域については，遡上域を包

絡する箇所）を，敷地内については，遡上域

として防潮堤の外側を網羅的に調査する。設

置物については，地震で倒壊する可能性のあ

るものは倒壊させた上で，浮力計算により漂

流するか否かの検討を行う。 

(b) 抽出された漂流物となる可能性のある施

設・設備の影響 

 基準津波の遡上解析の結果によると，防潮

堤の外側は遡上域となる。このため，基準津

波により漂流物となる可能性のある施設・設

備が非常用海水ポンプの取水性に影響を及ぼ

さないことを確認する。 

 この結果，発電所敷地内で漂流する可能性

があるものとして，鉄骨造建物の外装板，除

塵装置制御盤，浚渫用の作業台船等があるが，

作業台船を除いては，設置位置及び流向を考

慮すると取水口へは向かわないため，取水性

への影響はない。また，作業台船については，

取水口に向かう可能性は否定できないが，取

水口の 口全てを閉塞させることはなく，取

に波及的影響を及ぼさないことを確認する（【検討

結果】参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討結果】 

基準津波による遡上域を考慮した場合の漂流物

による波及的影響を考慮すべき津波防護施設，浸水

防止設備としては，津波防護施設として位置付けて

設計を行う防潮堤，防潮扉及び貯留堰が挙げられ

る。 

このため，「2.5(2) 津波の二次的な影響による非

常用海水冷却系の機能保持確認 (4) 基準津波に伴

う取水口付近の漂流物に対する通水性確保」におい

て抽出したもののうち，作業用台船（44t）及び漁

船（排水トン数 15t）による漂流物荷重を算定した

上で，常時荷重，津波荷重，余震荷重及び自然現象

による荷重との組合せを適切に考慮し，防潮堤及び

防潮扉の津波防護機能，貯留堰の貯水機能に波及的

影響を及ぼさないことを確認する。 
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水性への影響はない。なお，敷地内の物揚岸

壁に停泊する燃料等輸送船は，津波警報等発

令時には緊急退避するため，漂流物とはなら

ない。 

 発電所敷地外で漂流する可能性があるもの

として，鉄骨造建物の外装板，倉庫，防護柵

（木製），ボンベ類等があるが，設置位置及び

流向を考慮すると取水口へは向かわないた

め，取水性への影響はない。なお，発電所近

傍で操業する漁船が航行不能になった場合に

ついては，取水口に向かう可能性は否定でき

ないが，取水口の 口全てを閉塞させること

はなく，取水性への影響はない。 

 発電所前面を通過する定期船に関しては，

発電所から半径 5km 以内に航路はないことか

ら，発電所に対する漂流物とはならない。 

 なお，取水口に向かう可能性のある漂流物

については，津波防護施設及び浸水防止設備

に衝突する可能性があるため，最も重量が大

きい作業台船を衝突荷重として評価する。 

 除塵装置である回転レイキ付バースクリー

ン及びトラベリングスクリーンについては，

基準津波の流速に対し，十分な強度を有して

いることから，損傷することはなく漂流物と

はならないことから，取水性に影響を及ぼす

ことはないことを確認している。 

5.4.3 津波影響軽減施設・設備の扱い 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設・設備の設計において津波影響軽減施

設・設備の効果を期待する場合、津波影響軽減施

設・設備は、基準津波に対して津波による影響の軽

減機能が保持されるよう設計すること。 

津波影響軽減施設・設備は、次に示す事項を考慮す

ること。 

・地震が津波影響軽減機能に及ぼす影響 

・漂流物による波及的影響 

・機能損傷モードに対応した荷重について十分な余

裕を考慮した設定 

該当なし 該当なし  
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・余震による荷重と地震による荷重の荷重組合せ 

・津波の繰り返し襲来による作用が津波影響軽減機

能に及ぼす影響 

【確認内容】 

(1)津波影響軽減施設・設備の効果に期待する場合に

おける当該施設・設備の検討方針が、要求事項に

適合する方針であることを確認する。 

 

 


